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科 （障害者職業 ンター 研究 ） 

 ・  一・  ・  一・ 口 一・小  ・知  子・田  みつよ・ 

田中 （障害者職業 ンター） 
 

 めに 

障害者職業 ンター障害者支援部門では、平成 11

年度から「職場 応 進のための ータルパッ ージ」

（以 「 ータルパッ ージ」という。）の開発を進め、

現在までの間、支援現場における ータルパッ ージの

用性を高めるための研究を行ってきた。 

ータルパッ ージとは、 々の障害状況に応 て 用

者が ルフ ージ ン でき、作業 行力の向上や対

・ 等の できるよう支援することを目指し

た 的な支援 法であり、WCST（ ィスコンシン ー

ーティングテス ）、M- リー ー 、ワークサ

ンプル 版（MWS）（以 「MWS」という。）、MSFAS
（ ス ス 労ア ス ン シー ）、グループワー

クにより構成されている。 

MWS については、平成19 年度より を開始し、平成

24 年度に行った基 調査で、新たなワークサンプル（以

「新規課題」という。）の開発 ーズを確認したため、

新規課題の開発を開始し、MWS の が更に充実・強

されることを目指した１）。 

また、これまでの ータルパッ ージに関する研究で

は、福祉や教育、 など様々な分 において、 ータル

パッ ージを介した職業リハビリテーションの支援 法が

対 者の就職や 職に向けて一定の 果があることが さ

れている。一方で、そのような支援 法は十分 してい

るとは言えず、 ータルパッ ージの活用における課題と

して、人 の育成や研 の必要性が り し指 されてき

た。 

加えて、今後も様々な 関において、新規課題も めた

ータルパッ ージが活用され、 用者の就職・ 職後の

職場 応 の有 性を すデータを更に していくこと

も重要な課題である。 

以上の から今年度より特別研究 23 として「障害の多

様 に対応した職業リハビリテーション ールの 果的な

活用に関する研究」（以 「本研究」という。）が開始さ

れた。本報告では新規課題の に向けた状況 び今後

の本研究の計 について報告を行う。 

 

 課題の に向けた  

(1) を している 課題 

のワークサンプルより 度が高く、より実 に

した新規課題を開発して欲しいとの要 に応えるため、こ

れまでのワークサンプルに て 解力、 意力、 力

などを必要とする「給 計 」、「文書校 」、「社内

仕分」の新規課題を開発した２）。 

新規課題の特 は、ルール等を した「サブブック」を

参 しながら作業を行うことである。これは職場で 表等

の資料や 書等を参 にしながら行う場 を 定したも

のであり、「文書に されたルールを理解する力」や

「理解したルールを的確に 用する力」の を いとし

ている。 体的には以 のとおりである。 

  

に表 された社 １ 分のデータをもとに、給 計

に必要な 目の を計 し、指定された ルに 力す

る（ １）。 

計 方法を したサブブックと、社会保 料等の

表を参 しながら作業を行う課題である。 

  

 

 文  

コラム、事 文書、報告書などの を用いて校 作

業を行う（ ２）。 

と校 の文 等を き わせ、サブブックや報告

書作成規定に い、校 を用いて校 の りを

する課題である。 

  

の会社に いた 書や 等の を、 先に書

かれた部 （部・課等）や 人 を見て、 しいフ ル
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ダーまたはボックスに仕分ける（ ３）。 

サブブック内の仕分のルールに い、組 、社 、

を参 しながら、 確に仕分ける課題である。 

 

 文  

 

 

３  

 

(2) の  

新規課題 の時期については 年度内の12月

１月初 を予定しており、MWSの を開始した時

で、以 の ーム ージにおいて 開始の 知がな

されるためご いただきたい。 

 
 

３ の目  

本研究は ータルパッ ージが、地域の職業リハビリ

テーション 関において、 用者の就職や 職に向けて

果的に活用されるよう、 ータルパッ ージを介した職業

リハビリテーションの支援 法を 果的かつ 的に

するための方法 を する。加えて、 ータルパッ ー

ジが活用されることによる有 性が されるデータを更に

していく。 

 
 

４ の  

(1) び  

ータルパッ ージを介した職業リハビリテーションの

支援 法を 果的かつ 的に するための方法 （以

「 試案」という。）の び作成を行う。 

なお実施にあたっては、地域障害者職業 ンター び

ータルパッ ージ ール（MWS び M- リー ー

）を した支援 関に対して、 ータルパッ ージの

活用状況を するための全 調査を行うとともに、活用

状況の な のため、支援 関等に対して アリ

ング調査を実施する。それらアン ー 、 アリング調査

結果を基に専門部会で 試案を することとしてい

る。 
(2) の の 目  

上 (1)により られた 試案の実施 びその 果を

するための調査。あわせて ータルパッ ージの活

用事例の 集も行う。 

(3) の 目  

上 (2)により られた結果によって、 試案の

を行い、更に 性のある 試案を専門部会の 結

果を まえ作成する。 

( )  

上 (3)を まえ 試案の実施による 終的な 果

を行うとともに、支援 法を する際の 体の整

を る。 
 

 の の について 

職業リハビリテーション支援者に対する支援 向上を

目的とした全体的な研 や、 ータルパッ ージに関する

言や援 を目的とした 別の研 に活用されることが期

される。また、 職業リハビリテーション 関が ータ

ルパッ ージを 果的に活用するためにも 立つものと考

えられる。 
 

【参考文献】 

１）障害者職業 ンター 「障害の多様 に対応した職業

リハビリテーション支援 ールの開発 ワークサンプル

版（MWS）の 課題の改 ・新規課題の開発  調査

研究報告書 o.130 （2016） 

２）障害者職業 ンター 「障害の多様 に対応した職業

リハビリテーション支援 ールの開発（その２） ワーク

サンプル 版（MWS）新規課題の開発  調査研究報告

書 o.145 （2019） 

 

【連絡先】 

障害者職業 ンター障害者支援部門（ 科） 

el 043-297-9082 
e-mail amashina. asatoshi@jeed.or.jp 
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MWS 課題 時に ける 

と との  
 

 （障害者職業 ンター  研究 ）  

 （障害者職業 ンター） 

前  明（  障害者職業 ンター(現 田大学教育文 学部)）  

知  子・  ・ 科 （障害者職業 ンター） 

 

 と目  

「ワークサンプル 版（以 「MWS」という。）」を

む「職場 応 進のための ータルパッ ージ（以 「

ータルパッ ージ」という。）」では、作業 行や障害・

の状態に すると考えられる 労の現れ方を し、

調整を めた対 方法を確立することを目的の１つと

してきた１）２）。 労 は、 労があることを自 する

とされ３）、様々な要 よって現れ方が なる４）。MWS は、

16 のワークサンプルから構成されており、 ワークサ

ンプル内において 度による ルを設定している。そ

のため、ワークサンプルの と ル設定などにより

を調整することで作業 行における 労の現れ方を

し、 体的な対 方法を することができる。 
障害者職業 ンターでは、新たに開発した「給 計

」「文書校 」「社内 仕分」の３つのワークサン

プル（以 「新規課題」という。）について、一般成人

のデータ 集を実施し、一般成人における 、作業時

間、 労 等の報告を行っている５）。それによれば、「給

計 」「文書校 」で、「社内 仕分」よりも強い

労 を える者が多いことが確認されている。しかし、

研究では、 労 と実施結果の関係については

であった。 

そこで、本研究では、新規課題を一般成人に実施したデ

ータを用いて、 労 の生 状況と び作業時間の

関係に を てた分 を行い、ワークサンプルごとの

向を する。 

 

 課題と  

MWSの新規課題は、 や発 障害等により休職中

で 職を目指している 用者や作業 行力が高い 用者の

労の ジ ン に向けた支援に資することを いの１

つとして開発された。新規課題では、対 者自 が作業

やルールの されたサブブックを参 しながら作業を

進めることが められる。また、 時に の 所に 意

を向ける必要がある など、 課題より が高いもの

となっている。新規課題の構成と内容を、表１に す。 

なお、 課題と 様、 版は

。 

 

３  

職 等の を たした20 から50 までの一般成人

68 （ 性53 、 性15 ）を研究協力者とし、３日間で

３つの新規課題の 版と訓練版を実施した。 

労 については、 版・訓練版の ワークサンプル

終了 後に「 れていない」「少し れた」「かなり れ

た」の３ で回 を めた。 

分 方法は、 ワークサンプルについて、 版、訓練

版それ れの実施 後に られた 労 と、成 の指標と

なりうる び作業時間との相関関係を すること

とした。 

 

４  

労 と び作業時間との間の相関関係を

するため、相関係 を めた。 労 は、上 のように「

れていない」「少し れた」「かなり れた」の３

定であり、 度であると考えられることから、本研究

では、 び作業時間とのス ア ンの 相関係

を めた。 

 課題の と 者職 2 1  

        

  

面に された 1 の を とに、 に 目の を し、 さ

れた に を る を した と 、

を参 し がら を行  

事  文  
事 文 、 の を いて、 を行 と の文 を わ 、

にしたがい、 を いて りを る  

 
 

 

の に いた の を、 の にしたが て、組 、 、

あい を参 し がら、 に ける  
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その結果を表２に す。 労 と との間に５

で有意な相関は認められなかった。一方、 労 と作業

時間との間では、 版の「給 計 」（  0.20  p  0.04 

 0.05）、「社内 仕分」（  0.37   p  0.00  0.01）、

訓練版の「社内 仕分」（  0.25  p  0.04  0.05）

において、有意な小 中程度の相関が認められた。また、

「文書校 」の 版でも、小程度の相関が、10 で

有意な 向が認められた（  0.22  p  0.08  0.10）。 

 

 と び 時 の相  

   時  

 
  

 
2   

 11 
 

1  

文  
  

 
22  

 12 
 

 

 

 

  
 

3   

 2  
 

2   

、 ( 1) を 、 ( ) を

と る 、 向の1 1 と る  

 

 考察 

(1) のまとめ 

と 労 では、全ての新規課題の 版・訓練版

において、有意な相関は認められなかった。一方、作業時

間と 労 では、全ての新規課題の 版、「社内 仕

分」の訓練版で の相関ないし相関する 向が認められた。

このことから、 労 は、 とは無関係に、より い

作業時間を やした課題において強く現れるものと考えら

れる。また、作業時間が い課題で 労 が強く現れる

向は、 版においてより強く、訓練版では「社内

仕分」でのみ確認された。 

(2) と 時 の の  

このことは、 と作業時間の関係に対しても を

える。一般に、 な作業は、 に行うことで、 確

性が すと考えられる。しかし、新規課題では、

び作業時間と 労 との関係がそれ れ なっていること

から、作業時間と が相関しない 性が考えられる。 

そこで、 と作業時間の間の相関を確認したところ、

５ では、 と作業時間の間に有意な相関は認め

られなかった（ び作業時間は 的 度であるため

ア ンの 相関係 を 出した）。ただし、「給 計 」

の 版では、小程度の の相関が、10 で有意 向

を しており（  -0.23  p  0.06  0.10）、作業時間

を やすことで、むしろ が する 向が見られた。

他方、「文書校 」の訓練版では、中程度の の相関が10

で有意 向を しており（  0.24  p  0.05  0.10）、

作業時間を やすことで が上 する 向が見られた。 

このことは、新規課題について作業時間と の間に

強い関係性を ちに 定することはできないが、課題によ

っては、作業時間をかけることで が上 、あるいは

する 性があることを している。 

これを 労 との関係で考えると、「給 計 （ 版）」

では時間をかけると が し、「社内 仕分」で

は時間をかけても は変わらないが、いずれのワーク

サンプルでも 労 が強くなる 性がある。一方、「文書

校 （訓練版）」では、 は時間をかけると上 する

性があるが、作業時間と 労 との関係は認められなか

った。 

(3) MWS 課題 に しての  

障害者を対 とした実施結果からは、新規課題が 労の

現れ方に対する きを す があることが指 されて

いる５）。一方、 の高い課題でもあることから、対 者

の状況に応 て、ワークサンプルの を行う必要がある。

本研究で られた結果は、 労が作業時間と相関的である

こと、時間をかけても が上 するとは らない課題

がある一方、時間をかけることで が上 する 性

のある課題もあることを しており、新規課題を実施する

うえで留意す き となるだろう。 

( ) 後の課題 

本研究は、 ワークサンプル実施 後の 労 について、

３ 法で回 を めたデータを 用しており、このことを

もって 定的な解 を行うことはできない。また、 労

と ラー 目等との関係も することで、多角的な支援

の視 を られると考えられる。そのため、今後、データ

を充実させていく必要がある。 

 

【参考文献】 

１) 障害者職業 ンター 「 障害者等を中 とする職

業リハビリテーション 法に関する 的研究（ 終報告

書）」 調査研究報告書 o.57 （2004） 

２) 障害者職業 ンター 「 ータルパッ ージ活用のた

めに（ 改 版） ワークサンプル 版（ ）と

ィスコン    シン・ ー ーティングテス （ ）

を中 として」（2013） 

３) 日本 労学会 「 労 イ ライン」（2011） 

４) 福田 「 法による 労の 」  良

『 新・ 労の科学』  出版 会社  pp.47-51.

（2010） 

５) 障害者職業 ンター 「障害の多様 に対応した職業

リハビリテーション支援 ールの開発（その２）」調査研

究報告書 o. 145 （2019） 

 

【連絡先】 

障害者職業 ンター障害者支援部門（ ） 

el 043-297-9058 
e-mail hibuya. omonori@jeed.or.jp 
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MWS の 

課題 を いた 者の 理  

 

知  子（障害者職業 ンター 研究 ） 

 （障害者職業 ンター） 

前  明（  障害者職業 ンター(現 田大学教育文 学部)） 

 ・  ・ 科 （障害者職業 ンター） 
  

 めに 

障害者職業 ンター障害者支援部門では、障害者の

就労支援に資することを目的としワークサンプル 版

(MWS)の開発を行ってきた。今般、 の13のワークサ

ンプルに加え、新たに３つのワークサンプルを開発した。 

のMWSでは ラー 向やス ス・ 労の現れ方

の が しい者、 のMWSを安定的に行え、より

度の高いワークサンプルの活用が められる者について作

業特性等を できる が特 として られる１）。 

障害者職業 ンター（2019 調査研究報告書 145

「障害の多様 に対応した職業リハビリテーション支援

ールの開発（その２）」）１）では、障害 事者（

障害者、発 障害者、高次 障害者）に対しMWSの

新規課題の実施を試みた。本報告では、「社内 仕分」

を実施した事例のうち、作業 行上の認知的 が高まる

ことで ラー 向やス ス 応がみられた３つの事例を

取り上 、課題の構 と対 者の ラー びス ス発生

の関連性について する。加えて、「社内 仕分」

が自己の特性理解にどのような をもたらしたかを

する。 

 

  

(1) の  

「社内 仕分」は、 空の会社に いた を、

サブブック 1内の 仕分のルール に基 き、組 、社

、あいうえお を活用しながら仕分ボックス・

フ ルダーに仕分ける課題である。 度の ルは５

とし、 ルが上がるにつれ 用されるルールや参

所が えていくように設計されている。なお、１試行は20

課題（20 の ）であり、１ブロックという で

することとしている。 

(2) 者の  

障害者職業 ンターを 用する障害 事者 協力を

要 した。いずれも職場で事 的業 に 事していた経験

があり、それ れ就職や 職を目指し、支援者と職場に

する 慮事 を 中であった。 

 事例Ａ 

障害（うつ ）、20 性。 

大学卒業後、 築関係会社 社。１年目は ームの一

として事業計 を立て現場指 などを めた。 社

２年目から で特定の地域を することとなったが業

を 理しきれず、上 や先 との関係が 。その後、

や き などの 体 状が生 て休職に った。支援

者からは「 りと して を持つなど自 的」、

「 先 をつけるのが 」、が指 されていた。体調

の変 や 労を自 する、ス スに関する理解を める、

職に向け自分に う働き方の 等が目標であった。 

 事例Ｂ 

発 障害（自 ス ク ラム障害・ 意 多動性障

害）、20 性、 障害者保 福祉 を取 、 職中。 

大学在学中に を け、卒業後は ャ ンジ雇用によ

り事 として就職したが、障害特性に基 く 慮事

が整理されておらず、職場でコ ーション上の 題

が生 離職に った。前職の経験から自信を っていたが、

支援を通 て自らの特性を知りたいという があった。 

 事例Ｃ 

高次 障害（外 性 ）、40 性。 職支援

のプログラムに参加中。 

大学卒業後、 築関係の事業所で予 めや け発

を 。 通事 による 性 で 。 後、

、 制、保続などの 状が見られた。回 後は 、

的 向、 向、社会的行動障害が 。 障害

を自 している。 職後の業 内容を 中であった。 

(3)  

新規課題の実施にあたって、研究 者から支援 者

研究の目的 び 内容等を 明後、支援 者から障

害 事者 様の内容を 明し、本研究 の協力の 意を

た。その後、新規課題の実施前に研究 者より 度研

究の目的 び 内容等を 明し、協力の 意を確認した。 

( ) 課題の  

新規課題は 課題に して 度が高いため、新規課題

の中で対 者が 行できる見 みの高い「社内 仕分」

を した。試行時にはMWSの実施において推 してい

るシングル ーススタディの中からＡＢＡ法を応用した。 
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３  

(1) 事例Ａ 者 2 の  

 の  

は13試行 20試行で、 は65 であった。作

業時間は15分40 であった。 が組 の部課 と一

していない 、 ・ の に ラーがみられ

た。作業中に、仕分のルールは でいたが、組 で部

課 を確認する行動は されなかった。作業終了後

「立っていて れた」、「支援者の目 が になった」と

の報告があった。 

 の  

試行日 が られていたことから、ア ス ン として

・ の 題が出現する ル４・ ル５を ３ブ

ロック ースライン期 ２で実施した。 ル４では、１

ブロック目で要確認 ラー、 ・ ラーが生 たも

のの、その後の２ブロックは全 であった。 ル５

では自発的に指さし を行っていたが、１ブロック目で

・ の ラーが、２ブロック目で ラーが生

た。作業後、本人は「 スが減ってきて安 して確認しな

くなってしまう。それで び スがおこる」、「自分には

意の 題があると た」という を た。 

(2) 事例Ｂ 者 2 の  

 の  

ル１は２ブロック実施し、 が100 だったが、

ル２で ラーが生 て自 的発言が り された。

ー ング期に移行する を えたが いを見せたため、

作業の予定を え、対 方法（ み上 、指さし、 ）

について 明をしたところ、続けて ー ングを行うこ

とを した。１ブロックごとに結果を え、 確にでき

たことを すると がみられた。 ル２のプローブ

期 ２においても100 の を維持した。 ル３では

ースライン期で ラーが生 た。作業中、仕分の

ルールの内容について あったが、その際に 明をした

使用のルールについて、本人と研究 者のやりとり

で認識のずれがあったことが明らかとなった。仕分のルー

ルの確認を 言し、続く ー ング期ではより 重に確

認行動を自発的に取ったことで、作業が安定していった。 

(3) 事例Ｃ 者 の  

 の  

は18試行 20試行で、 は90 であった。作

業時間は28分48 、１ ずつ 重に を仕分けていた

が、課 ラー、 ・ ラーが生 た。結果の

フィー ック後、必要な 方法の確認や 職にあたっ

ての課題の整理のために訓練版を行うこととした。 

 の  

ル１、２は全 であった。 ル３で

ラーが生 たため、 の使用に関する仕分のルールの確

認を し、その後の ー ング期、プローブ期では 確

な作業が となった。 ル４では例外的な場 につい

て がありルールの確認を すと、サブブック内の仕分

のルールに例外が されていることに いた。一方、

ル３で 確に 理ができるようになった ラーが

び生 、新たに、 ・ ラーが生 た。これらにつ

いて、本人は、「ＡとＢを 時にやっていると、Ｂがおろ

そかになりＡだけやってしまう」と自らの特 を った。

仕分のルールを確認し、 を に使用することを目標

に ー ング期に移行した。２ブロック連続で

100 となった時 で試行を終了した。 

 

４ 考察 

「社内 仕分」は、 ルが上がるごとに 用する

ルールが 加し、 意を向ける範囲が がることによって

認知的 が高まるように設定されている。今回の３事例

は「仕分のルールを保持しながら 時に の 事

に 目しなければならない場 で スが こること（事例

Ａ、事例Ｃ）」、「仕分のルールの さ がわかりに

くいこと（事例Ｂ）」に言 していた。これらは課題の認

知的 に関連する発言であり、本課題に意 的に設けら

れた構 が 果的に作用していると考えられる。また、事

例Ｂはルールの さ によって不安が生 、 行動

が され、ルールが なため「 で して欲しい」

を発言していた。 様の行動は職場でも こりうる 性

があり、 慮事 を する上での参考となった。 

事例Ａ、Ｃにおいては、 ルが上がり、これまでの

ルールに新たな別のルールが 加されると、 度の い

ルで 確に作業・ 理できていた 題であっても、

ラーとなる場 が見られた。実際に ラーが生 たことを

目の たりにしたことが自らの特性 の言 につながって

おり、本人の特性により ラーが生 る場 の 現性とい

う において、本課題は多様な支援場 や対 者に活用

性が認められることから、職業リハビリテーションに

わる支援者に 的に活用いただくことを期 したい。 

 

【参考文献】 
１）障害者職業 ンター調査研究報告書 145 「障害の多様 に対

応した職業リハビリテーション支援 ールの開発（その２）」

（2019） 

 

１ サブブック 新規課題に共通して設けられており、作業のため参

・確認する 表等や きが された資料である。「文書に

されたルールを理解する力」や「理解したルールを的確に 用す

る力」を する を持つものとして けている。 

２ ースライン期とは、介 や指 を行う前の状態を 定したもので

ある。介 前の対 者の行動 ルを知ることができる。プローブ

期は、 ー ング期での介 の 果を確認するため、 ースライ

ンと に し状態を 定したものである。 
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に る の と の 事 の  
 

大  （障害者職業 ンター 研究 ） 

高  一・田川 ・  （障害者職業 ンター） 
 

 と目  

障害者の就労においては、加 や障害の進行等により

前の職場・職 での就労が になった時の継続雇用と生

活の安定の必要性１）について指 されている。 

本 では、「障害のある労働者の職業サイクルに関する

調査研究」において 年にわたる計５回の 調査（パ

ル調査）の結果を用いて、障害者 の等 の変 とそ

の前後の就労状況等を分 した結果を報告する。 

 

  

(1) のある 者の職 に る  

 の と目  

立行 法人高 ・障害・ 職者雇用支援 構が行う

「障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究」は、

障害のある労働者の職業生活の 局 における状況と課題

を し、 業における雇用管理の改善や障害者の な

就業の実現に資する今後の施策 開のための基 資料を

ることを目的として、障害のある労働者 人の職業生活等

の変 を する 調査（パ ル調査）である（表１）。

調査開始時 で40 の対 者 の調査を「職業生活前

期調査」、40 以上の対 者 の調査を「職業生活後期調

査」とした。 新の第５期の調査研究報告書を 表した２）。 

 者 

視 障害、 障害、 体不自 、内部障害、知的障害、

障害のいずれかの障害がある者とした。調査開始時

の年 は を15 、上 を55 とした。 業や自 業で

20時間以上就労している者を対 として調査を開始し、

その後、離職した場 でも調査を継続している。対 者の

集は、 事者 体、事業所、就労支援施設等を通 て

介を け、本人の 意を て対 者として した。なお、

回 のため第３期に対 者の 充を行った。 

  

法による 調査を行い、調査 は などの  

 

を作成し、障害状況に わせて対 者に しても

らっている。対 者による回 を とし、家族等 囲の

支援を けても構わないものとしている。 

  

第１期から学識経験者や 事者・事業 体関係者等に

より構成される研究 会を開 し、その議 を まえて、

障害のある労働者の職業生活について、 く確認してい

る。 体的には、基本 性、就労状況（就労 態、職 内

容、労働 等）、仕事上の出 事（ ・ 給、 職、

休職等）、仕事に関する意識（ 度、職場 の要 等）、

生活上の出 事（結 、出 、 等）その他であり、

期のみ地域生活、 関の 状況、福祉サービス

の 用状況、体調や に関する相談先等を し、

期のみ、年金 給の有無、 、経 的なことに関する

相談先等を している。 

(2) の  

本 では、第１期調査から第５期調査までの結果のうち、

障害者 の等 に変 があった対 者を 出し、性別、

年 、障害 別に変 の 向に があるか 計分 した。

また、就労 態と職場に 慮を することについて、

等 が重度 した前後の回 状況を 集計した。 

 

３  

(1) の 者 

第１期から第５期までの調査において１回以上の回 が

あった者は1 117 である。分 には、この調査期間中に

回の回 があり、障害者 の所持状況について確認

が取れた1 077 の結果を用いた。 

(2) 者 の の変  

調査期間中に障害者 の等 の 度 が確認された者

は10 （0.9 ）、調査 初に等 が 重度の者を いた

624 のうち、調査期間中に等 の重度 が確認された者

は54 （8.7 、全1 077 のうちでは5.0 ）だった。 

 
 のある 者の職 に る の  
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対 者の性別、年 、障害 別により重度 する 向に

があるか、調査 初に障害者 の等 が 重度の者を

いた624 の結果に対して イ 定を行ったところ、

性別( 2(1) 0.13  n.s.)、10 から60 までの年 ( 2 

(5) 2.70  n.s.)では有意 は 出されなかった。障害

別では、期 度 と が少なかった内部障害(19 )を

いた、視 障害(56 )、 障害(26 )、 体不自 (141

)、知的障害(265 )、 障害(117 )に対する イ

定で有意 があり( 2(4) 10.84  p .05)、 分

の結果、視 障害は全体の 向よりも障害者 の等 が

重度 しやすく、知的障害は重度 しにくかった。 

(3) 者 の の と の 後の就  

障害者 の等 の重度 が確認された54 の重度 の

前後の就労 態の変 （就労 態は必ずしも仕事の を

しているとは らないが、 社 、 社 以外、就労

継続支援Ａ での就労、雇用関係のない福祉施設での就労、

就労の で仕事の が くなると考えた場 の仕事の

の変 表２）と、重度 の前後ともに就労していた

40 の職場に 慮を すること（表３）について集計し

たところ、どちらの集計においても、いずれの障害とも変

のない者が も多かった。 

変 があった回 に 目すると、就労 態（表２）は、

仕事の を くする方向で調整する場 が多くみられた。

職場に 慮を すること（表３）は、 慮の 「あり」

変 する者と、「なし」 変 する者が 在していた。

計してみた場 に、 障害では 慮の 「あり」

変 する場 が他の障害よりも多くあり、通 の 慮

は ６ の者が 「あり」 と変 していた。 

 

４ 考察 

第５期調査時 において 大 年間の 期間の中で、

障害者 の等 に変 があった者は一定 まれており、

度 よりも重度 する ースの方が多いことがうかがえ

た。重度 により職場に する 慮の変 には 別性が

高く、新たに 慮を する者を確認した。また、職場の

慮だけでなく、就労 態を変えることで重度 に対応す

る実態もうかがえた。 

障害者 の等 の重度 により様々に変 する 慮の

に対して、就労をより にするためには、働く障害

者と事業 が働く上で支障となっていることの確認や

いの 会を持ち続けることが重要になると考えられた。 

本 は障害者 の等 の変 に 目したが、大部分を

めた等 に変 のない対 者を めた分 では、 慮を

必要とする 目が多い人ほど仕事 度が いことなどの

結果が られており、第５期報告書２）に している。

今後も継続して様々な から分 し、キャリア 成に関

連する知見を明らかにしていきたい。 

 が した者の就 ( 事の )の変  

      

 

 

  

 

 

  

    

    

    

 

 

  

 

 

  

    

    

    

 

 

  

 

 

  

    

    

    

  

 
 

３ が した者の職 に る の変  

  

  

     

 

 

 

 

               

               

          

 

 

             

               

          

 

 

             

              

          

 

 

                 

                 

            

 

 

             

              

          

 

 

            

              

          

 

 

【 】 

育 （ 育 、 の 、みどりの 等）については、

障害の程度。 

 

【 文献】 

 

1) 地域の就労支援の在り方に関する研究会 地域の就労支援の

在り方に関する研究会報告書 別 ３ 参集者、関係者 び障

害者 体からの アリング 要  15  厚生労働省（2012） 

2) 障害者職業 ンター 障害のある労働者の職業サイクル

に関する調査研究（第５期）「調査研究報告書 o.148」 障害

者職業 ンター（2019） 

 

【連絡先】 

障害者職業 ンター研究部門 社会的支援部門 

el.043-297-9025 
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のある 者の相談先の の変  
 

田川 （障害者職業 ンター 研究協力 ） 

高  一・大  ・  （障害者職業 ンター） 
 

 と目  

障害のある労働者の職業生活において、 りごとが き

た際にどのような人や 関が相談先として ばれているの

か。また、相談先は変 することがあるのだろうか。 

本 では「障害のある労働者の職業サイクルに関する調

査研究」において 年にわたり 年で 調査した結果１）

の中から、４年ごとに計３回の回 を た「仕事に関する

こと」「経 的なこと」で った際の相談先に 目し、集

計結果に見られた相談先やその経年変 、障害 による

について報告する。 

 

  

(1) のある 者の職 に る  

「障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究

（第５期）結果報告 その１」参 。 

 

(2) の  

期の調査で している「仕事に関して ったこと」

「経 的に ったこと」が きたときに相談する人や 関

についての 回 を集計し、第１期調査結果（平成20・

21年度実施）と第５期調査結果（平成28・29年度実施）を

した。なお、 体的な相談先の 目は、家族や 人、

職場、就労支援 関、 場所、福祉・相談 関、

関、行 関、 してくる事業所、学校、障害者 体、

その他である。調査 ではこれらに「相談しない（人や

関を相談・ 用したことはない）」を加えて している。 

 

３  

(1) と の 者 

調査の回 と回 は、第１期は839人（回

82 ）、第５期は660人（ 60 ）だった。本分 では、

このうち第１期と第５期の 方に回 し、いずれも就労中

だった400人を対 とした。対 者の障害 別の内 は、

視 障害60人、 障害78人、 体不自 86人、内部障害

39人、知的障害104人、 障害33人、第１期調査時 の

平 年 は38 であった。 

 

(2)  

 事に る相談 について 

相談状況不明を き、全対 者において第１期 び第５

期ともに仕事の相談をしていない者は ４ であり大 の

者は仕事の相談をしていた。相談先は「家族や 人」が

「職場」が ７ であり他の相談先は多くとも２ 前

後であった。本 では相談先として「家族や 人」「職場」

を中 に以 に第１期と第５期を した。 

 事に る相談先の変 について  

「家族や 人」について、視 障害、 体不自 、内部

障害、知的障害の４障害 で「新たな相談先 第１期は

相談先でない 第５期では相談先である」と変 した者が

２ 以上いた。 

次に「職場」について、「新たな相談先」に変 した者

が全ての障害 で２ 以上いた。 

 

 

 事に して た との相談先 の相談の と の 一  
   家族  職  相談  就 支援   
   1  1  1  1  1  
    し あり し あり し あり し あり し あり 

  
し  1   11  1  2  3  2 1  1 2  2 1  1 2    1 2  

あり 1  2  2   1  2  22 3          2    

  
し 12 1    23 3  1  13   1    2  1 1  2  2 3  

あり 13 1    1  23  2  3          3    

自   
し 1  12    1  22      1 1       1    

あり 2  2   2  2  3  3  1      3 3  1 1    2 2  

  
し  21   13   21   1  3  2  1 3  3     33  2  

あり  23  1   13 33  1  3  2    1 3    3  1 3  

  
し 1  1  13 13  2  2  1  1  1 2    3  1  1   1    

あり 2  2  3 3  3  3  21 21  1  1  2 2  1  1  21 21      

  
し 2   21   1   12  2  3  1 3  3  1  3   2   12  

あり  1  1    21  1    2     21  13 3   1  1  2  
  に と に める を した かけ 文 した ある  
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また、 障害にのみ特 的な変 が見られた。「家族

や 人」について「相談先から外れた 第１期は相談先で

ある 第５期では相談先でない」と変 した者が21 いた。

一方で「福祉・相談 関」については に「新たな相談先」

と変 した者が24 いた。更に「就労支援 関」について

「相談先から外れた」と変 した者が30 「新たな相談先」

と変 した者が21 と 在して見られた。この他、第５期

の回 に 目すると、「 関」について、他の障害

が １ 以 のところ60 が相談先と回 していた。 

 相談 について 

相談状況不明を き、全対 者において経 的な相談を

していない者は、第１期では ５ であったが、第５期で

は ３ であり、経 的な相談が 加していた。第５期の

相談先は「家族や 人」が ７ 「職場」が １ であり

他の相談先は１ に たなかった。本 では相談先として

「家族や 人」を中 に以 に第１期と第５期を した。 

 相談先の変 について  

「家族や 人」について「新たな相談先」と変 した者

が全ての障害 で３ 以上いた。 

 また、仕事に関する相談先の結果 様、ここでも 障

害にのみ特 的な変 が見られ、「職場」と「 関」

が「新たな相談先」と変 した者がどちらも21 いた。 

 

４ 考察 

 本研究の対 は 事者 体、事業所、就労支援施設等を

通 て協力いただいている方々であり、必ずしも障害者全

体を 表するものではない。これを まえて、上 の集計

結果を基に考 する。 

(1) 事に る相談先の変 について 

 仕事に関する相談先について、全ての障害 に共通し 

 

 

て 加した 一の 目は「職場」である。第５期調査の

前である平成28年４月に改 障害者雇用 進法が施行され、

事業 の雇用の分 における 別 と 理的 慮の提供

に伴う職場における いの場の設定等が進 でいる。こ

ういった社会状況の変 等が した 性も考えられる

が、この結果をもたらした要 についてはさらなる分 が

必要であり、継続する調査の中で今後の推移に 目したい。

あわせて、 されることの少ない支援 関が今後相談先

の を められるのか、 障害において「新たな相談

先」「相談先から外れた」が 在する「就労支援 関」の

関わり方にも 目したい。 

 

(2) 相談先の変 について 

経 的な相談は調査の経過とともに 加しており、その

相談先について、「家族や 人」に相談する者が多 を

めており、他の支援 関等が相談先として されにくい

現状が された。現状では「家族や 人」といった い関

係性 の相談が中 であるものの、 障害において「職

場」や「 関」が相談先に ばれているように、職場

や様々な支援 関が し となって専門 関と連 し、

人の障害と りごとにより に対応することが めら

れているのではないかと考えられる。継続する調査の中で

今後の推移から考 したい。 

 

【参考文献】 
1) 障害者職業 ンター 障害のある労働者の職業サイクル

に関する調査研究（第５期）「調査研究報告書 o.148」，障
害者職業 ンター（2019） 

 
【連絡先】 
障害者職業 ンター研究部門 社会的支援部門 
el.043-297-9025 

 に た との相談先 の相談の と の 一  
   家族  職   
   1  1  1  
    し あり し あり し あり 

  
し 1  31  1 2  3 1     1    

あり 23  1  2    1 2      

  
し 1  1            

あり 2  31  33 3      1 1    

自   
し 21 2     2    3  1 1  

あり 3   22 2      1 1    

  
し 12 32  3  3  2  1 3  3     

あり 1    1  2    1 3    

  
し 1  1     1  3 3      

あり 3  3    1  1  1 1  1 1    

  
し  1  1 3  23  3  21   12  

あり 1   11 33   21     21  1 3  
に と に める を した かけ 文 した ある  

－177－
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中高年齢期の身体・知的・精神障害者の職業課題と 
支援・職場配慮の障害別の特徴と今後の支援課題 

 

○永野 惣一  （障害者職業総合センター 研究員） 

春名 由一郎（障害者職業総合センター） 
 

１ 背景と目的 

近年、国内人口の高齢化により、障害者雇用においても

その年齢構成が中高年齢層へと移行が見られる。このよう

な状況を受けて、中高年齢期の障害者が希望により、長く

安定して働き続けることができるよう支援のあり方を検討

することが喫緊の課題である。 

障害者職業総合センター研究部門は「障害者の自立支援

と就業支援の効果的連携のための実証研究」（2011年３月）

において、多様な障害種別について障害者本人の視点から

職業的課題と職場配慮の状況を調査している。しかし、年

齢による特徴の違いについては調査研究報告書では報告さ

れていない。 

そこで本発表では、障害種別の中高年齢期における職業

上の課題と職場での配慮の特徴を明らかにすることを目的

として当該報告書のデータの再分析を行い、その結果を報

告する。 

 

２  方法 

(1) 調査対象・調査方法 

 調査の回答者は、当事者団体の協力が得られた種類の障

害・疾患のある者であり、身体障害（視覚障害、聴覚障害、

肢体不自由、内部障害）、知的障害、精神障害（統合失調

症、双極性障害、その他の精神疾患）、発達障害、高次脳

機能障害であった。調査方法は、郵送による無記名のアン

ケートであり、団体の協力を得て行われた。分析対象は、

生産年齢（15歳～65歳）であり、就労中もしくは就労経験

のあるものとした。 

(2) 質問項目 

アンケート調査の質問項目の中で、職業生活での障害や

疾患による課題の状況（以下「職業的課題」という。）と

職場での配慮や支援・環境整備の状況（以下「職業的配慮」

という。）の有無について尋ねた項目を使用した。 

ア 職業的課題 

「仕事をするための能力開発や頭脳労働」、「仕事上の

個別課題を遂行すること」、「対人関係に関すること」、

「職場内でのコミュニケーションに関すること」、「職業

生活の基盤となる日常生活や自己管理をすること」、「体

を使ったり移動したりすること」、「雇用に関する一般的

課題」に関する36項目について、職業生活上の問題が「１.

あり 現在は解決済」、「２.あり 現在は未解決」、

「３.なし」、「４.仕事に不必要」の４つの選択肢から１

つの選択を求めた。本分析では選択肢「１かつ２」および

「３」をダミー変数として、これまでに経験された「職業

的課題」の有無を検討した。 

イ 職業的配慮 

「個人用の支援機器や道具類」、「職場内外の建物や物

理的環境の整備」、「職場の人権対策や職場風土につい

て」、「研修や技能訓練」、「職場内外の人的支援」、

「職場内外の疾患・健康管理のための配慮」、「業務の見

直しや配置転換」、「労働条件や勤務時間に関する配慮や

調整」に関する合計35項目について、配慮や支援が「１.

あり」、「２.なし・必要」、「３.なし・必要なし」の３

つの選択肢から１つの選択を求めた。分析では選択肢「１」

および「２かつ３」をダミー変数として、現在における

「職業的配慮」の有無を検討した。 

(3) 分析方法 

中高年齢期の特徴を検討するために45歳未満を若年齢群、

45歳以上を中高年齢群として操作的に分類し、職業的課題

および職業的配慮の有無について、質問項目ごとの２×

２のクロス表についてカイ二乗検定と残差分析を行った。 

 

３  結果 

(1) 回答者属性 

本稿で分析に用いた各障害別の回答者の人数と平均年齢

は以下のとおりである。視覚障害342名（49.66歳）、聴覚

障害464名（50.15歳）、肢体不自由651名（47.55歳）、内

部障害757名（43.38歳）、知的障害430名（32.90歳）、統

合失調症149名（42.75歳）、双極性障害190名（42.04歳）、

その他精神疾患292名（37.67歳）、発達障害316名（29.13

歳）、高次脳機能障害283名（40.25歳）であった。なお、

回答者のうち知的障害と発達障害およびその他の精神疾患

については、平均年齢が若年に偏りがあったため、35歳未

満の群と35歳以上の群の分類においても若年齢群と中高年

齢群として分析を行った。 

(2) クロス集計結果 

「職業的課題」と「職業的配慮」のそれぞれで、若年齢

群と中高年齢群との間の偏りを検討した結果、障害種別で

異なった傾向が示された。本稿では、このうち代表的な結

果として、経験された「職業的課題」と現在における「職

業的配慮」の両方において、若年齢群と中高年齢群の間で

有意な偏りが示された「肢体不自由」と「知的障害(35歳

未満と35歳以上の群分け)」の結果を示す。 
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ア 職業的課題 

「肢体不自由」では、「運搬すること」が特に中高年齢

群の職業的課題として経験している者が多くなっていた。

一方「知的障害」においては「職業生活の基盤となる日常

生活や自己管理をすること」、「体を使ったり移動したり

すること」に関する多くの項目で、中高年齢群において職

業的課題の経験が多くなっていた。一方「職場内でのコ

ミュニケーションに関すること」、「仕事をするための能

力開発や頭脳労働」は、中高年齢群では若年齢群と比較し

て問題経験が少なくなっていた（表１）。 

イ 職業的配慮 

「肢体不自由」では中高年齢群ほど「職場内外の疾患・

健康管理のための配慮」、「個人用の支援機器や道具類」、

「職場の人権対策や職場風土について」に関する項目の職

業的配慮が多くなっていた。一方「知的障害」では中高年

齢群ほど「コミュニケーションに時間をかける配慮」、

「職場内での休憩や健康管理ができる場所の確保等」の項

目の職業的配慮が多くなっていた（表２）。 

 

 

４  考察 

中高年齢期の職業的課題と職業的配慮について、肢体不

自由と知的障害において特徴的結果が示された。 

肢体不自由では中高年齢において、運搬することについ

ては若年齢に比べて課題が多かったが、その他の項目では

課題は少なかった。しかし、職業的配慮については、多く

の項目で中高年齢において比較的、職業的配慮が多かった。

これらの結果について、一般的に身体障害者の勤続年数に

ついては比較的長期間である状況を踏まえると、日常的に

職業的課題について企業側との相談がされており、課題意

識として残存しない可能性や、企業側の配慮もニーズが考

慮されたものとして実現していることも推察される。 

一方、知的障害では、中高年齢において身体活動・移動、

日常生活や自己管理に関する多様な職業的課題が若年齢に

比べて多かった。平成30年度の障害者雇用実態調査によれ

ば、知的障害者の年齢別雇用割合が44歳未満で８割以上を

占めていることが報告されており、職業的課題の多発によ

る早期離職の可能性も考えられる。また、そのような状況

でも中高年齢期において仕事を継続している知的障害者の

職業的配慮の特徴として、職場のコミュニケーションに時

間をかけることや休憩・健康管理への配慮が比較的多かっ

た。これは、知的障害者が中高年齢期でも無理なく働ける

仕事内容の検討や休憩等の配慮が、継続雇用にとって促進

的事項であることを示唆するものである。 

 
【参考文献】 

障害者職業総合センター(2011). 調査研究報告書No.100 障害
者の自立支援と就業支援の効果的連携のための実証的研究 

表１ 若年齢群と中高年齢群の比較による「職業的課題」の特徴 

表２ 若年齢群と中高年齢群の比較による「職業的配慮」の特徴 

仕事中に注意を集中すること 0.49 *

注1) 数値はクロス表から導いたオッズ比で示す。値が1未満の場合は数値が低いほど若年齢の方に

     偏りを示しており、値が1以上の場合は数値が高いほど中高年齢に偏りを示している。

注2）カイ二乗検定で有意な傾向を示した項目のみ示している。** p＜.01, * p＜.05

*

*

**

**

*

**

*

運搬すること 1.64 2.04

座った姿勢で仕事をすること 2.03

*

*

*

**

**

知的障害

**

*

*

*

**

（オッズ比）

2.02

体を使ったり

移動したりすること

様々な場所をあちこち移動すること（車椅

子を含む）
2.76

歩くこと（短距離、長距離、不安定な場所

で、など）
2.52

交通機関を利用すること（バス、電車、飛

行機、タクシーなど）
2.15

手と手指を使って物をつまんだり､操作した

り､放したりすること
1.97

職業生活の基盤

となる日常生活や

自己管理をすること

決められた通院を行うこと 2.76

仕事中にトイレを利用すること 2.06

勤務時間外の生活（住居、買い物など）を

行うこと

食事や休養、服薬、自己治療など健康管理

をすること
1.84

清潔な身なりや服装をすること 1.78

職場内での

コミュニケーション

に関すること

同僚、上司、お客さんなどに対して自分の

意思を伝えること
0.32

同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内

容を理解すること
0.18

仕事上の個別課題を

遂行すること

職務として決められた課題を達成すること 0.56

精神的ストレスに適切に対処すること 0.35

カテゴリー 質問項目

仕事をするための

能力開発や頭脳労働
問題解決や判断を行うこと 0.44

肢体不自由

（オッズ比）

個人用の支援機器や

道具類

誰もが使いやすい機器・機材(ユニ

バーサルデザイン等)
1.99 *

上司などによる毎日の健康状態

チェック
2.32 **

主治医・専門医と職場担当者を交え

た仕事内容のチェック
0.38 **

注1) 数値はクロス表から導いたオッズ比で示す。値が1未満の場合は数値が低いほど若年齢の方に

     偏りを示しており、値が1以上の場合は数値が高いほど中高年齢に偏りを示している。

注2）カイ二乗検定で有意な傾向を示した項目のみ示している。
**
 p＜.01,

 * p＜.05

*

*

（オッズ比）

1.73

1.81

知的障害

*

**

*

*

（オッズ比）

肢体不自由

**

*

*

**

*

職場内外の疾患・健

康管理のための配慮

勤務時間中の服薬や自己管理、治療

等への職場の配慮
1.85

業務の見直しや

配置転換

能力的に無理のない仕事への配置 1.71

仕事の内容や仕方の個別的な調整や

変更
1.65

職場の人権対策や

職場風土について

偏見・差別防止のための管理職・職

員への啓発
1.76

社内の親睦活動、サークル活動など

の参加しやすさ
1.65

コミュニケーションに時間をかける

配慮

1.59

職場内外の人的支援 必要に応じた同僚等の作業補助 2.02

カテゴリ 質問項目

職場内外の建物や

物理的環境の整備

トイレ、休憩所、食堂等の施設改善 2.05

職場内で必要な休憩や健康管理がで

きる場所の確保や整備
1.59

職場内の移動の施設改善（手すり、

通路、床面、案内など）



中 に ける 者 の課題 

 

 （障害者職業 ンター 研究協力 ）  

田 （障害者職業 ンター）  
 

 者 が される る の

に る 

体障害者雇用 進法の改 によって 間事業 の障害

者雇用が 力義 から雇用義 に した年の 年1977年

（ １）と、 の2018年（ ２）について、 業規 別

にみた実雇用 を した。それ れの「実雇用 」の定

義が なることに留意を要するが、これを障害者雇用の進

の 的な ルク ールとみなしてよいとすれば、1977年

時は小規 な 業ほど障害者雇用が進 しているという

明 な 向がみいだせるのに対し、 の2018年には、こ

の関係がほぼ 全に していることをみてとることがで

きる。 

これまで、障害者雇用に関し、障害の特性といった

からの調査は 大に み重 られ、雇用推進に してき

た。しかし、障害者雇用の進 の仕方は 業規 によって

なり、時期により変 している。 

本 では「障害者雇用における事業 が える課題の

方法 び提案 事業 支援の方法に関する研究」の一

として、 業の規 別の特性 びその事業 の変 が、

障害者雇用に える について考 する。 

 

 、 例 立 の組 改 を て

者 が されている 

法改 に伴って雇用義 の対 が、 体障害者だけでは

なく、知的障害者、 障害者に 大されたため、 な

時 はできないが、この間、障害者雇用が、中小

業よりも大 業で 調に進 したのは事実であろう。これ

までの事例や調査研究などから、その要 は次の３ に要

される。 

 社会的 （ ）に対する の中の認識が高まった

こと 

 を に障害者雇用が重要な 業 として

けられたこと 

 の 実現のため、特例子会社の設立を中 とする、

大規 ・ 範囲の力（経 ）を生かした組 改 が行

われたこと 

このうち の 意は以 の通りである。 とくちに大

業といっても 別の障害者雇用の取組は多様であり、特例

子会社ではなく 業自体が障害者雇用を推進している例も

ある。しかし多くの場 、通 行われる子会社の設立 続

に加え、グループ内の 事業部からの職 出しや外 事

業の内 を通 た職 の 成、グループ内の多様な雇用

管理 ハ の活用など、 範囲の規 を生かした組 改

が行われている。そこでは、障害者雇用の専門家が育ち、

特例子会社で確立された ハ がグループの 社

していくという もみられる。大 業に関しては、今後も

こうした で、障害者雇用が 大していく方向が できる。 

ここで 目しておきたいのは、この特例子会社の規 が

さほど大きなものではないということである。厚生労働省 

「平成30年 障害者雇用状況の集計結果」でみると、特

例子会社１社 たりの労働者は平 68人であり、障害者

（ イ けされない雇用者 そのもの）は平 48人で

ある。

 にみた 1  
 
資料 労働省「 体障害者の雇用状況調査」 
（ ）実雇用 体障害者 （重度 体障害者は 

ダブル ン ）/ 定の基 となる雇用者    

 

0 00%
0 0%
1 00%
1 0%
2 00%
2 0%

 にみた 2 1  
 
資料 厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」 
（ ）実雇用 障害の程度等によって イ けら

れた障害者 （ 体障害者・知的障害者・ 障
害者）/ 定の基 となる雇用者    
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厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査」は、５人

以上の 事業所に雇用されている障害者の実態を事業所

規 別に することを にしているが、障害者の大

は100人 の事業所で雇用されていることがわかる（

体障害者65.9 、知的障害者75.4 、 障害者86.4 、

発 障害者86.8 ）。よく言われるような「人に仕事を

わせること」は、大規 組 の 一 されたルールにはな

まないものなのかもしれない。特例子会社の設立によっ

て障害者雇用が進 だのは、より現場に した 々の社

の対応が になったことも一 ではないだろうか。 

 

３ 中 の 者 の先 事例に の

が されている 

厚生労働省「平成30年 障害者雇用状況」でみると、

45.5 100人 の 業49 370社のうち、障害者を一人も

雇用していない 業は52.3 の25 826社で、 分に たな

い 業で実雇用 の平 1.68 が 成されている。これに

対し1 000人以上規 の 成 業は3 358社のうち1社の

みである。障害者雇用に関する中小 業の特 は、その分

が大きく多様であるというところにある。中には、障害

者の雇用が法 で義 される以前から、障害者雇用に

的な中小 業が少なからずあったし、また現在でも、障

害者を 的に雇用し、人 として活用して高い業 をあ

ている中小 業の事例が 多く報告されている。 

中小 業におけるこうした障害者雇用の先進事例をみて

いくと、頻 に 場する とつの言 がある。それは経

者や職場（現場）の の「 き」という言 である。た

だしこれは「障害者の職業 力が いのほか高かった」と

いうような の「 き」ではなく、日 、見 れた作業

程や職場 等のビジ ス・プロ スを障害者の目 で

見 したとき、そこに障害のない人の仕事にも リッ と

なる改善 所や、取り く きリスクが発見されるといっ

た「 き」のことである。この「 き」を 介にして、

これまで経 者も一体となって職場（現場）で われてき

た多様な経験・知識が、新たな文 のなかで解放される。

このことを通 て、会社全体の業 が上がり、障害の有無

にかかわらずスキルを していける「場」が新たに生成

する。中小 業の場 、このプロ スが、誰か障害者雇用

の専門家の設計にしたがったものというよりは、職場（現

場）のなかから生 たものである に特 がある。多様な

障害者が仕事をおぼえ 力として育つことができるよう、

職場（現場）も多様な を し、変 を たのであ

る（多様な視 が 題解 に くということについて、

しくは参考文 を参 されたい）。 

このことは、障害者雇用を通 たプロ ス イ ー

ション、あるいはプロダク イ ーションを意 する。

プロ ス イ ーションとは、通 は、例えば安全性

の 慮や 性の高い などの開発・改良によって

管理が向上し、不良 発生や 程中 のリスクが まっ

て 程がより 的に れ、 料 等の変動 や人 等

の 定 が 減されることを意 する。また、 の新た

な の開発や の向上を意 するプロダク イ

ーションの例は、プロ ス イ ーションほど で

はないが、障害者が に職 を 行できるようなさま

まな や の改善・開発は、新たな ー ッ を生

む 性を めていると言える。高 や 外人 の参

などに伴い、労働力人口が多様 するなかで、今後、こう

した方向でのイ ーションの ーズは中小 業に対して

もますます高まっているからである。 

 

４ あるい の と に目 を いた

者 支援を 

、45.5 100人 の 業の過 が、障害者を一人

も雇用していないのはな か。経 の先行きに不確実性が

多く、人 不 の中にあっても、障害のある人の者雇用と

いう 経験分 に際し、その 力開発などの 資 果が見

通し いことなども、その一 と われる。 

1980年 以 、それまで中小 業 発 していた 業の

生 の 外移 など、 しい事業 に してきた。

この間、中小 業において、障害者雇用の進 が やかな

ものにとどまった には、この しい事業 もあり雇

用を 大できなかったことは いない。なお、 省「労

働力調査」によれば、 雇用者 は、1990年 をター

ング・ イン にして、 業規 が小さいほど びが

く、むしろ減少に ると 向がみられる。 

多くの中小 業は新たなビジ ス デルの構築を し

ている。それは 時に、新たな 業間関係を構築、あるい

は地域 業を 生しようとする動きでもある。こうした動

きは、 別にみれば多 多様であるが、地域の 業特性に

応 たいくつかのパターンもよみとれる。これらの動きか

ら学ぶことによって、 業（経 ）特性、あるいは地域

業の特性という から、障害者雇用の 進のための知見

などの情報を られるのではないかと われる。 

 

【参考文献】 

cott . age (2007) he ifference.（ （2009）

『「多様な意見」はな しいのか』日経Ｂ 社） 

  

【連絡先】 

  

障害者職業 ンター 

e-mail hibayama. iyohiko@jeed.or.jp 
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がい者の就 支援を の るみ 考 る 

就 支援 事 の取り組みについて  
 

大   

（社会福祉法人  障がい者就業・生活支援 ンター なぶせ 障がい者就労支援ワー ー） 

 ・  敦子・  子・  子・小  基・加藤 ・ 田 保 ・   

（ 障がい者就業・生活支援 ンター なぶせ） 
 

 めに 

(1) の がい者を取り  

域は、  、 、 、

、 、本 、 、 、 方 の６ ３

から構成され、人口 80 人、 1 000km2と、

の人口の ４ 、 の １ を める。 域は中部

経 の内 部に し、地理的・経 的 に まれて

いる一方で、 川・ 良川・ 川の 大 川と、 大

な平 、 かな 々など自 にも まれた 域であ

る。 所在地でもある は人口 40 人の中 で

あり、 として保 所を持ち 自の障害福祉施策を行っ

ている。 

障がい者就業・生活支援 ンター なぶせは（以

「 なぶせ」という。）、 に所在する障が

い者就業・生活支援 ンターである。 

(2) 就 支援 事 と  

では、障がい者の就労支援を 果的に推進するた

めに、 障害保 福祉 域において、障害者就業・生活支

援 ンター等を する法人が中 となり、福祉、雇用、

教育、 、行 等で構成される就労支援 ッ ワークを

構築している。 体的には ッ ワーク構築に必要な会議

の開 や研 会等を行っている。 域は 域内の就

業・生活支援 ンターを していない社会福祉法人が

し事業を行っていたが、平成29年度より社会福祉法人

が なぶせを開所したのを に事業を き継

こととなった。 

 

 就 支援 事 の取り組み 

(1) 2 1 の取り組み 

就業・生活支援 ンターとしても事業を開始したばかり

の なぶせとしては、 ッ ワーク事業をどう取

り組むかがまず課題となる。まずは 業向けの ーな

ど、前年度までの事業を き継いだ内容で事業を開始した。 

また、平成29年度から事業実施要 の中に「就労継続支

援Ｂ 事業所の 向上を るための、事業の充実に向け

た取り組み」が り まれることになった。 な

ぶせとしては、Ｂ の事業所の状況・ ーズについても不

明な状況であったため、まずは就労継続支援Ｂ 事業所

を対 としたアン ー 調査を実施し、実態を するこ

とを行った（表１）。 

 2 1 事  

 

(2) 2 1 の取り組み 

業向けの研 会については、前年度に開 した

ーでアン ー を実施し、研 等 の 業の ーズを

した。開 時期や、内容等といった参加 業の を

できる ー内容を し、 外の先進的な取り組みで

はなく、地 で知っている 業からの報告を り だ。

また、行 や他 関とのつながりの少なさを実 。それを

まえた、取り組みを 。 

Ｂ 向上 ーについては、議 会 で障がい者

の作った の 進を けている による

「 開発・ 進実践講 」を実施。前年度のアン

ー 調査から、事業所の のつながりの さという課題

を 出したため、講 の だけでなく、 事業所が

を持ち り、お いに意見 できるワークショップ

で ーを行った。また、 用者である 事者の参加も

とし、それ れの立場から意見 を行うことができた。 

さらに、 域内で移行支援事業所連絡協議会として 意

で活動していた協議会に 目。2018年度より、 ッ ワー

ク事業の一 として開 し、 なぶせが事 局を
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することとなる。初年度は、 域内の就労移行支援事

業所と労働局や 課、障害者職業 ンター、特別支援

学校等と会議を開 。連絡協議会 の理解を る。また、

就労移行支援事業所の協議会 の視 研 を経て、

組 体制と会議のあり方を整 する。さらに、就労移行支

援の 知のための の開設・パンフ ッ 「よく分かる

就労移行支援」の作成を行った（表２）。 

 2 1 事  

 

(3) 2 1 の取り組み 

前年度立ち上 た移行支援事業所連絡協議会の活性 を

として、少しずつ のつながりを る内容を意識

した事業計 を行う。 業向け ーでは、見学だけで

なく、 かかわりたいという 業の を け、特別支援

学校の生徒と 業の ができるような を する。

また、前年度の 業間 会の参加者の から、まだ雇用

に取り組む をしている 業も多く見られたため、雇用

を始めたばかりの 業の を いてもらう内容を する。 

就労移行支援事業所連絡協議会の取り組みとしては、連

絡協議会の 専門部会の取り組みが始まる。制度施策部会

による、障がい者就職 会の前の 対策練習会

（ による、就職 イダンス。 会。）の開

が 定。研 部会による先進地視 研 （ 知 内就労

移行支援事業所と特例子会社）や障がい者雇用 業を講

に き、障がい者雇用について り う研 会の開 を予

定。研 会の内容によっては、移行支援事業所のみならず

継続支援事業所や職業 ンターなどの就労支援 関の参加

もできるようにしていく。また、連絡協議会の会議に今ま

で参加してもらっていた関係 関だけでなく、 支援

関、中小 業家 会など連絡協議会の 知・関係性を

ていく活動を 報部会が中 に行っていく予定である

（表３）。 

３ 2 1 事  

 

３  まとめ 

域内の の自立支援協議会でも障がい者の就労支援

に対する取り組みは行われているが、それ れで 度 が

あり、 福祉サービスの事業所 のつながりも、ある

ようでないことが分かってきた。また、 ッ ワーク事業

を始めて、これまでアプロー してきた「地域」というの

は「福祉的な地域」でしかなかったということを てい

る。「地域」とは、 業、行 、 、福祉、さらには障

がいを持つ 事者、一般の人などす てが まれている。

一つ一つの事業が福祉的な地域から 事者をとりまく「

の地域」 るみで考えられる ッ ワーク事業として、

「地域の 」をたくさ い上 ながら今後も少しずつ

みを進めていきたい。 

 

【連絡先】 

大  

障がい者就業・生活支援 ンター なぶせ 

e-mail nakapotsu@funabuse.or.jp  
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が い職 り 
の 者 の取り組みについて  

 

   （社会福祉法人フ スコ会 フ スコ  保 リーダー） 

藤 信 （社会福祉法人フ スコ会 フ スコ  施設 ） 
 

  めに 

社会福祉法人フ スコ会が する特別 護 人 ーム

フ スコ では、2018年６月より、 的に障害者の雇

用を進めている。 施設は、 用者の介護 の生活支援

課、 の 、 事 の 課の他、事 、

施設内 整 の保 に分かれる。このうち、保

で障害者雇用を進めた。業 内容は、 者の の

と施設内の である。障害者雇用推進の は、介護

以外の 業 の 者を充 させることで、介護職 の

減や、 用者の生活 の向上を りたかったこと、

また、社会福祉法人の である地域 の一 として、

ダイ ーシティ経 を目指していることがあ られる。障

害者の 的な雇用にあたり、福祉教育を け、障害者と

共に働く事 のハー ルの い者が多かったことが、現在

の成 つながっている。だが、現在までの のりが平

だったわけではない。様々な と改善 の 力が多々あ

る。本発表では、その取組を報告する。 

 

 の  

３  者 の  

2018年４月、ハローワーク上 により障害者雇用につい

て、一から支援を け、職場体験実習生の け れを開始

した。 月に２ （知的障害者１ 、 障害者１ ）の

ライアル雇用を始めた。職場体験実習、 ライアル雇用、

用雇用という を むことができ、施設の業 と本人

の 力との不一 を防 ことができた。 

２ の障害者の け れに ごたえを 、さらなる障

害者の雇用の指標として、 １ 、施設全体で５ の障

害者を雇用することを目標として、東京しごと の

職場体験実習 談会や、ハローワーク上 の

会に参加した。 

 

４  職 り の取り組み 

(1) 支援 との連 と 支援の取り れ 

障害者を け れるにあたって、様々な支援を 用して

きた。ハローワーク上 や障害者就業・生活支援 ンター

には、 的に施設での障害者雇用を支援 いており、

障害者が職場内外で 題を えている場 にはその障害者

が在 していた就労移行支援事業所に間に って支援して

いている。また、東京障害者職業 ンターと東京ジョブ

コー を活用した。 いたア イスから アルの整

やタイムテーブル作りを行った。 

の例 

 

その結果、業 が明確 され、また、他の職 がどの業

を に行ったかを視 できた 、業 の重 を ける

ことができるようになった。 

より専門的で しい 方法を学びたいという が職 

からあがり、ビルクリー ング 定３ の取 を目

指すこととなった。 に関して専門的な勉強をしてきた

職 がいなかった 、ハローワーク上 に相談し、東京都

立 東職業 力開発 ンターをご 介 き、現場訓練支援

事業を活用し、 基 訓練として、実 講 の方に計７

回、専門家としての 方法の指 を いた。 

 

      

基 訓練を通 て、職 の仕事に対してのプロ意識、

業 度や の意識が向上した。これは、障害者職 の

みならず、研 を けた 職 にも 様の 果があった。 

 

      

       

       

     

 
  

    

       

       

  

の  
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(2) 者 の課題と課題改善 の取り組み事例 

 事例 ： 者Ｃさんの   

ータ ールの ップ けをお いしても、他の職

が１時間 かるところ、15分ほどで終ったと ってきて

しまい、業 内容と 基 を理解してもらうことが

だった。 基 訓練においても、 をしたいという後ろ

向きの発言があり、Ｃさ の 性と職場で められる 力

とが不一 であると し、 ライアル雇用の終了をもっ

て 職となった。業 指 を障害者職 としてしまったこ

と、業 、 アルがなく、 をしていいか分から

なかったであろうこと、就労支援 関の もなく、また、

ジョブコー 支援を しなかったことも要 の とつで

あったと考えられる。 

 事例 ： 者Ａさんの  

アルの整 を進めようとしたところ、Ａさ が自

発的に 書きの アルを作成してきた。この かさに

は かされた。後々の 集の を考え、データ の 力を

お いした。Ａさ も、就労において課題がなかったわけ

ではなかった。 初、月 日と金 日の２日間、 時から

17時の だったが、Ａさ の 的な事情から ンタルを

し、2018年の年 から２ 間ほど した。Ａさ から

の連絡をもらった後、東京障害者職業 ンターのジョ

ブコー と、Ａさ 在 の の障害者就労支援 ン

ターに連絡し、 談を行い、 職することができた。 

       Ａさんの の  

 

 事例３： 者 さんの  

初、 時から16時で ライアル雇用を始めたところ、

体調不良の えが多く かれ、 、 が重なった。一

般 業 の就職は初めてであった 、 ライアル雇用 初

から東京障害者職業 ンターのジョブコー 支援をお い

した。作業はできるが、 が不安定で休 が多かったの

で、就労移行支援事業所、ジョブコー 、ハローワーク上

と さ の 談をしたところ、 の の が いと

の えがあった 、就業時間を30分 り 、 時30分か

ら16時30分の とした。それでも、 は安定しなかっ

た 、さらに就業時間を１時間短 し、15時30分までの

とした。社会人としてのビジ ス ーの向上や働くこ

と の意識 けを行った。その結果、体調不良の えや、

、 はなくなった。 

 事例４： 者Ｂさんの  

人 も明るく、 防 に所 し 関係の資 を所持し

ているなど向上 もあり、 りから と ばれ しまれ

ていた。 ライアル雇用中に、持 が し、 するこ

ともあった。 防 や で働きたかったという いも

あってか、こちらが 防 の活動を と言った際には、

防 は の だと言い、Ｂさ の活動に自信

を持っているのだと わされた。 ライアル雇用 初は、

イ ッ ーパーの 角 りができないなど、不 用な

もあったが、その後の支援で 角 りを習 するなど、

実に が向上していた。休みの は

させていたが、 基 訓練の日程と重なり、 変更が

必要な日が出てしまった。Ｂさ と相談し、変更すること

に 意を ったつもりでいたが、ある日 し、 職

することになってしまった。こちらの えたことがそのま

まの で わらなかった、 い みや い、ボタンの

け いを せなかったことが、 職の かと われる。 

 

 まとめ 

障害者雇用を始めて、改めて介護施設における 業 の

特性として障害者とともに働くこと のハー ルが く、

障害者がともに働く 間として、 け れられやすい

があったことを 認識することができた。 

障害者の方と一 に働くにあたり、障害者職業生活相談

や 業在 職場 応援 者の研 に参加し、また、

・発 障害者しごとサ ーターとなることで、障害特性

の理解や、 理的 慮の方法について学び、日々の実践に

活かしている。障害者を雇用するに たっては、 ライア

ル雇用 成金、障害者雇用安定 成金、特定 職者雇用開

発 成金他、多くの 成金を いており、雇用 の強

い後 しとなっている。 

障害や発 障害、知的障害など、障害のある職 は

事がうまくいかない 体験を重 てきて、自信を

していることもあると われる。 の向上や資 の取

を通 て、自信を持って働けるようになり、成 体験を

み重 、活き活きと働けるよう、ビルクリー ング

定の取 やアビリン ック の参加、 基 訓練の 講

を通 て、職場 の向上に めたいと う。障害者に

とって働きやすい くりに めてきたが、これは、障

害者にとってだけではなく、全ての職 にも 様であるこ

とが実 できつつある。今後も全 が働きやすい職場

くりを目指して行きたい。 

 

【連絡先】 

  e-mail s_mineo.office@fresco-group.jp 

藤 信  e-mail s_satoh.office@fresco-group.jp 
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に 目した就 支援について 

り りから  
 

明  （特定 活動法人アシス  就労移行支援事業所 ）  
 

 めに 

就労移行支援等を 用し、一般就労に移行する障害者が

加している中で、 障害者をは めとした障害者の就

労後の職場定 に係る支援が重要となっているとして、平

成30年度から就労定 支援事業が新設された。これにより、

く働き続ける（継続）ことができる 事者が えてくる

ことが期 される。 

しかし、本事業は３年の期間があり、また実施の際に留

意する として、「職場内における ラルサ ー の

構築を ないようにすること、過 な支援と過 な職場

は、本人の自立（自己解 力）と 業の雇用力を な

う れがあることに留意」１）と されている。これは、

特に 障害者が一般就労を行うことは、 に労働ではな

く 事者が 体的に人生を生きていくことの実現であり、

職業リハビリテーションの視 が れられていないという

ことであろうと解 する。 

事業所では、 い職業人生を 体的に生きていけるよ

う、 用者が「 ジリ ンス力」を築き高めることは、就

労継続につながるのではないかと考えた。 

まだ開所２年目の い事業所ではあるが、 々の支援

の経験の中で、どうしたら ジリ ンス力を高めることが

できるのか試行 して１年。一度自分たちの支援を整理

し、より良い支援の提供 の かりとなればと い、今

回、 の場を りることで り りの 会とすることを本

発表の目的とする。 

 

 について 

(1) たる事 あ あい  

体は特定 活動法人アシス 。2012年法人設

立。就労移行支援・自立支援（生活訓練）・就労継続Ｂ

の多 事業所あずあいむを たる事業所としている。  

あずあいむの就労移行支援の な対 者は が知的障

害者・発 障害者で、特別支援高校卒後の就労経験のない

年 が多くなっている。 

施設外就労、施設内作業を な日中活動とし、 に１回

程度ビジ ス ーやコ ーション ー ング、

グループワークなどを通 て社会性を学び、 業実習を経

ることで仕事に対する考え方を育てている。 

年までは法人のジョブコー がおり、ほと どの就労

者に職場 応援 者を け、定 90 、年平 で10

の就労者を り出す。 

(2) たる事 としての と の 立理   

本事業所は上 、多 事業所あずあいむの たる事

業所として、2018年１月に開所、就労移行支援事業を行っ

ている。 初定 は６ 。現在は 用者 14 ・就労

者11 （開所から 月 まで）。 

用者 としては、 ・アルコール ・発

障害・知的障害・ 体障害・ きこもりなど。年 は様々

で障害者 を取 していない方もいる。 

先に 明した たる事業所において、知的障害者だけで

はなく 障害者や大学を卒業した発 障害の 用者が

えてきた 、 とは なる障害特性や教育経 、就労経

験有無など、 の なる 用者に対してより ーズに

あった支援やサービスを提供したいと考え新設された。 

小職と 職が開所のために 法人に 職。 とも前職

でも就労支援 であり、 的 障害者が多い事業所で

支援を行っていた。 では、認知行動理 に基 い

た内容のワークを中 に、 学 の講義で社会性や自己

認知を めるワークや、作業やグループワークを通 ルー

ルやコ ーションを学び、就職が ールではなく、

その先の かな人生の実現につながる支援がしたいという

共通の いがあった。就労継続のためには ジリ ンス力

が大きく関連すると考え、それを高めるために様々な試み

を行っている。 年 月に 認 理 資 保持者を 用し、

現在３ で支援を行っている。 

 

３ の支援に る いと に る  

 開所に向け、別々の事業所でそれ れの就労支援を行っ

てきた２ が、今後 スタッフとしてどういう支援

を行っていくか、どのような いがあるかを、すり わせ

て新しいものを作っていくことが 初 も であった。 

２人の支援の方向性は だが、支援の 開や 法にお

ける考えが なっていたため、改めて「障害者が自立して

働くためには が必要か」と就労支援の目的に立ち った。

これまで就労支援に 事してきてお いに たことは、

就職は ールではなく、 や障害と き いながら く

続けることがその先の人生にもつながるということではな

いか。そのためには「生き く力」「やりきる力」が重要

という では意見が一 した。 

障害 別・有無にも関わらないが、 や から立ち

る力、日 的なス スに対 する力 「 ジリ ンス

力」という が小職と 職の就労支援の いに し、
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ここに『 は ジリ ンスに 目した、就労支援を

しよう』と がまとまった。 

 

４ たら まるのか 

ジリ ンス力とは かについて 々は「自 」の経験

を みた。結果、以 の 力や 考、性 で 々の人生を

生き いてきたのではないかと考えた。 

事をある程度 的に えられる力/ タ認知的 考/

相談する力/ ャ ンジする力/ な 考/解 力/

ない自分/高い自 /自己 定 /誰かと協力する力

/ める力/ にしない力/ 力/体力/ 意 / い

にまかれる力 etc 

その後「 ジリ ンスコン テンシー」という言 を知

ることとなるが、上 にあるような事 は をすると に

くものかと試行 しながらも、今 の３ の職

にできることは ・ タ認知 ー ング・ス ス

ジ ン ・ コグラム・認知行動 法理 に基 いた

考 のアプロー ・グループワーク・アサーション

ー ング・ジョハリの窓理 からの自己認知・作業・

etcという のもので、これだけではなく、もっと知

識として として経験として学 、習 できるようなプ

ログラムを作成するために、研 を けたり多くの書 を

参考とさせてもらった。 

しかし、 用者が 体的に自分で課題をみつけ、解 を

できることを目的としたプログラムを提供したいとは い

つつ、結局は講義中 のインプッ のプログラムが多く

なってしまっていた。 

インプッ だけではなく 動的にア プッ すること

が必要なのではないかと き、なる く今あるワークの

中に しあいや、グループワークができる クササイズを

取り れるようにするも、より体験的に ジリ ンス力を

に けることができる方法を していた。 

 

 自 が る と かれる の 

ー ングプログラムの中には「体験学習」ができる

内容のワークも取り れていたが、体験学習の がまさ

に ジリ ンス力を高めることを体験的に に ける仕組

みであることに いた。 

『体験学習というのは、自分自 の 情・態度・ 考・

・欲 ・行動というものを、一定の を で学

でいくこと。ただし、それは 人の 体性を通 てのみ

果的に 成される』、 動的に自分 で課題を見つけ、

次いでその課題を解 するためのアプロー を め、 め

たならば、それを実行し、そしてその実行した成果を分

する２）。 

この学習方法に自分たちの考えたプログラムを とし

むことを意識した。 

さらに、体験学習の デルである サイクル３）に支

援の過程を てはめることで（ サイクルの解 は

自であることを っておく） の支援が デル さ

れ、支援そのものが成 し、支援の の向上にもつながる。 

を 用していても、大なり小なりのス スは

あり、就職にむけて り える き課題もある。プログラ

ム の参加や課題解 に対して、 ーションが がっ

た時、今ここで こっている事 にも意 があると く

ことが ジリ ンス力を高める一 になれば、その先の結

果はまた ってくる。 

ジリ ンス力を築き高めるためには、そもそも 体的

に学 ることが重要である。 ではその 会を就労

前訓練の中でなる く多く提供できるよう、ワークや作業

その他日中活動、関わり方などに「 動的な解 」 考に

なるよう意識した支援を行っている。 

 

 わりに 

本発表は、「発表することで、これまでの支援の方法を

整理」することを目的としておこなった。 

日々、一人 とりの 用者の りごとや課題や にど

うやって 果的な支援ができるか、都度、対 法のよう

に支援を行ってきた。その実地を り ると、実はな ら

かの理 的 を持った介 方法と一 していることに

が いた。その たるものが「 ジリ ンス」と「体験学

習」という であった。 

今後はこの デルが「就労支援場 における ジリ ン

ス力の築き方」であり、「 ジリ ンス力が高まれば就労

継続に する」という、 を明 できるような取り組

みを行いたい。そうすることで、より 果的で 的な支

援を提供することができ、それは 事者の就労前訓練の

ーションとなり、結果、就労定 ・継続、そしてその

先にある い職業人生を 体的に生きることにつながると

考えるからである。 

また、支援の理 的 を理解することで、より支援を

めることができ体 することが になる。そうする

ことで、これまで 々が で行ってきた支援を、新しく

った職 に継 することができるようになり、

「 の支援」というものが確立されるようになるこ

とが期 される。 

 

【参考 参考文献】 

１）厚生労働省社会・援護局「就労定 支援の な実施につい

て」別  24  平成31年3月 

２）３） 『 ルフアサーション ー ング』（東京

書） 26- 29 2002年 
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者職 に ける 

職 の の  

 

 知子（障害者職業 ンター 研究 ） 

 加 （障害者職業 ンター） 
 

 めに 目  

職業リハビリテーション（以 「職リハ」という。）に

おいて、就業や職場定 を する障害者に支援介 を行

う上では、 果的かつ 的な方法を提案し、対 者の

意のもとに実施することが められる。支援方法を提案す

るにあたっては、支援者 人の経験のみに るのではなく、

実 研究から られた知見を まえることが まれる。 
しかし、例えば 等において、実 研究から られた

ビデンスに基 く介 イ ラインが整 されつつある

のに 、職リハ 域では イ ラインに するものは

本 の現状では見あたらない。この として、支援介

の 果に関する実 研究が不 していることが考えられ、

これらの研究を 的に していく必要が考えられる。 
本 では、障害者職業 ンター研究部門において、

これまでに行われた介 研究を し、今後の研究活動を

行う上での課題について考 する。 

 

  
障害者職業 ンターが平成 年度までに調査研究

報告書として発表した研究のうち、 ら が行った「障

害者職業 ンター研究部門における研究課題の体 」

において、「訓練 支援プログラムの 果 」の課題

域に分 された研究を対 とし、研究テー 、研究デ イ

ン、研究参加者、方法と結果の 要を 出した。研究デ

インに関しては、関連書  を参考に分 し、 ビデン

ス ルが高いとされる に とした。 
ランダム 試験 参加者を介 ・対 にラン

ダムに り け、 の により介 果を する 
ランダム 試験 り けにおいてランダム

の 続きを らない他は と 様 
前後 試験 対 を設定せず、 の介 前後を

することにより介 果を する 
なお、 一事例を対 とする研究は本 では対 外とし、

介 が集 で行われている場 であっても、 果が

人別にのみ されている場 は 外した。また、支援介

を伴う研究であっても、介 前時 で 果指標が 定さ

れていない場 についても対 外とした。 

 

３  

研究デ イン で に する研究が１ 、 は 、

は14 であった。研究テー び研究参加者や介 方法

は多 にわたり、 は次 の表のとおりであった。

の試験が 一報告書の中で報告されている場 は、表中で

は１行にまとめた。 
 

４ 考察 

対 を設定した研究は１ に留まり、前後 試験が

多 行われていた。これら前後 試験の大 において、

支援介 の前後で らかの ジティブな変 が されて

おり、介 の 果であったことが期 できるが、研究デ

イン から 々の イアスを強く 定できない で解

に留意が必要であると考えられる。 
に基 く職リハ実践を推進していく上では、今後も

職リハの い 域にわたって介 研究を み重 ていく

ことが まれるが、その際に、できるだけ ビデンス

ルの高いデ インを 用することも 時に重要であると考

えられる。特に今回の結果からは、対 を設定した研究

を 的に行うことが重要であると考えられる。 
対 を設定した研究を行う上での課題は、 多 の研

究参加者を る必要があること、 対 に対して介 し

ないことやプラ ボ介 を行うことに伴う 理的 題が

られる。 に関しては、関係 関と連 して研究を行う

ことで解 できる 性があると考えられる。 に関して

は、参加者の 意を た上で、「 の介 」を行う と

「新規に開発した介 」を行う を する方法や、

介 （研究中は無介 とし、研究終了後に介 と 等

の介 を行う）を対 として用いる方法 が考えられる。 
 

 まとめ 

障害者職業 ンター研究部門のこれまでの介 研究

を ビ ーした。介 後に ジティブな変 が られた研

究が多いが、研究デ イン から解 に留意が必要であり、

デ イン の改善が今後の課題であると考えられる。 

 

【参考文献】 
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 者職 2 ま に行われた  
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 の  

 

小   （ 会社スター ライン 障がい者雇用研究  ） 

  田 文 （ 会社スター ライン 障がい者雇用研究 ） 
 

 めに 

障害者に対する就労を目的とした職業 システムの１

つとしてワークサンプルが活用されている。日本において

は、障害者職業 ンター障害者支援部門が障害者に対

する ・支援 ールとして「職場 応 進のための ー

タルパッ ージ（以 「 ータルパッ ージ」という。）

を開発し、 ータルパッ ージの中 的な ールとして、

ワークサンプル 版（以 「 」という。）が まれ

ている。 はア ス ン だけでなく、職業 力の向上

や休 の ルフ ジ ン 力の向上にも する応用範

囲の い ールである。2007年度には され、多くの

関・施設で 用されている。 

一方、社会 や の進 により業 は変 し、障害

者が う業 にも変 がある。また、 障害者の 加に

より、 められる業 の や にも変 がでてきている。

このような変 に するため、 は 度の高い

ルの 設や、新たなワークサンプルの 加などの改 が行

われた１）。職業リハビリ-テーションにおいて、ワークサ

ンプルは に重要な を っているが、社会的な

に応 て 内容を に変更できるシステムが必要であ

る。更に障害者の就労および職業訓練の 態も多様 して

おり、 用 の整 、現場で活用する際の 減も

ワークサンプル活用の重要な イン になると考える。す

なわち、在 やサテライ フィスでワークサンプルを実

施する際に、 フ アのインス ールや の課題の

などの作業を 力減らす必要がある。このような課題に

対応するために、 スター ラインでは、web上で実施で

きるスター ラインワークサンプル（以 「 」とい

う。）の開発を進めている。本発表では、 の内容およ

び一部の課題の実施結果について 介する。 

 

  について 

(1) の  

はスター ラインサ ー システム（ tartline 

upport ystem、以 「 」という。）のサブシステム

として された 上で実施できるワークサンプルであ

る。 は ー ーや 関情報の管理を キ アに行う

インシステム上に、 管理情報を 力する ealth og、

ンタル ルス向上のための クササイズを集めた -

onlineなどから構成されたwebシステムであり、 スター

ラインが するサテライ フィスの 用 業を中

に多くの 業や 関で 用されている２）。 

は 用者ごとに とパスワー が り てられ、

用者は事前に設定されたサブシステムを 用することがで

きる。実施した内容はシステム上に され、自 で実施

状況を確認することができる。また、 用者に管理者を

けることにより、管理者も 用者の実施状況を確認する

ことが となる。 

(2) の  

開発中のものも め、３つのワークサンプルから構成さ

れる。 ワークサンプルは 力課題と 課題の つの

を有しているので、実 的には６つのワークサンプルか

ら構成される（表１）。 

 

 に ける の  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ワークサンプルは、以 ５つの ー に分かれており、

用目的や 用 に応 て に実施できるよう、 ー

、 ル、試行 など設定が に行える（ １）。 

 の 面 
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２に「パスワー 管理（ 力課題）」作業の を

す。 の が データであり、 の 力シー の空

に対応する文 を 力する課題である。 

 管理 課題 の 面 

 

(3) の  

ワークサンプルの内容に った 力/ 用のシー の

フ ー ッ （ ２の のシー ）を作成後、 データ

用の データと 課題用の データを作成してシス

テムに み ませることで１つのワークサンプルが 成す

る。また、 度や課題 を やすことも容 に実施でき

る構 となっている。これらの変更を行いシステムに

することにより、 用者の に フ をインス ール

することなく、 ちに新しいワークサンプルが実施できる。

新規に を する際のハー ルが いだけでなく、

に を している組 が改 された を 用する場 、

の フ の ージョンアップ作業を実施すること

なく、 にログインすれば ちに改 された が実施で

きる。 

 

３   

(1) 目  

ワークサンプルを用いて や訓練などの職業リハビリ

テーションに活用できるよう、 的な 度の ル設

定や課題 を用意する必要がある。開発中のワークサンプ

ルの1つである「パスワー 管理（ 力課題）」について、

者による試行を行い、今後の 用に向けた初期確認を

行う。 

(2)  

業に就労している大卒以上の学 を有した 社1年目

の 者10 に「パスワー 管理（ 力課題）」を実施し

た。 は、 の使用方法に関する リ ンテーショ

ンの実施、 作 の確認のため、 ル１を1試行実

施、 ル１から６まで、１ ルあたり２試行（ 計

12試行）とした。 

実施者の年 は全 20 であった。性別は、 性５ 、

性５ であった。 

 

４  

実施結果から、作業時間と について平 、標

を 出した（表２）。作業時間は ルが上がるに応

て 加している 向にあり、作業 としては と言え

る。一方、 は ルが上がるごとに くなっている

向はあるものの、 ル５については実施者全 が

100 であった。 

 

 管理 課題 び 時  

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

     

     

     

     

 

  後の  

開発中のワークサンプルについては、 次データを取

した上で、 々のフィール やシ ーションでの応用

性や 果について をしていく予定である。 
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がい者 の職 支援に ける 

   の と  
 

 子（社会福祉法人 の み協会 自立 ンター） 

   ・  知 ・ 川 人（社会福祉法人 の み協会 自立 ンター） 

  田 文 （ 会社スター ライン） 

 

 めに 

社会福祉法人 の み協会 自立 ンターでは、平成

29年度より 会社スター ライン（以 「 」とい

う。）の協力を て、 障害や発 障害のある 用者に

対して、 -online（ tartline upport ystem 以

「 」という。）を活用した 理的 性の向上を 進

するサ ー に取組 でいる。活用にあたり、 の 田

に年 回、定期的に していただき、職 と 用者に向

けて、 や についてより理解を められるよう勉強会

を実施している。 

本発表では、就労移行支援事業所活用時より の活用

を経て一般就労した 障害のある 用者の職場 応定

支援について事例報告する。 

 

 事例 

(1) の  

Ａ  47 の 性、 調 ( ２ ) 

地 の進学高校卒業後、一 大学進学。卒業後 大学の

大学 に進学したが、不 から、 が現れ 調

を発 、大学 を中 し、 する。自 等で

を り す。 

平成25年より就労継続支援Ｂ 事業所を 用開始し、

に はあるが 状が安定していた 、平成28年

ンターの就労移行支援事業所の 用を開始した。 

就職を前提とした実習を経て、平成30年10月、 内の

スーパーに一般就労し、現在定 支援中である。 

Ａ は、 をきっかけに平成30年５月より の

から に移行し活用開始しているので、 表のデータ

は平成30年５月より 年 月20日までのものである。 

実施した クササイズの実施回 は全406回となっている。

特に の と の イン フル ス、次いで 意訓

練の クササイズを多く視 している（表）。 

(2) 就 移行支援事 の取組み 

後より、 日、 後の２回、体調確認と

の を視 した。 

Ａ は、 に３ 以上の が こえており、別々な

をそれ れが大きな で しかけてくるそうで、大きく

こえてくると に支 されてしまうことを えていた。

体調不良時には、 が大きく こえることと、意 のわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からない言 がしつこく 度も こえてくることで、現実

か 現実かの 別がつかなくなり、また不安が大きくなる

ことで、他の行動ができなくなってしまうとの えもあっ

た。これが、Ａ にとって就職する際の課題となっていた

ことから、 の 意訓練・ の ・ の イン

フル ス等を中 に いてもらい、「 に われず、そ

の場に いておく」という を につけてもらうように

支援した。 

ス ー フ ンで職場実習や、休日など、通所していな

くても が活用できるよう設定している 、 が大き

く こえてくる がした時には、自発的に を実施し

てもらった。また、 関とも情報共有が となり、

調整などにも 立てることができるようになり、事前

に を 用することができるようになった。 

(3) 就 移行から一 就  

の活用により、体調不良の日に 談を行ったり、事

前に を したりするタイムリーに支援することができ

るようになった。 

に が こえると されていたＡ が、 意訓練に

より、ごくまれに全く こえなくなることがあると し、

が こえても であることに き、作業に取り組

めるようになった。そこで、就職活動を本 させ、就職

を前提とした実習を行い、平成30年10月より 内のスー

パーに一般就労している。 

( ) 支援 

就職後、 日 （ ルスログ、 の実施結果）の 力

を継続することとし、支援 による 日の確認と、不調を

させるような があった時に、ジョブコー にも情

 の  

エクササイズ分類 エクササイズ名
就職前実施回数

（～Ｈ30･10/14）

就職後実施回数

（Ｈ30･10/15～）

全実施回数

（Ｈ30･5/10～Ｒ1･8/20）

自分を慈しむ セルフハグ 11 14 25

エクササイズを集中する・広げる 注意訓練（5つの音） 20 50 70

エクササイズを集中する・広げる 注意訓練（6つの音） 5 0 5

心をひらく・今とつながる 温かい飲み物を飲む 28 14 42

心をひらく・今とつながる 沈黙の瞑想 19 111 130

心をひらく・今とつながる 呼吸のマインドフルネス 26 108 134

109 297 406計　
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報共有し、 に支援に ることができるような体制を整え

た。また、月に１回は ス ールを 力し による

理的な変 の を行うこととした。 

Ａ の を見ると、就職 初には「 の 」という

文言が多 されており、 日４ ５時間はそれに わ

れていたと されていた。ジョブコー が 談し、その時

には、 ・ ・ 書をすることなど 言し、その後の

様子を見守っていた。２ 月後には 状は 減され、強い

は １回程度の出現にとどまっている。 

年程度経過した 、 ルスログ(活動状況・体調など

の )は、特に変 はないが、 ス ールスキルの一つ

である （ フ ージョン 度）が に する

ことがあった（ ）。また、 時期に「 の を い

て、ど な 情や 、 考が表れましたか 」という

に対し、「 になるかどうか不安です。」との書き

みがあった。す に作業 からジョブコー 情報提供し、

ジョブコー が 談を行った。その際、本人は っている

ことはないと しつつも、「 の 」には われており、

がわからないとのことだった。そこで、作業 や他

業 のことについて に確認すると、先 業 から、

ルの高いことを言われたと された。ジョブコー が

事業所に連絡調整し、改めて 業 にＡさ の雇用管理に

関して理解を すよう支援した。 

 

 

 

 

その から には、以前は、「 の に われる」

という があったが、「生きていることはすばらしいこ

とです。」という が 日 されるようになっていっ

た。 

また、今年 月に 者試験を けようと って

いた際、本人の事業所から 者の一人が離職してしまい、

自分の ース以上に められる仕事 が え、移行支援を

用していた時と ような不安 が してきたことが

の でわかり、ジョブコー が通 に 行したこと

があった。その際には、 r.より試験勉強の れだとの

言を て、本人の認知が変 したことと試験が終了したこ

とでその不安 は 減している。 

さらに、出 時にも で出 する様子が見られ、「働

いていることがうれしい」と され、 の えや

など以前見られていた不調時の 状も まってきている。 

 

３ 後の課題 

職場は、大 のスーパーであり、 等の 動に伴い、

内の 囲 が変わりやすい事や、 業 の構成によっ

て、本人に められる が変 していく 性が高い。 

それに伴い本人の 情の れをどう 減していくのかを

していかなければならない。 

本人に らかの変 があった際、 ルスログには変 が

なくても、 日行う の 視 後の 分等についての

書き みなどに や不安 が書き まれることが多い。

そのため、それらの を確認していくことも必要である。 

また、現在 月 ス ールを確認しており、 の 度

に変 が大きく表れることがわかったので、月 の変 を

み取ることでタイムリーな支援に ることができている。 

さらに、Ａ にとっての は「働いて充実した生活を

る」ことだったので、就職したことにより今後の人生の

を改めて設定していく必要があるため、 について

の クササイズや 談を実施していく必要があるのではな

いかと考えている。 

 

４ まとめ 

は就労移行支援事業所に通所していなくても、タブ

ッ やス ー フ ンで 用し、本人が日々の状態や変

を 力することができる。そのことによって小さな変

についても、小さな変 についても、 期に支援者 に

わり、タイムリーな支援ができる。 

は定 支援の一 として に有 な といえる

のではないだろうか。 
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がい者 の職 支援に ける 

   の と  
 

 （社会福祉法人 の み協会 自立 ンター 職場 応支援係 係 ） 

 金  子・  介 

（社会福祉法人 の み協会 就労移行支援事業所くしろジョブ ー ング ンターあら ） 

 田 （くしろ・ むろ障がい者就業・生活支援 ンターぷれ ） 

 田 文 （ 会社スター ライン） 

 

 めに 

社会福祉法人 の み協会自立 ンター就労移行支援

事業所くしろジョブ ー ング ンターあら では、

2017年より 会社スター ラインの協力を て、 障

がいや発 障がいのある 用者に対して onlineを活

用した支援に取り組 でいる。2018年５月からは、スター

ラインサ ー システム（以 「 」という。）の活用

を開始し、 会社スター ラインの 田文 を き、

や について、理解をより めることを目的として、

職 と 用者に向けた勉強会を、年２回定期的に実施して

いる。就労移行支援事業所にて を活用しながら職業

性を高め、就労定 支援 と継続活用している事例を報

告する。 

 

 者の の就 と移行支援事 の 目  

(1) 離職時の と 支援 

対 者は 29 性Ａさ 。高校にて介護を学び、平成

20年に卒業。 護 として に１年 。その後、特

別 護 人 ーム介護 として１年 するも 職。こ

の時 で自 の障害を い、就業・生活支援 ンターにつ

ながった。平成24年に 性発 障害と され、 保

福祉 ３ を取 （更新時に２ に変更）。移行支援事

業所での６ 月の ー ング後に理容 業 に就く。

ステップアップを み、年間通して作業変動が少なく

時間の い 加 会社に 職。作業は自立に向かうも、

の言動に れ、離職を考え始めた。ジョブコー によ

り の理解を める、 活動の充実を提案、強い 職

を のどこかに いておくなどの 立てを講 るも、

状況に変 なく１年 で離職し、 度、移行支援事業所で

の ー ングを けることになった。 

(2) 就 移行支援事 を し 就職を目 目  

加 会社の離職から学 だことは、上 との定期的

な り りを継続することの大 さ、認知変容のアプロー

の必要性の２ であった。自分の考えをまとめ えるス

キル、 ルフ タリング力、さらには ルフ ジ ン

力の向上を目指し、就労移行支援事業所での ー ン

グの中で、これらの成 を目指して を活用することと

した。 

 

３ 就 移行支援事 あらん が る の  

(1) 職 支援から職 支援につ る取り組み 

ンターで職業 支援として行なっている の

は、 クササイズ、 ス ール、 ルスログである。

この３つは就労開始後も、 やインター ッ に

続されたパ コンで継続活用できる。職業 支援の

で 作に れ、それらの 果を実 することによって、就

労後の 果的な活用につな ることができた。 

クササイズは、12 テ リ 90 で構成され、文 ・

・体験などを通して実施する。 テ リは「 を ら

く・今とつながる」「 放す・ 離をおく（ フ ージョン）」

「自分を しむ（ elf ompassion）」のように分けられて

おり、それ れの テ リの中に、さらにいくつかの ク

ササイズが まれている。 クササイズ後す に実施結果

や 、 果を することによって、本人自 も支援者

もその 果を知ることができる。 

ス ールは、 （ ック うつ 度）・ （

理 性 度）など７つの なる 理的 を

する の ーで、対 者が に対して か

ら自 の状況を でいくことで結果が られる。 クサ

サイズと連動している部分も多く、 クササイズが 果的

に作用しているかをア ス ン することもできる。 

ルスログは、日 生活状況や 状態を対 者自 が

やインター ッ に 続されたパ コンを使って

する。対 者 支援者間での共有が で、時に対

者から が出ることもある。職業 支援では ルフ

タリング力を ばせるよう支援を け、就労後に ルフ

ジ ン できるようになることを目指す取り組みの一

つである。 

(2) 者に 支援 

自分の考えや 情に強くとらわれ、 いた 持ちから

け出すことができなかったことが、離職要 の一つと考え

られた。 クササイズなどの実施によって、 え

だ自分の考えや 情から け出すことができれば、 な

考（ 理的 性とよぶ）に くことができると
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を立てた。 

さらに、 ルスログに日 生活状況、 状態などの

を習 することで、い という時に相談できる ッ

ラインの確保も対 者にとっての リッ は大きいと考え、

上 ２ がＡさ にとって必要な支援と考えた。 

(3) 行 た支援と の  

就労移行支援事業所における訓練では、 理的 性を

につけるために、表１に分 される クササイズが有

と考え実施した。 はＡさ がコ ン を書いた回 で

ある。 

 

 Ａが行 た  

離を  32 

け れる をつ る 3  

と に た行 を考 る 2  

をし かに る 1  

 13 

自 を し  11 

の と の を考 る  

 12  

 

コ ン が少ない クササイズ「不 な の体験と体

験の回 を考える」は、「 的で しい」「 できない」

など 的な 応を した。 も多く練習した「 放す・

離をおく」では、「 になっていたことから少し離れ、

ち いたような がする」など ー ングの 果を実

するコ ン がある一方、「もっと 的に自分のことを見

られたら良いなと った」など、本人が自 の と向き

うスキルの更なる向上を目指しているコ ン が多く見ら

れ、 理的 性 とつながっている様子がうかがわれた。 

果的に しなかった クササイズについての理 は

いくつか考えられる。 クササイズ後の本人のコ ン の

多くは「 的でイ ージするのが しい」というものだ

った。特にＡさ は、 からの情報の 理に さがある

障害特性のため、 を くタイプの クササイズは、

を の中で や に変 することが しかったと考

えられる。文 による クササイズだと、イ ージしやす

かったと予 される。 

もう一つは、 クササイズ開始前の 理教育で、この

ー ングで られる 果や、それによって自 の生活・

人生が かになる期 を十分に持てずに、 クササイズ

に ったことが考えられる。 期 就職を むＡさ に対

し、施設外就労など実習に取り組む時間を く使ったこと

で、この ー ングの意義等を十分に え れなかった

ことが の一つではないだろうか。 

Ａさ の 業 の強い もあり、就労移行支援

ー ング開始から 年後に、 を伴なう大 の

整理等の仕事に就いた。 

就労開始後も の活用は継続している。 ルスログ

の は 日 かさず行ない、 クササイズも継続してい

る。 ス ールによる 理的 の は、１ 月に１回

の ースで行なっている。 

就労開始から３ 月が経過した 、Ａさ の ルスログ

の書き み文 が日 を書くかのように に えた。

表２を見ると、 ルスログ の書き みが えるにつれ、

うつ状態を す が高くなっている。支援者にいつで

も相談できる安 を る一方、会社で生 ている さ

に、今でも い、 をしている状況ではないかと考え

られる。「 初は上 の言 が理解できなかったが、しばら

く経つと相 の言 が理解できるようになった」と書く本

の いは、「無理にでもそう うようにしないと働き続け

られないから」ではないだろうか。 ス ール の

が表２のように高くなっていることから、ス スを

無理をしている 性は高いと考えられる。 

 

  つ       

日   

2 1 12 3  移行 い  13 

2 1 1   就 から  1  

2 1 3  1  

2 1 1  の み  1  

2 1 3  2  

2 1 21 2  

 

４ 後に向けて 

Ａさ は現在自信を いつつある。それを取り すには、

成 体験が有 であると考えられる。前所 先の就労移行

支援事業所の支援 に対する信 は厚い。今後も、 クサ

サイズ・ ス ール・ ルスログを に、本人が る

いを共に考えながら、ジョブコー は、Ａさ の成 を理

解し見守り育ててくれる会社 作りを目指していきたい。 

 

【参考文献】 

1）スティーブン Ｃ イズ ーク ス ローサル  

 本 アク プタンス コ ッ ン

ラ ー 実践 イ  理 の 場 別アプロー  

書 （2014） 
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理 に の について 
の 行 と 課題 の た  

 

田 文 （ 会社スター ライン） 
 

 めに 

 見たことのないことを理解したり、 えたことのないこ

とを言 にしたりするような の言 行動の生成性は、

たちの言 の本 的な部分と言われている。 アプロ

ー の考え方の基 である関係フ ーム理 （ ays.2001）

は、 の言 の生成性や認知的課題 の新たなアプロー

を き出すものとして、 年 目されている。本 では、

関係フ ーム理 に基 く関係フ ームスキルの と訓

練について 体的なアプロー も めて 介する。 

 

 理  

(1)  

等 性（ idman.1982）とは、 理的な 性のない

２つ以上の の間に 的に 一である 応が部分的に

成されると、それらの 間で には訓練されていな

い 生的な関係が成立するという 力である。人間には、

このような 生的な関係を自動的に成立させる 力がある

がこれは 特有の 力で、他の動 、例えば ンパンジ

ーや ラ ータンなどの でもうまく成立しないこと

が知られている。 

(2) 理  

関係フ ーム理 （ elational rame heory ）は、

言 と認知の理解に関する新しいアプロー である。関係

フ ームは の言 行動の基 の部分であり、 しはた

ことがない言 を し、 いたことがない内容を理解する

力をもたらす仕組みである。関係フ ームは、訓練した以

外の部分の 生的な関係 応で構成されており、これを「

意に 用 な関係 応（ rbitrary pplicable 

elational esponding ）」という。 

(3) い い  

関係フ ームにはいろいろな がある。 イズは、「等

」「 対」「 別」「 」「 的関係」「時間的関係」「空

間的関係」「 果関係」「視 の関係」といった関係フ ー

ムフ リーを定義している。これらの関係フ ームフ

リーは、日 的な言 体験や学校教育などの様々な場

で用いられ、 々に学習されていく。これらの関係フ ー

ムフ リーを に使い分けることが、 たちの言 の

生活が かで がりのあるものとなっていく。 

 表１にいろいろな関係フ ーム とそれらの言 表現例

を す。 

 

３ に る と  

等 性や関係フ ーム理 を応用した言 行動の研 

 い い と 例 

 

究は、この10年ほどの間に大きな発 を てきている。 

ichael（2007）は、ある に 情などの が

けられると、等 関係にある に が生 ること、

そしてその が大小の関係フ ームを介して変容す

ることを明らかにした。このような研究は、言 行動が

情や と結びつき、体験の回 の継続という の 題が

生 る 性を明らかにしただけでなく、その後の （ア

ク プタンス コ ッ ン ラ ーの発 と がっ

ている。 

assidy  oche.  ayes.（2011）は、 的な関係フ

ーム訓練や ル イグ ンプラー訓練が、一般的な子供

や行動障害のある子供 の知 （ ）の向上に するこ

とを した。このような研究の成果は、 aise our

（https://raiseyouri .com/）の 開 と がり、 たち

の知的 力の向上に する 性のある による関係

フ ーム訓練が体験できる場となっている。 

  

等 性や関係フ ーム理 に基 く応用研究は、知

や 題解 力や を うスキル、視 取りのスキル、

的な関係フ ーム訓練、 ル イグ ンプラー訓練な

どからなる構 された訓練 ッ として開発され、

と実践的の場 の 開が進められている。 

このような取り組みの一つとして、 _ elational 

raining ystem（以 「 」という。）ある。

（ romoting the mergence of dvanced nowledge）は、
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高度な知識の 発を 進することを目的とした、自

者を めた障害 者のための関係フ ーム理 に基 く構

された訓練 ジ ールである。 には、以 のよう

な４つの書 があり、それ れに 184 のスキルのための

(離 試行訓練)課題が されている。 

 ４ の  

      書        発 年       内容例 

・  irect raining  ( an 2014) タク ・ ン 等 

・  enerali ation   ( ay 2014)  書く・ く・ る等 

・  uiverence      ( ay 2015)  ・ 題解 等 

・  ransformation   ( ic 2016)  ・ 対・ 等 

  

これらの 的な訓練システムでは、 等 性のパラ

ダイムの活用だけでなく、関係フ ームに基 く 成

や 題解 、視 取り等のスキルの向上につながるよう計

されている。また、これらのタスクを部分的に ックア

ップした、プ ア ス ン という ールも わせて

開発されている。プ ア ス ン を実施する際には、フ

リップブックや 用 が活用できる。 

 

４ の  

の ransformation（変 ） ジ ールには、表出と

理解の２つのプ ア ス ン がある。 者はこれらの日

本 版を作成し、 成人における関係フ ームスキルの

を行った。 

対 者 （ ontextual ehavioral cience）勉強会

の参加者 び 社新 社

研 の参加者を対 と

した。参加者は本研究

の協力および関係フ ー

ム訓練のワークショップ

で、  re ssessment

の体験的学習の 会とし

て を けた。 

続き プ ア ス ン の日本 と共に

ower oint によるインス ラクションスライ を作成し

た。このインス ラクションでは 試行のインス ラクシ

ョンの や指さし動作のア ーションつきスライ を

使用した。また、小集 での実施に対応するため、

、回 、動作 実施有無の からなる

対 者用回 用 を作成し用いた。プ ア ス ン は 

スクール で並 られた研 会場で、10 から 30 程

度の小集 で実施した。変 ジ ールのプ ア ス ン

にはそれ れ40分程度の時間を要した。 

結果 変 ジ ール理解と表出のプ ア ス ン

の結果はそれ れ平 80 であった。関係フ ー

ムフ リー の を見ると、 、 の に他のフ

リーより い 向が見られた。また関係フ ームフ

リー の標 では、 （4.44）、 （4.30）となって

おり、他の関係フ ームフ リーより大きく、 々の参

加者のスキルのばらつきの大きさが された。 

 

 

 まとめ 

 関係フ ームスキルの によって、 々の認知的特性

についてのより 体的なアプロー を めたア ス ン

ができる 性がある。また関係フ ームスキルの訓練は、

言 と認知の基 力の向上に することから、障害者

の職業 力の向上にも がっていく 性も考えられる。 

 関係フ ーム理 は の基 理 でもあり、人の 力

開発や ンタル ルスサ ー の実践方法として、新たな

開となるよう取り組 でいきたい。 
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   （ 見 十  科デイ ア 作業 法 ） 

中 （ 見 十  科デイ ア） 
 

  めに 

様々な において、認知 障害が 在し、日

生活や社会生活に大きく を える。 状とは い、

によって認知 障害は改善されにくい。そのた

め、 年の 科リハビリテーションにおいて、認知

リハビリテーション（以 「 」という。）の 目度が高

くなっている。就労支援と を組み わせた支援により、

認知 の改善だけでなく、就労の継続 や 金等が上が

る事も明らかになっている1）。 

では就労や 職を される方を対 に、 -

( ocational ognitive bility raining by cores)を

実施している。実施施設は えているが、その報告 は

少ないのが現状である。実施から３年以上が経過し、様々

な改善 も見つかり、 も取り れてきた。本 では、

での 方法、実践の結果、 られた知見について報

告する。 

 

  と  

- は、援 き雇用 デル（ upported 

employment ）や 別就労支援 デル（ ndividual 

lacement and upport ）による就労支援と、日本

版 ogpackを参考に作られた の フ ア cores

（ apanese ognitive ehabilitation rogramme for 

chi ophrenia）を組み わせた支援プログラムである。

coresは 成度に わせて 度を調整でき、 や 意、

性など 域ごとに分 し、参加者の特性に わせた

ー ングを行えるなど 別 を りやすいコン ータ

フ アである2）。 

 

３   

2016年より、就労・ 職支援のために デイ ア（以

「 」という。）を 用する方が えてきた。そのため、

就業スキルに結びつくプログラムの提供を目的に、 cores

研 会に参加した。そして、研 会の内容、期 できる

果について他職 に 明し、 を開始した。 

2018年11月からは、テキス を使用した言 ッション

のみを実施する日も新設し、現在に る。 

 

４   

１で されているように、現在は午後のプログラム時

間にて、月 日は参加者の 別 談・ 理教育を、 日

と金 日は coresを実施している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

参加対 は、 より められた方や自ら参加の し

出がある方である。 初に、プログラム 明と実際の場

を見学してもらう。次に、ア ス ン 談と認知

- （ he rief ssessment of ognition in 

chi ophrenia）を実施し、 結果を基に改善目標を設

定した上で開始する。終了後に、 - の を実施し、

ビ ーションブック3）の作成 と移行する。 

パ コン ッションは、 大７ のパ コンを使用し、

１回50分で進めている。その後フィー ック ッション

を40分で行っている。テキス を使用した言 ッション

は１回90分で行っている。 

 

   

参加 や年 、 について ２に す。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了者のうち、 が一般就労・ 職され、４ がＡ

事業所、１ がＢ 事業所、１ が就労移行支援事業所に

 の就 職支援  

 参  
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通所を開始し、 りの５ は就労・ 職支援を継続してい

る。一般就労した３ は 職しているが、現在まで11 は

就労継続しており、継続 は80 を える。 

次に - の結果を ３、 ４に す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前後 出 た12 のうち、２ を いて全体の -

scoreが上 している。

Shapilo-Wilk す

てに 規性が見られた。対応のあるt 定を用いた所、

言 性 、ワーキング リ、言 性、全体 に

有意 が見られた。 

終了者からは、「言 が出やすくなった」「 を取ら

なくても えていられる」という認知 の 的な改

善を る者も多かった。また、「（就労後に） 労しそ

うな事が分かった」「自分では対 の があり、 も

必要だと分かった」「 な解 をしやすく、それが仕事

で間 いを こしていたのだと いた」など、仕事の取

り組み方について 出 たという 、自己の考え方の

を認識出 たという も かれている。  

 

 に り られた 見 

(1) の  

ーム で行えるため、 しても つきが少なく

む や、 回 まった参加者であるため 性が く、課

題 成 の も明確2）である 、更に、全 24回の 期

プログラムであり、終了する事自体が 成 の充 や自信

の回 につながるという から、職業リハビリテーション

の り口として がしやすい ールと考える。  

また、認知 障害にアプロー 出 る ールであり、

の取り組みでも、認知 の改善 果は されている。

しかし、 - の目標とする所は、課題を通して、 の

いく日 ・職業生活を る事を 害している を考え、

解 策を につける事である。そのため、 とする課題

から、 が予 される作業を分 し、対 法や を習

する事が期 出 る。 

(2) 就 について 

ーム成 が良好、 課題を 出 る、休まず る

事が という参加者の場 、就労を開始するまでの期間

が短くなる、または障害者雇用 での就労もしくは一般就

労を開始する事が出 、定 の 性も期 できる。 に

ーム成 が不良、 課題 の が続く、休みがちに

なってしまうという参加者の場 、就労を開始するまでに

時間がかかる、または一般就労ではなく事業所就労から開

始した方が良いのではと考える。 - を実施する も

する も就労に関する 力等の がしやすく、終了後

の について 言がし くなったと ている。 

(3) 職支援 の  

- は就労支援を対 とするプログラムとして開発さ

れているが、 職支援にも有 な ールと考えている。課

題を通して職業場 の内省や な作業 の対 法を習

する事、必要な 慮を する事につながり、 職 の不

安が 減され、職業 性が高まっていくものと考える。  

 

【参考文献】 
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（2005） 
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3) 障害者職業 ンター 支援 アル .13 発 障害者
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見 十  

e-mail taruishi_jun@kitami.jrc.or.jp 
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就 移行支援に ける との連  
 

 （一般社 法人リ ン ージ ン  生活支援 ( 認 理 ・ 理 )） 

場 子（一般社 法人リ ン ージ ン ） 
 
 題 目  

就労移行支援では、 との連 が重視されている(障

害者 職業 ンター  2014)。 今の就労移行支援の研

などでは、 との連 をテー に行われることも え

てきた。 障害者の就労支援における と労働の連

のために（障害者 職業 ンター  2014）では、 科

の進 により、 障害者の就労 性は がりを見

せているが、 障害は継続的に が必要であるため

性 としての特性があることが られている。また、

障害者の の 発 が高いことは の で

も られてきた。 障害者の就労支援は と就労支援

の 方からの「 管理と職業生活の 立」の支援として、

との連 が必要になっている（障害者 職業 ン

ター  2014）。しかし、 と労働の連 については

科 分 における支援の 性と、労働分 における支

援の 性の２つがある（ able1）。 科 分 では、

調整をしていても 状が安定しないことや、就労

時期まで 状が安定しないこと、 科 分 の専門家

が査定しても 発することが多いなどがある。就労 の

については、 科 分 からの見解と就労支援

関との見解には相 が生 ており、 科 については、

の から 者の状況を し、確認したりしている

が、 者本人からの で 的 をすることは であ

ることが言われている。 

一方で、就労支援 関においては、意見書には 者の

を いて書く人もいるが、意見書には の 的な意

見を書いてほしいと言われている。現状としては 関

に対し、就労・ 職に関する ・支援を行う際の就労支

援 関との連 状況を調査したところ、「連 はほと ど

していない」または、「 別 ースに関する連 は少な

い」という回 が７ 程度であったと報告されている（障

害者職業 ンター  2012）。 

また、 科 分 からの 業 の 障害 の理解

を めるアプロー が しいことや、就職活動での 経

験などによって体調 やス スのリスクに 慮してい

ることなどが上 られている。 

 

  

連 ・協働が必要ではあるが、 な状況の中、情報共

有 ールで 表的なものとしては ルフ ア・ ー ン

グとしてのK-STEP、コ ーション ールとして

SPISがある。一般社 法人リ ン ージ ン では ル

フ ア・ ー ングとしては、プログラム内で生活リズ

ムを整えるプログラムで使用している生活リズムシー が

あり、就労後も活用している事例も見 けられる。また、

コ ーション ールとしてはWeb上で 用できる

ンタル管理システムを しており、日々の出 時間

とその時の 分や状態 に めている。 
また、一般社 法人リ ン ージ ン では、リ ン

ージ ン グループの提 関の他、協力 関

との協働・連 を っている。そこで、 連 の実践に

ついて報告する。 
まず、提 関および協力 関の 要について

す（ able2）。 

Ａクリ ックは ン ンとして 用者の 、

設している ン リング ンターでの スクラー知

査の を行ったりしている。この スクラー 査

の結果をご本人の を て就労 業先と情報共有を行う

こともある。就労移行を経て就職したOB/OGの ン

リングの も行っている。また、Ａクリ ックでは休職

者を対 としたリワーク、 職後支援としてリテンション

も行っている。就労移行で支援の行えない範囲に対しても

連 ・協働して支援を行うことができる。 
Ｂクリ ックは月に１回、 的情報・ 的情報・ア

ス ン およびプランをSOAP で 理 がＡ４ １
でまとめ、情報共有を行っている。 的情報には、

談で られた内容や、日々の様子が されている。

的情報としては、就職活動の状況や通所日 、自 経
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定における 経および 経が されている。

そのほか、 理 によるア ス ン 、今後のプランにつ

いて報告されている。また、 後の 目には り事 も

されている。 
これまでに情報共有を行った 用者とそうでない場 、

就労定 および 職 の を行った結果を す

（ ig.1）。これまでに情報共有を行った 用者とそうで

ない 用者の場 、就労定 および 職 に有意な が

認められた。有意な が認められる には日々の様子な

どの情報共有によるものが大きいとも考えられる。また、

一方の支援者に対するフラス ーションがあったとして

も、それをもう一方の支援者に えることができるのは一

つの リッ であると考えられる。 
実際に 連 を る必要がある場 、 関とコン

タク をとる必要性があったとしても、いきなりア イン

を取り、コンタク を るのは 方にとってハー ルが

高いと考えられる。そこで、リ ン ージ ン では

フ ー ッ を作成し、どのようにコンタク を取るのが

よいか、お いすることを行っている（ フ ー ッ に

関しては 作 上、 日 開予定）。また、通所開始 後、

自分の状況や状態を け れることが しく、 慮が

表出してしまうなどのリスクが表出する場 もある。そう

いった場 に を すこともあるが、 用者本人が

に に状態 明できないことがある。そのため、

リ ン ージ ン では、 時フ ー ッ を作成し、

こちらもＡ４ １ SOAP で情報共有を行うものとし

て使用している。 的情報では 用者の や ーズに

ついて されており、 的情報としては通所時の様子

や、BDI- などの 理 査の結果などを するように

している（ 時フ ー ッ に関しては 作 上、

日 開予定）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 後の 課題 

 今後の課題 としては、 連 のみならず、 業との

連 や、 年の見学・相談会や就労移行 明会などで

は教育 関の職 や学生の相談 も上 しているため、

大学や特別支援学校などの教育 関との連 についても

していく必要があると考えられる。 

 また、なにか事情がある場 にのみ連絡・連 を るの

ではなく、定期的に 関との連 が行えるようにする

にはどういった方法が 方にとって リッ あるものにな

るかなど を重 ていく必要があると考えられる。 

 

 

1 連 の に る就 の  

 
【連絡先】 

 般社 法人リ ン ージ ン  事業所 
 Tel 045-594-8799  
 e-mail info@y.reengagement.org 
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就 を支 る の に る  

 

 （障害者職業 ンター 研究 ） 

相  一（  障害者職業 ンター(現 障害者職業 ンター)） 
 

 と目  

障害者職業 ンター１）では、就労継続を支える

ールの一つとして、障害のある本人が自分の状況を見え

る し、その情報を関係者と共有するための情報共有シー

（以 「シー 」という。）を開発した。シー の た

る 用者は「自 の体調変 に けず、体調が し仕

事に が出る人」や「 でいても 囲の人からは

にやっていると われがちな、自分の いを えにくい人」

である。シー は「生活 、 事、 、その他の

日 生活 を ックする 」「 の状況 体調や意欲、

労などの の状況を ックする 」「対 ・  
体調を維持するための対 や の状況を ックする 」

「仕事内容/日中活動 ど な仕事（活動）をしたか

する 」「仕事（活動）上の目標 仕事や活動の目標 成

の状況を ックする 」「相談ごと・ りごと 相談ご

とや りごとの有無を ックする 」といった を組み

わせて 別に作成する。シー の例を １に す。シー

用者（以 「本人」という。）が１日１行程度でその

日の自分の状態・状況を し、その結果を本人が情報共

有を む相 （支援 関や 関の職 、職場の上 等）

に見せることで就労継続を支える ルフ アやライン ア、

外部の専門的な アにつながるコ ーションを す。 

上 のシー に係る調査研究報告書１）では、シー を

用した事例に関し就労支援 関や 科 関の職

から報告された 用 果の を分 した。本発表ではこ

の分 結果の一部と 分 した結果について報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 の例 

  

(1) の 事例の  

研究 者がシー の例を したフ イルと 用方法に

関する情報を提供した就労支援 関 び 科 関の

職 を対 に 調査を実施した。 

(2) 者 

就労支援 関の職 19人 び 科 関の職 １人 

(3)  

 シー を 用した事例を回 者１人につき 大10事例ま

で してもらい（10事例を える場 は 用期間がより

いものを ）、以 の に回 を めた。 集でき

た事例は全部で50事例であり、うち39事例は障害者就業・

生活支援 ンター、７事例は就労移行支援事業所、２事例

はハローワーク、２事例は 科 関に所 する回

者から 集した。 

( ) 目 

 が を行 た相  
「 関（回 者の所 する 関）」「 関」「

保 関」「ハローワーク」「障害者就業・生活支援

ンター」「就労移行・継続支援事業所」「地域障害者職業

ンター」「教育 関」「 業」「家族」「その他」から

するもの全てを してもらった。 

 の  
シー の 用 果を表す13の文 を提 し、それ れに

対して 事例がどれくらい てはまるかを「 てはまる」

「ある程度 てはまる」「 てはまらない」「不明」の４

法で回 してもらった。13の文 は ルフ アに関する

もの（例 本シー を使用することで、本人が必要な対

行動をとれるようになった）、情報共有に関するもの

（例 本人が 関に定期的に本シー を提 した）、

シー を提 した相 からの支援や 慮に関するもの

（例 本シー の使用が関係者の支援や 慮につながった）

で構成されていた。 

 

３  

(1) が を行 た相  

シー の 用事例について、シー を活用して情報共有

を行った相 を集計した結果を表に す。 

(2) の  

 シー の 用 果を 定した13 目について、 目別の

定結果を ２に す。 用 果は「 てはまる」または 

体
調

意
欲

ス
ト
レ
ッ
チ

⽔
分
補
給

22:00 - 6:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 4 2 3 ○

22:30 - 6:10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 3 2 3 ○

22:00 - 5:50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 2 3 ○

23:00 - 6:00 ○ ○ ○ ○ 2 1 2 2

22:00 - 6:20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 4 3 ○

23:00 - 7:00 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 1 2 ○

22:30 - 7:15 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 1 2 ○

⽇にち

⽣活⾯ ⼼⾝の状況 対処・⼯夫 確
認
者
の
サ
イ
ン

左段
就寝時間

右段
起床時間

⾷
事

服
薬

⾷事・服薬 ⇒ した場合︓○ 抜けた（忘れた）場合︓レ

⼼⾝の状況 ⇒ ⾮常に良好︓5〜⾮常に不良︓1

対処・⼯夫 ⇒⾮常に良くできた︓5〜全くできなかった︓1

相談ごと・困りごと ⇒ない︓○ ある︓レ

困
り
ご
と

相
談
ご
と

レ レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ
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 を行 た相  

 
「 関」が された場 、その 関の も めて計上 

 

「ある程度 てはまる」と回 された事例を「 果あり」 

とし、「 てはまらない」と回 された事例を「 果なし」

とした。なお、回 者の所 する 関あるいは関係者に関

する 用 果については、本人がシー を提 して情報共

有を行うことが前提となるため、これらの 目については

「本人が 関に定期的に本シー を提 した」あるいは

「本人が 関を く関係者に定期的に本シー を提 し

た」について「 てはまる」「ある程度 てはまる」が

された事例のみを分 対 とした。 

全ての分 対 事例に「 果あり」に する事例が

める が 以上であった 目は の 目であった。 

・本人が自分の状態を意識するようになった 96  

・本人が必要な対 行動を意識するようになった 83  

・ 関が本人の ルフ アに関連することを意識して支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援するようになった 100  

・ 関が本人の状態を しやすくなった 95  

・ 関が本人に らかのフィー ックをした 100  

・ 関の支援や 慮につながった 92  

・関係者が本人の状態を しやすくなった 88  

・関係者が本人に らかのフィー ックをした 84  

・本シー の使用が関係者の支援や 慮につながった

81  

 

４ 考察 び 後の  

シー を 用することで、 ルフ アに対する本人の意

識のみならず、支援 関や関係者の意識を高めたり、実際

の支援や 慮につながったりすることが された。 

今後はシー の 用 果が発 される を明確にする

ために、シー により情報共有を行った本人や関係者を対

とした調査を実施し、どのようにシー が 用されるこ

とで ルフ アや 囲の支援・ 慮につながるのかに関し

て、そのプロ スを解明することが ましい。その際、本

調査のような 的な だけではなく、行動指標を用い

た 的 もあわせて実施することやシー の活用プロ

スを 的に分 することも す きであろう。 

 

【 文献】 

1) 障害者職業 ンター 果的な就労支援のための就労支

援 関と 科 関等の情報共有に関する研究  調査研

究報告書 o.146  障害者職業 ンター （2019） 

 

【連絡先】 

  

障害者職業 ンター 

e-mail ake awa. omohiro@jeed.or.jp 

情報共有の相 度

障害者就業・生活支援 ンター 34 68

関 22 44

就労移行・継続支援事業所 15 30

業 13 26

地域障害者職業 ンター 4 8

家族 2 4

ハローワーク 2 4

保 関 1 2

その他 2 4

 の  
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と の 連  

田中 （ 法人社 更生会 リハビリテーション課 リワーク支援 ）

  めに 

リハビリテーション課の 職支援プログラム

（以 「 リワーク」という。）では、 職後に 継続

できるよう支援しているが、 継続が しく 休職や

職する 用者（以 「 継続者」という。）も一定

在する。その を探る一 とするため、 職後に参加

するフ ローアッププログラム（以 「フ ローアップ」

という。）と 継続の関連性を する。 

   
１)は、 ンタル ルス を える労働者の就労状

況で 題になるのが、休 職を り す ースであり、

職後２年間は特に 発リスクが高く、 職後の アやフ

ローアップの必要性を指 している。

有 ２)によると、フ ローアップとは、 職した 用者

を対 としたプログラムであり、 発予防が目的である。

取り組み内容は、１ 間の出 事を り り、出 事や

ったことを し、 持ちの整理を行う。また、生活リ

ズム等についてスタッフがア イスを行う。不安定な時

期である 職 後は 参加、安定した就労や自 の回

が見られた から、２ ４ に１回等と ていく。参加

の頻度を 々に減らしていくことは、いつかは 全に 立

たせることを意識しており、次第に 関以外の人（家

族、地域 、職場の 等）との関わりの中で ルフ

アができるようになることが本 の意 での職場 と考

えられている。 

職後に 休職してしまう の１つに、 職後体調や

が変 した際に な 的対応が行われていないこ

とを ３)は ており、 十 ４)は、フ ローアップは

休職予防 の 度は高いと ている。また、有 ２)

によると、参加者からの共 的理解による 理的な支援も

られるとも言われている。 

リワークにおいてもフ ローアップを実施しているが、

2017年度における 職１年後の 継続者は68 である

（表１）。 

 の 者 

2 1  2 1  2 1  2 1  

者      

職      

中  1  3  1  1  

 2     

４  

(1) 者

2016年４月 2018年３月の間に、 リワークを経て 職

（職場移行 む）した者。ただし、 職１年後の経過が不

明な者は く。 

(2)

職後（職場移行 む）１年間、フ ローアッププログ

ラム（以 「プログラム」という。）、 別フ ローアッ

プ（以 「 別」という。）それ れについて、 職後の

経過月別参加回 について平 を計 し、 継続者・

継続者を し考 する。 

   

(1) 者の 参 向

は52 。プログラムは、１か月目が 大 （1.0）

であり、12か月目の 小 （0.3）まで 々に減少。減少

間 は１か月あたり 0.2である。 別では、１か月目

が 大 （0.5）であり、５か月目の 小 （0.2）まで減

少、その後、12か月目（0.3）まで 加している（ １）。 

 者の 参 向 

３ フォローアップの概要 

当院でのフォローアップは大きく分けて２種類あり、ど

ちらも利用者自身で振り返りシート（できたこと、再発予

防の取り組み、解決したいこと等）を記入し、希望者やス

タッフが必要と判断した方については個別面談を実施する。

主な違いは、実施日時や利用者同士の意見交換の有無であ

る（表２）。 

表２ フォローアップの概要 

フォローアッププログラム 個別フォローアップ 

日 利用者とスタッフで決定 

（月～土曜日 9：00～17：00の内、 時 

または12：00～15：00 のいずれかを選択 30分～1時間程度） 

内

容 

など 

など 

➀ 土曜日 9：00～12：00

➁ 土曜日 12：00～15：00、月～金曜日 9：00～12：00

◇ 利用者が振り返りシートを記入 

◇ スタッフとの個別面談 

◇ 利用者同士の意見交換 → ②は実施無し。 

（振り返りシートの内容共有、解決策の検討等） 

◇ 利用者が振り返りシートを記入 

◇ スタッフとの個別面談 

◇ スタッフとの電話相談 

◇ 個別の取り組み 
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(2) 者の 参 向 

 は２ 20 。プログラムは、１か月目が 大

（1.3）であり、６か月目に 小 （0.1）となる。減少間

は１か月あたり0.1 0.4。７か月目から か月目まで

度 加し、10か月目で減少した。11か月目以 は対 者が

人（全 が 休職または 職）となっている（ ２）。 

 

 者の 参 向 

 

(3) 職後３か ま の 参  

 職後３か月までの１か月あたりの参加 は、 継続

者は28 18 、 継続者は38 22 であり、

間に がないか するため、対応のない 定を行っ

た結果、 継続者の方が有意に高い 向が見られた

（ (70) 1.836 .071 .49）（ ３）。 

 
３ 職後３か ま の参  

 

( ) の  

 参 の に る  

職後１年間で、フ ローアップに１回以上参加してい

る者の 継続 は72.5 、 回の者は66.7 である（表

３）。 

 

３ 参 の に る  

 参 者  参 者 3  

者   2  

 2   
 

 

 職 職の時  

継続者の内、４か月目で40 、６か月目では60

が 休職・ 職となっている（ ４）。 

 

４ 職 職の  

 

 考察 まとめ 

継続者は、開始３か月目までは 継続者より

フ ローアップの参加回 が少なかった。このことは、

継続者の方が 職後 えている 題やス スが少ない

こと、自分またはフ ローアップで解 ができていること

が考えられる。 継続者は、 別の 用が少ない が

あり、プログラムの時間 や 用者 の意見 に 応

することができ、 別の 用が必要ないことが考えられる。

つまり、 別が多い 用者は、ス スや 題 の対 に

より多くのフ ローを必要としていることが推 される。 

また、 継続者は、参加の仕方にばらつき（ な減少

や 上 ）が少ない があることから、 り事や 題が

発生したから参加する、または、 題が無いと自己 し

て参加しないではなく、定期的（予防的）な参加ができて

いる 性が考えられる。そうした参加の仕方により、ス

スサインや体調の変 に くことや 期対 がしや

すく、 継続に がっている 性が考えられる。 

しかし、今回はフ ローアップの参加の仕方に を

て考 を行ったが、 継続の要 はそれだけではないと

考えられる。 や年 、 職前の支援期間や状態、 職

後の職場 、フ ローアップの内容等、 継続に

を えていると考えられることについて調査していくこと

が今後の課題である。 

 
【参考文献】 

1) 労 研究事業 金 と 業 の

連 に関する有 な 法の提案に関する研究 平成28年度

・分 研究報告書（2017） 

2) 有 職場 をいかに支えるか―リワークプログラム

を通 た 職支援の取り組み（2010） 

3) 行 ンタル ルス不調者の出社継続 を91.6 に改善

した 職支援プログラムの 果（2012） 

4) 十 良 リワークプログラムの現状と課題（2018）  

5) 十 良 2016 年度リワークプログラムの実施状況と 用

者に関する調査研究 
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として めての がい者 と 

向 を目 り 

の取り組みと 後の 事者の い  

 

 （ 会社 シ クス  人事 部 人事部 人 開発課 ） 
 

  めに 

会社 シ クス の人事部では、2017年12月から

・発 障がいのあるスタッフの雇用を開始し、１年

が過 た。 らは、社内で ャ ンジスタッフ（以 「Ｃ

」という。）と ばれ、 人事 部の業 を中 と

した事 の仕事を行っている。 

社 が今まで行っていた業 をＣ が け うことで、

社 には、その社 でなければできない専門的な業 に

集中する時間ができた。また 社 の 業も減り、その

ワークライフ ランスの向上にも がっている。 

 

 Ｃ の  

2017年12月に４ 用（うち１ は途中 職）し、その

後、2018年４月に 加２ 用、さらに2019年５月に 加

２ 用し、現在７ が働いている。 

 

３ Ｃ の  

初３ だった業 も今では30 以上に えた。

業 は、 発で休 だ ン ーがいても、業 が ること

のないように、 人が 業 を できるようにし、

業 す てＣ でダブル ックも行っている。 

業 の一例は以 の通りである。 

・ 内外出 確認 

・ 書 の  

・支 理 

・ 文書回 シ ッダー 理 

・会議 （ ワイ ボー の も実施） 

 

４ Ｃ の と  

Ｃ ６ 用時、Ｃ には 制度も 制度もなかっ

た。しかし人事内部で、Ｃ の ーション向上と職域

大、 力向上に報いるため、専用の 制度が必要との

議 になり、2018年11月に制定し、 用を開始した。 

制度の 要は以 の通りである（ １参 ）。 

 

 

は、年１回２月 に、働きぶりや 態度を見て行

う。Ｃ が事前 した「キャリアプロフィール」と「業

の自己 」に スタッフの を加えて、関係者間

で協議の上、 別 談実施後に 年度の資 （等 ）を確

定する。 

資 （等 ）は、 社 である １を上 とし、その

にＣ 特有の資 （等 ）となる Ｃ １ Ｃ ４の４

を構築する。資 （等 ）が１ランク上がる に時給

が上がる仕組みとなっている。 

いずれの等 においても、 の は 状況が ー

スとなる。計 休 以外の 発的な休 （ やインフル

ン などは まない）が月１回以 の場 を「

１」、上 が たせない場 を「 」とする。 

資 （等 ）の職 ・ 目は以 の通りである。 

ただし、 は必 ではなく、特定の に留まって就労継

続するという も となっている。 

(1) Ｃ 時  

 職  

アルを見たり、他者に いたりしながら定 的な

業 を行う。 

 目 

・月130時間働ける 

 ・ １が 月以上ある 

 ・事前に通 等の計 休 の連絡ができる 

 ・体調不良での 発休 は、必ず or ールで連絡 

できる 

 ・ と の体調 ックで自分の体調を 告できる 

 ・分からないことは、まず アルを見て確認でき 

  る 

 ・ アルを見ても分からないこと、 に るこ 

とがあったら、そのままにせず できる 

 ・他者からのフィー ックを に け れること 

ができる 

(2) Ｃ  

 職  

業 を理解し、 ーム ン ーと協力しながら定

的な業 を行う。 

 目 

・月130 156.3時間働ける  

 が に るま の  
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・ １が 月以上ある 

・ ームワーク良く行動できる 

・一部課題は るがほぼ業 を理解し実行できる 

・勉強したこと、基本的なことを理解し応用できる 

(3) Ｃ ３ 

 職  

Ｃ ４の ン ーをサ ー するスキルがあり、 っ

ている ン ーがいたら、 体的に をかけ、業 を教え

たり けたりしながら ームとして定 的な業 を行う。 

 目 

・月130 156.3時間働ける 

・ １が 月以上ある 

・全業 の を理解し実行できる 

・ アルを更新できる 

・ っている ン ーに自ら をかけ、業 を教えたり

けたりできる 

・スタッフに ることなく自立して行動できる 

( ) Ｃ ４ 

 職  

１を目指す意 と １相 のスキルがあり、Ｃ の

リーダーとしての と 体性を持って、 ーム全体を

まとめながら、定 的な業 を行う。 

 目 

・ 社 と 等の時間（月156.3時間）で働ける 

・ １が10 月以上ある 

・全業 について や用途まで理解して行動できる 

・ 日の業 を し 先 を けて行動できる 

・社内の 、 ール の対応ができる 

・業 を よく進めるためのアイデアを提案できる 

・自分から他者 働きかけできる 

・スタッフの方 を けて、 ン ー の業 り り 

案を作成し、指 できる 

( )  

 職  

上 の 体的指 に基 き、 と 体性を持って、

定 的な業 を行う。 

 

  事者 からの考察 

事者であるＣ から見ると、この 制度には労働意

欲の向上、障がいがあるなりのキャリア 成や職場 の定

など、様々な があると考えられる。ここでは特に、

この 制度がもたらす「 Ｃ の 性の 重」と「

ーションの向上」について れておきたい。 

障がい者雇用は、 業 の多様 を 進するものである。

しかし、せっかく障がい者を雇用しても、それだけでは社

内で、その 業 を とくくりに「障がい者」としてラ

リングし、一 の いをしてしまう 性がある。 

しかし 社では、Ｃ の 制度を考案し、それ れの

力・状態に応 た多様な働き方を している。また業

上、 Ｃ に、それ れの 意な業 を り るような

慮もある。 制度と せ、こうした社内 によって、

就労を通しての Ｃ の自己実現が容 になっているので

はないかと考える。 

あるＣ は言う。「 制度の 明をは めて いた

時、 たちは、障がい者の法定雇用 を たすためだけに

雇用されているのではないのだと 、とてもうれしく

った。 社の障がい者雇用は、それ れのＣ の仕事に

対する や生き方、 性を 重するものだと う。

だけの『ダイ ーシティ・ ジ ン 』ではない。 が

こめられたものだと ている」 

「少なくとも自分は、自分なりの目標に向かって就労

する中で、まだまだ ながらも、『働くことの ごたえ』

のようなものを、日々 ることができている。もし

制度がなければ、少なくとも は、『 っても らな

くても結果は 』と て、意欲が かないのではない

かと う。 制度の 在は、 の就労の ーション

を上 、結果としてＣ 全体のア プッ の向上に

がっているのではないか」 

また、次のようにも言う。「『障がい者であるか か』

ということは、人の持つ様々な 性のうちの一つに過 な

い。もちろ 、その 性が業 に し、就労上特別な

慮が必要になるわけであるから、就労において重要な 性

であることは 定できない。しかし障がい者も、多くの

で 者と ような 情や 考を持っている。 社 に

があるように、Ｃ の 制度を 々に整えていただ

いたことに、会社の かい 慮を る。その 持ちに少

しでも応えられるよう、 間と協力しながら、これからも

自 の成 に めていきたい」 

 

 まとめ 

この 制度を活かし、会社にもＣ にも、 方に

リッ のある な障がい者雇用を目指していきたい。 

 

【連絡先】 

  

会社 シ クス （ 人事 部 人事部 人 開発課） 

e-mail tokiwa.koji@socionext.com 
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に ける 

と 職 の連 に る就 支援 
 

 （ 法人 会  作業 法 ） 

   （上田 共職業安定所） 

 

 めに 

上田 にある では、2016年度から「

関と 共職業安定所の連 による就労支援 デル事

業」の一 で、就労を目的とした専門プログラムを 科

デイ アにて実施している。 障害者のさらなる雇用

進のため、対 者に対して ー ングプログラム（以

「ジョブコース」という。）を実施し、 支援 関が連

をしながら就労支援と障害者雇用に関する ・ 発を

行っている。今回、 ３年間の経過や実 について報告す

る。 

 

 について 

就労 のためのプログラム「ジョブコース」を年間に

２ ３クール、１クールにつき２ ３ 月間の頻度で実施

しており、定 は10 として により 集している。

デル事業の 組みを考慮し、65 以 であること、 ５日

日プログラムに参加すること、障害を ープンにした就

労を すること、 の があることなどを参加要

としている。 

ジョブコース実施期間中はハローワークの職 が 日デ

イ アに し、 日は 職 とプログラムを して

いる。プログラム内容はグループ活動を中 に、 理教育、

ーシャル ビジ ススキル ー ング、 タ認知

ー ング、体力作り、パ コン練習、職場実習などであ

る（表１、 ）。プログラムの にあたっては、年

や就労経験、知的 などが なる参加者の多様性を考慮

しつつ、 果的な ー ング方法やプログラム構成とな

るよう試行 しながら実施した。特に、実習後の り

りやプログラム終了後のクールダ ン（ イン フル ス、

、 上 ームなど）の方法については様々な 法を

取り れた。 

ジョブコース 了後の６ 月間は就職活動集中支援期間

とし、 とハローワークに障害者就業・生活支援 ン

ターを加えた支援 ームを組 し、職業相談や 介、

の 行などを実施した。参加者はこの期間も 科デイ

アを 用し、フ ローアップを継続した。 

支援 ームの連 は、定期的な ース会議と 、

連絡にて実施した。 

就職後も支援 ームで １年間を目安に定 支援を

行った。 

 例 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 
 の  

 

３ の について 

ジョブコースは2018年度までの３年間で７クール実施し、

45 が 了した（１クール６ ）。 了者の基本情報

を表２に す。 クール１、２ の 者がみられた。

了者45 のうち、28 が就職（アル イ 就労 む）した

（2019年 月現在）。雇用 態はパー で４時間以上の

をしている者が であった。 

就職した28 のうち25 は現在も就労を継続（３年

月）しており、離職に った２ も別事業所に 就職

し、１ はジョブコースを 講した。 
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 者の  

性 了者 (n 45) 

開始時年  平 年  33.9 

性別 性 性 31 14 

 調  17 

分障害 10 

発 障害 8 

その他 10 

 有 無 34 9 

 フルタイム就労 4 

パー タイム就労 22 

アル イ 就労 2 

職業訓練校 1 

就労移行支援事業所 2 

デイ ア継続中 14 

 

４ について 

障害者雇用に関する ・ 発を目的に、 イダンス

（講習会）を実施している。 に 通 中の 者

を対 とし、ハローワーク職 、デイ ア職 、デイ ア

用者が就労支援の実際について講義を している。事

業所の人事 者に対 を り、 障害に対する 見を

することを目的に 科 に講義を することも

あった。ジョブ イダンスは年間５回程実施し、この３年

間に計100 以上の方が参加した。地 の ーブルテ ビ

会社や新 社の取 を け、 発活動に活かした。 

 

 まとめ 

(1) から見 て た  

今回のジョブコース実施の結果から、 関とハロー

ワーク、障害者就業・生活支援 ンター等の支援 ームの

連 の有 性が改めて確認できた。就労支援では支援者相

の、特に事業所 者との の見える関係 くりが大

であると われる。また、 関とハローワーク等が連

することで、 用者本人の特性をより 確に し、事

業所での業 内容と ッ ングさせることが となりや

すい。プログラムの内容では、グループワークを通したス

キルアップと自己理解が 進されやすいものと われた。 

(2) から見 て た課題 

支援 ームのどの事業所も ンパワー不 が 題となっ

ており、 果的かつ 的な事業の が課題となってい

る。また、連 ールの開発や 分 など今後 が必

要と われる。 

 

 

【参考文献】 

１) ，他 上田 での 科デイ ア実践，

「デイ ア実践研究vol.22」，p.24-29，日本デイ ア学会

（2018） 
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連 に る就 支援の  
職 に る就 支援の取り組みと考察  

 

 子（ 法人社 有 会 ワークサ ー ンター「 」 作業 法 ） 
 

 めに 

法人社 有 会（以 「 法人」という。）は、

科 を 体とし、 ・介護・福祉を した高

のサービスを設計、開発、およびその提供を理 に 、

いサービスを 開している。 法人が実施する就労支

援サービスには、 科デイ ア（以 「 」という。）

での就労支援プログラム、就労継続支援事業所（以

「 ork- ork」という。）でのサービスがあり、 ・福

祉の に われない 的なサービス提供を目指している。 

2017年からは 共職業安定所（以 「ハローワーク」と

いう。）との連 による就労支援 デル事業（以 「 デ

ル事業」という。）を開始し、より い就労支援、定

支援を目指し、実践を試みている。 

今回、 法人が実施する就労支援サービスについて 介

すると共に、 業 福祉といった多 関での ーム

支援について事例を えて報告する。 

 

  の就 支援  

(1) 就 支援  

での就労支援は、 法人が提供する就労支援サービス

の も基 的な を う（ １）。 管理に関する

プログラムの他、就労に必要な基本的な知識、考え方の

習 を目指したプログラムも実施する。 は、様々な年 、

、 期の 用者が 用していることもあり、仕事に関

する考え方、仕事に就くイ ージなどを 体 、言 で

きるよう支援する。 

体的なプログラムとして、 法を用いたグループディ

ス ッションや、就労に必要な知識、スキルの習 を目指

す就労 プログラム（ １回 ２か月 １クール）など

を実施している。  

 

 の  

 

(2) の就 支援  

ork- orkは、Ｂ 事業所として就労の 会、場の提供

はもちろ 、 的な就労支援を行っていることに特 が

ある。地域で生活する 用者の自己実現を支援するという

法人理 のもと、「就活 の自信がない」「自分に った

ース、 用時間から始めたい」といった 用者 ーズに

した 用を目指している。 

また、別の特 に、 体の 関にて経験を だ職

が 用者の特性を見 め、支援する体制が られる。 

上 のような方 、支援体制のもと、作業訓練とともに、

ビジ ス ー講 や職業 性 ックなどのプログラム、

グループワークや 、アサーションなどを組み わせ、

人に わせたサービスを実施している。 

(3) との就 支援 事  

デル事業における就労支援では、 業との しの

が であり、 対策、書 、 行、定 支援

などを行う。 デル事業の 用に際しては(1)(2)の 用を

必 とはしていないが、そのほと どが らかのサービス

を 用しており、 、福祉サービスで提供の しい 人

に関する情報提供や 業との連 の を う。 

 

３  事例  

(1)  

 20 性。 調 の 。大学（ 学部）卒業後、

大学 進学するも中 。 所管 課に し、 年後

より 業 様の発言が見られるようになった。 様の

えも出現。 職後 か月で 職。その後、 や が

出現し、 状態となったためＡ 。 後、

法などの を実施。 を に、自 から い

法人 田 の となった。 

(2)  

 【 】  

と 時に、生活リズム安定を目的に 通所を開始。

通所初期は本人の意 表 が しいものの、いずれは就労

したいとの が かれた。自ら 的にコ ー

ションを取ることは少ないが、 動や には 的に参

加していた。 

年 １ 月目、 にて就労 プログラム、 教育

プログラムを開始。参加中の発言は表 的な内容が多いが、

講義内容の理解の高さが えた。 

用開始２か月目から ork- orkを 用。 と ork-

orkで、自己理解の状況を共有。 ork- orkでは、作業訓

練と並行して職業 性 ック、アサーション、 、ビ
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ジ ス ー講 を実施。上 のプログラムから本人の強

みとして、『口 での指 理解が良好』であること、作業

に関して高い『 確性』があることがわかった。 とし

て報連相などの『ビジ ス ーの さ』、『自分の考

えや意見を えることの さ』が えた。また、これま

での就労経験から『 取りを立てることが 』な が

えた。これらの 向から、 調 の ではあるが、

発 障害 向との見立てが立てられた。強み、 みについ

ては本人と共有、特性については 職 と共有し、サ ー

を行った。以 、情報 理過程におけるア ス ン の

視 （ er. ）を用いて特性を す（ ２）。 

 

 

 理 に ける の  

 

 【 】  

デル事業の 用を開始。 ork- orkが中 となり、

（ ）、ハローワークが連 し、支援を行った。 と

ork- orkでは、前 の課題に対して介 を継続。ハロー

ワークとも情報共有し、本人の特性に わせた 人先を

した。その中から、口 指 の理解度の高さや 確性、

本人の体力を考慮し、 料 の ック ー 業 が

となった。そこで、ショッ ング ールで 開する

業（特例子会社）と連 。本人、関係者にて、実際の職場

見学を行い、 時に 業が める人 などの 明を いた。

その後、本人の意向を確認し、職場実習を行うこととした。 

 【 ３ 】 ３  

実習前、関係者と 業 者、実習指 者、本人で事前

協議を行い、業 の れや不安の有無を確認。本人の 意

のもと、特性や現在までの経 を共有した。 

実習は全４日、１日６時間で実施。実習中は、 デル事

業関係者が し、 業 者と業 状況や本人の様子、

課題等がないかを確認した。指 理解の良さ、 確性 の

があり、本人 フィー ック。ただし、 スタッ

フとすれ う際に が出 ないなど、 ー の課題も

見えた。実習中の様子は をは め、 と情報共有し、

実習終了後に える をとった。 

実習後、本人と 談し、応 の意 を確認。 書 、

等のサ ー を行い、 には ork- ork職 が

行、本人の特性等について 明を行った。 

 年 16 月、 用 定し、現在も 業支援業 に

わっている。 用後の現在も、 業 ハローワーク

ork- orkが連 し、継続的な支援を行っており、更に障

害者就業・生活支援 ンターも加わり、 的な支援を実

施している。 

 

４  考察 

今回の事例から、多 関が 果的に情報共有、連 する

ための イン を考 する。 

(1) いの の  

就労支援を行うにあたり、１施設が で関わることは

なく、いくつかの 関が多方 から関わることが多い。多

関が関わる上で重要な として、それ れの を

していくことが られるが、それらを改めて共有するこ

とは少ないのではないか。就労支援に らず、 サービ

スに共通するが、それ れの支援は 続的なものではなく、

時並行的に行われることが少なくない。その方に った

タイ ング、内容の支援を提供するために、 いの 関を

知ること、 を理解することが必要だと考える。 

(2) 見立ての  

関の を に 行するには、 ク ルで支

援を行うことも重要だと考える。その際、その方の特性

（強み、 み）や見立てを共有することが重要であり、そ

れをもとに支援やサ ー を行うことが必要だと考える。

や障がいにのみ目を向けるのでなく、その方の全体 、

生活 や家族関係を む を まえて見立て、共有でき

る人 、スキルが就労支援の イン とも考える。 

(3) の さの自  

今回の事例以外にも 関と連 する中で、 関に

対しての の高さを うことがある。 者自 は

関での 経験、 法人施設に わっているからか、こう

いった の高さを る 会が少なかった。関係者から、

連絡していいのか、相談していいのか、と られること

もあり、その ャップを 認識するが、この の高さが

果的なコ ーションを 害しているように る。

自 も め、この を自 した上で、コ ーション

を り、連 することが 果的就労支援に必要だと考える。 

 

【連絡先】 

 子 

 法人社  有 会 

ワークサ ー ンター「 ork- ork」 

310-0004 3923-5 

029-231-7066 

mail keiko.tomita@yuhokai-kuritah.com 
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学に ける のある学 の就 支援の  
： の から 

 

   （ 立障害者リハビリテーション ンター研究所 ） 

本 容子（ 立行 法人 立特別支援教育 研究所） 
 

   

年、大学 の進学 が 50 という状況の中（文部科

学省 2018）１）、大学に在 する発 障害のある学生（

いのある学生を む）が 加している。発 障害がある場

、卒業時の進 に たっては、一般雇用のみならず、

障害者雇用も一つの となりえるが、大学進学まで果

たした学生にとって、就職時に自 の障害特性を自 し、

けとめ、必要に応 て障害者雇用の を することは

容 ではないと考えられる。 

全  の会（2017）が、会 に対して実施した調査２）

では、大学卒業（中 ）者の初職では障害者雇用の就業者

は 13 に過 なかったにもかかわらず、調査時 では障

害者雇用の就業者は45 となり、 も多かったことが さ

れている。このことから、大学に進学したとしても、大学

卒業（中 ）時に、障害者雇用を進 として ぶ者は少な

いこと、しかし、その後、一般雇用で就職し継続できる者

は られていることがうかがえる。 

他方、  法人 ing （2015）が大学のキャリア

ンターを対 として実施した調査３）では、回 ンター

の 57 で「障害者 を活用した就職に向けた支援」が

取り組まれていることが されている。学生が自 の障害

特性についての自 が しかったり、障害の けとめが

しかったりする場 、大学において就労支援に わる支援

者は、障害者雇用を視 に え、学生に を めたり、

障害者を対 とした福祉サービスについて情報を提供した

りす きかどうか、 がつきにくく、支援に たり り

ごとを持っていることが 定される。 

大学におけるこうした支援の実施は、今後の課題であり、

学生の「 別性」を まえつつ、 重かつ に取り組ま

れる必要がある。このような から、そのための基 的

知見を明らかにする必要があると考えられる。 

 

 目  

本調査は、 年制大学(学部)に在 する発 障害のある

（または いのある）学生に対するキャリア支援の充実に

向け、「学生の 別性を まえつつ、学生のキャリア 成

（職業 性の など）やキャリア ・意 定（就

職活動の状況や、就職先の 定など）を 果的に支援して

いくためにはどうすればよいか 」を明らかにすることを

目的とした。 

３   

(1)  

調査実施時期は2018年３月であった。調査方 は、

法による での 出調査とした。調査対 は、全 の

年制大学に設 されているキャリア ンター（450 か

所）、学生相談 （450 か所）、保 ンター（450 か所）

の計 1350 か所とした。結果、273 か所から回 を た

（回  20.2 ）。そのうち、 分以上が無回 であっ

た１ を無 とし、272 を有 とした。なお、分

ごとに有 回 は なる。 

(2) 目 

目は と自 を組み わせて構成され

た。内容は、回 者の基本 性として、発 障害者 の支

援経験、発 障害の障害特性に関する知識の程度、障害者

の就労支援に関する知識の程度、所 部 の状況等を

た。次に、発 障害学生（ いを む） のキャリア支援

を実施した ースについて、学生の基本 性として、学生

の特 、学生に対する支援内容、学生の進 を た。 

 

４  

回 のうち な結果の一部を報告する。 

(1) 者の  

 支援 と  

発 障害のある人に対する支援経験の有無（大学外の支

援経験を む）について、「経験なし」と回 した人は、

18.8 で、「経験あり」と回 した人は、72.4 であった。

発 障害の障害特性に関する知識の程度について、知識が

ある（「かなりある」と「すこしある」の 計。以 、

）と回 した人は、80.2 であった。障害者の就労支援

制度に関する知識の程度について、知識があると回 した

人は、72.3 であった。 

  の  

大学における所 部 は、「キャリア ンター」32.8 、

「学生相談 」20.1 、「保 ンター」15.0 、「その

他」22.2 であった。発 障害の のある学生の 用の

人 は、「 していない」15.0 、「0人」9.9 、「１

２人」20.1 、「３ ５人」18.4 、「５人以上」

25.9 であった。 

さらに、発 障害の のある学生の障害 は、  

「 」2.0 、「 」17.1 、「自 ス ク ラム障
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害」39.2 、「その他」1.0 であった。過 ３年間に、

発 障害やその いから、就職に しい を える学生

に対し、キャリア支援を実施した経験は、「あり」57.7 、

「なし」34.8 であった。 

(2) 学 の  

  学 の  

回 者が、これまでに支援した発 障害やその いのあ

る学生の ースのうち、「障害を雇用 に開 し、支援を

けて働く」 をした方がよいと見立てた学生について、

「学生が えていた 」（ １）のうち、あてはまると

いう回 が多かったのは、「人とのかかわりにおいて不自

さがある」79.3 、「こだわりが強い」78.6 、「新た

な の不安 ・ が強い」74.6 等であった。 

  学 に る支援  

支援の「基本的支援」（ ２）のうち、あてはまるとい

う回 が多かったのは、「自部 の 用を す」93.7 、

「 理的ス ス」93.6 、「 り を きだし、一 に

整理し対応を考えていく支援」89.7 、「自分についての

理解を す支援」88.1 、「仕事についての理解を す支

援」86.5 等であった。 

 

 

  学 の  

学生の卒業時の進 は、「一般 いの就職」37.3 、

「障害者 を活用した就職」27.8 、「障害者の就労支

援 関での訓練等」12.7 等であった。 

 

 考察 

大学における発 障害のある学生について、その学生が

えている や、実施している基本的支援が明らかに

なった。今後は、学生にどのような支援を行うことが学生

の なキャリア に重要であるか、 目間の関連等を

計分 で明らかにすることや、自 回 の 的な

回 を組み わせ分 していくことが期 される。 

 

【 文献】 

1) 文部科学省 学校基本調査 平成30年度結果の 要 （2018) 

2) 特定 活動法人全 の会 教育から就業 の移行実

態調査報告書 （全 の会・会 調査）（2017） 

3) 特定 活動法人 ing 発 障害のある（または わ

れる）大学生に対する 果的な就職支援のあり方に関する調

査 日本 成報告書（2015） 

 

【連絡先】 

 （ 立障害者リハビリテーション ンター研究所） 

e-mail seino-kai@rehab.go.jp 

 学 が ていた   支援 
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学と の職 と した 

学 の 支援 

した と 見 の  

 

口 明日 （高 大学発 科学部 教 /学生相談  ） 
 

 と 学の 学 支援の  

本発表は、大学の障害学生支援において、地域障害者職

業 ンターや障害者就業・生活支援 ンター、発 障害者

支援 ンター等の 関と協働した、キャリア 成 び共通

見解の 成に る取り組みについて報告する。大学のイン

ターンシップ実習等の 会を活用しながら、協働してア

ス ン を実施することで、障害学生の自己理解の 進や

職業 性の向上を らいとする支援の方向性について関

係者と保護者間で共通見解の構築を行ってきた。 

(1) 学の 学 支援  

本学は、経 学部と発 科学部の２学部で構成され、大

学１学年の 学定 175 の小規 校である。地域に

できる人 の 出を目標に「対 にみちみちた たかな人

間教育をめ す大学」を 学 として、学生一人 とり

とのコ ーションを大 に、学生自 の「 き」

をサ ー する教育体制を整えている。本学の特 の１つ

は研究 制度であり、学生は１年次から少人 制の

ール（研究 ）に所 している。１ ールあたり10

程度で構成されており、 学時から卒業まで、 ー

ル教 （以 「 教 」という。）が となり学生の

アをしていることで、きめ やかなサ ー を実現してい

る。障害学生支援は、学生支援部に設 された学生相談

を窓口として対応しており、学生相談 には、 理 の

アを する教 ２ と障害学生支援を する教 １

が学生相談 として されている（ １）。障害学生支

援 の相談 は、社会福祉 資 を所有し、特別支援教

育、職業リハビリテーションを専門 域としている。 

 

 学の 学 支援  

平成30年２月から平成31年１月までの１年間の 相談

支援 は226 であり、 用学生は12 、継続支援学生

は10 であった。 用学生の支援の 向は、学年が上がる

につれて、学生一人 たりの支援回 平 が 加していた。

また支援 の多い月は、３月、４月や 月、10月などの

学期の り え時期である。 

(2) 学 の 支援に ける の連  

本学の障害学生支援では、『障害学生自 の 性 の

きを目的とする協働したインターンシップの実施』、

『保護者の障害理解と障害 容を すための協働したアプ

ロー 』、これらを実現するための『関係 関の相 の

な情報 と 分 』をキャリア支援の取り組みとして

実施している。連 している な地域の職業リハビリテー

ション関連の支援 関は、地域障害者職業 ンター、障害

者就業・生活支援 ンター、就労移行事業所、就労継続Ａ

支援事業所、発 障害者支援 ンター、ハローワークな

どである。その他 関やその他の関係 関との連 も

学生の状態に応 て、協働して支援の提供を行っている。 

 

 との連  

 

 した と 見 の の  

協働したア ス ン においては、その学生の障害理解

の程度は障害の の有無等においても、初動としてアプ

ロー をする支援 関は なる。 に を けており、

自己理解 のアプロー が一程度できている学生において
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は、キャリア 成につながる自己理解の支援として、職業

ンターによる職業 や就労移行支援事業所や就労継続

支援Ａ 事業所、大学内でのインターンシップを活用して、

実体験を伴う職業ア ス ン を実施している。こうした

インターンシップを行う際には、そのア ス ン の

については、それまでに支援 関のフ ー ルア ス ン

結果のある場 には、その情報と学校や支援 関の関係

者のインフ ー ルア ス ン の結果を まえて、支援

者と本人・保護者 めてその 目等を 定してア ス ン

シー を作成している。その際には、『就労支援のため

の ックシー （訓練生用）』等を活用しながら 目を

定し、必要に応 て 目の 加を行っている（ ３）。 

３ して した 例 

 

のない学生の場 、学生の「現状」の け め方や

知りたい 持ちが「特性理解」に向かっているのか、「進

の 題」に いているのかによっても、 関の

を 先するのか、職業 ンターや発 障害者支援 ンター

等の支援 関の提供する体験等を 用して、自己理解につ

ながる 会 出を 先するのか、その は なっている。

こうした学生 のアプロー の やそれ れの支援 関

の提供する支援のタイ ングについては、関係 関の支援

者と情報 を かに行いながら、その方向性や時期を調

整している。本人と保護者 支援を提供している過程の中

なかで、中 となってこれらの状況をコーディ ー して

いくのは、 的には障害学生相談 が っているが、支

援の事例によっては、本人・保護者の意向や信 関係の構

築の状況や変 によって学外の関係 関に 的な立場を

お いすることもある。この の調整についても関係者間

で状況を共有しながら学生 び保護者にとってキャリア

成や就職支援を けやすい や状況の調整を行って支援

している。協働してア ス ン を行い、共通見解を 成

する上では、 られた地域資 の中で『 題を先 りしな

い』、『大学と地域 関でそれ れがどのように や支

援の内容を分 するか』という を として意識して協働

している（ ４）。   

 ４ 者就 支援の 組み  

 ら 2 1 り  者一 改変 

 

３ した 支援の と課題 

協働したキャリア支援を実施する上で、連 を にする

ほど生 た業 は、情報共有に関わる作業であった。

関係 関との協働において相 の を活用しきれなかっ

た事例では、情報共有や支援会議の日程調整業 の さ

などがあり、関係 関との情報共有の不 や支援方向やそ

の進度の共有が不 していたことが であった。現在、

学内の障害学生支援 者は１ であり、関係 関との連

をす て っている。そのため持続 な協働体制構築

の基 としては、 である。関係者との学内において関

係 関と連 を える人 の重 的な育成が であるこ

とが明らかとなり、また かな情報共有の やス ジ ー

ル調整の仕方についても、 がいる。関係者と情報共有

や支援会議のス ジ ール調整について、 関係 関でア

ク ス な ールの活用なども する必要がある。 

 

【参考文献】 

1) 一 ら 保 、福祉、教育分 における障害者の

職業 と就労移行等を 進する地域支援のあり方に関する

研究（調査研究報告書 o134）(2017） 

 

【連絡先】 

口（藤 ）明日  高 大学 発 科学部・学生相談  

川 高 日 960 el 087-841-3255 

e-mail afujii@takamatsu-u.ac.jp 
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【 がある 学 の就職支援】 

を した みと の 連 について 

就職 の を とに  

 

小川 （ 会社 ン ッジ） 

 （ 会社 ン ッジ） 
 

 に ける がある学 の  

(1) 学 の  

高等教育 関には多くの障害学生が在 しており、その

中で発 障害のある大学生の人 は日本学生支援 構1）に

よると平成30年度で5 063 （前年 113 ）とされて

いる。また、発 障害の 性があり、 らかの支援を必

要とする学生等、いわ るグ ー ーンの学生の 在もク

ローズアップされている。これらの としては発 障害

者支援法の施行や、障害者 別解 法の施行により 理的

慮の提供が められ、 立大学では提供が義 、

立大学では 力義 されたこと等が考えられる。 

一方、日本学生支援 構2）のデータから 出すると、卒

業後の状況として発 障害学生の就職 を見ると 48 と

なっている。一般学生の就職 り 場という状況、また

障害学生全体の就職 58 と すると、発 障害があ

る学生が社会にうまくつながっていない現状が見える。 

(2) 学 支援の中 見 て た課題 

社は関 を に2013年から発 障害のある大学生や

卒業生の就職支援を実施しており、就活 講 やイン

ターンシップ講 、就労移行支援事業を通して1 000 以

上の 者の就職をサ ー してきた。 

発 障害のある学生や就職に さを える学生は一般

雇用か障害者雇用かで れており、 社としては障害者雇

用につないでいく ーズ の対応に られるという課題が

あった。また、大学との がりの中で、学内の情報連 の

しさや卒業後に外部につないでいく際の情報連 の し

さを ていた。さらに、 業 としても学生のことがわ

からない状態では 用が しいという課題があり、発 障

害がある学生の支援に様々な課題があると ていた。 

 

 を した  

上 の課題意識から、 社にて ール（ oosterキャ

リア）を開発し、支援情報の や強みと 慮の見える

を った。また、見える を った上で就活が出 る ッ

ングイ ン を開 した。 

(1) について 

「 oosterキャリア」は、強みや 慮事 などを自分で

整理することが であったり、働く上で知っておいてほ

しい 慮事 のある学生・ 職者が、大学や支援 関のア

イスを けながら み上 た強みや 慮事 などの情

報を自分で管理し、支援 関や 業に情報を共有、 業と

の ッ ングができる「支援 共有 」就活サイ であ

る（ １）。 

 

 

  

 

(2) について 

就職 の さについて課題意識を持ち、平成30年２月

に計３回、働き らさを えた人を安 して社会に り出

す ッ ング会を実施した（障害者雇用 ２回、一般雇用

１回）。イ ン については高等教育アク シビリティ

プラッ フ ームが し、大 、京都 、ジョブジョ

イン 大 、一般社 法人アク シビリティ・コン ーシ

アムの協力として実施をした（ ２）。 

 学  

発 障害の がある。もしくは働き らさを えた卒

業年次の学生 

 時  

平成31年２月 計３回 

 参 者  

大学25校、学生34 、 業17社 

  

本イ ン については フ ーズと ッ ングフ ー

ズの つに分かれると考える。まず、 フ ーズとして

学生が自 の情報を ・整理してくるようにし、大学の

支援者と共に自己 や 慮事 を oosterキャリア上に

してきてもらった。次の ッ ングフ ーズでは学生の

多様な ーズに対応するため、障害者雇用・一般雇用 め

て の を用意した。 
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参加者34 のうち、28 が社会資 につながる結果が生

まれた。まず、 業に内定をした学生 は11 （一般就労

４ 、障害者雇用７ ）であった。そのうち、 が実際

に就職をした。次に内定は取れなかったものの、福祉 関

や地域の就職支援 体などに17 が がった。６ につい

てはその後の連絡が取れず、確認が出 なかった。 

   

３ 考察 

参加者34 の結果について、 用につながった事例につ

いて を社会 応度、 を専門性として リックス

で整理すると、ボリ ーム ーンが３つあった（ ３）。 

(1) の 一   

業 が学生の専門性を し、社会性については

み ったことで ッ ングした。 

(2) 事 の 者   

就職活動が上 くいかなかった経験から本人の自己

理解が進 でおり、それを 業に えることができた

ことで ッ ングした。 

(3) に ら か た   

就職活動に全く取り組めておらず、特に本人の自己

理解が いと、 業 はリスクを やすい。この

については、 ッ ングの 会だけでは しいという

ことがわかった。 

 

 

３ の３  

 

４ 後の課題と取り組み 

ールを使った情報の見える と、情報共有を行う

場としてイ ン をすることで、卒業間 で進 定で

あった学生の中から社会につながる が一定 いることが

わかった。しかし、課題を まえた取り組みが今後も必要

と考える。 

(1) 後の課題 

フ ーズにおける学内での 支援や、 ッ ング

までに れない学生 のサ ー 、専門性に基 いた

の提 、ア ス ン の共通言 、定 支援の仕組み

くりが必要となる等、今後に向けての課題が る。 

(2) の  

働き らさを えた学生の は えていることからも、

より多くの学生に 会を提供する必要があると考えており、

2019年度は、関東、東 、関 で ッ ングの 会を や

していく。そのためには 地域において、学生に提供でき

る を作り上 る必要があり、 社だけでは があ

ると考える。 ーフティー ッ となる 地域の福祉 関

や 業、大学と連 を行い、働き らさを えた学生を中

とした ッ ワーク作りをしていくことが今後の取り組

みとなる。 

(3) の  

今後は就労移行支援事業所等から 業 の就職において

も ールを活用したジョブ ッ ングを行い、 業開

やジョブ ッ ングの の向上に できるように、

ける福祉 関とともに研究を進めていきたいと考える。 

 

【参考文献】 

1)2）日本学生支援 構 「平成30年度 大学、短期大学 び高等

専門学校における障害のある学生の 学支援に関する実態調

査結果報告書」 

 

【連絡先】 

小川  

e-mail:keno@en-c.jp 
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理 をと した 者に る 支援に る  
 者に した の  

 

本 子（ 作大学 教 ） 

 子（ 生大学） 
 

  めに 

平成16年に発 障害者支援法が制定され、発 障害者の

定義や社会福祉法の確立により支援が充実してきた1)。 

 一方で、 別による の支援は不十分であり、 年

期の発 障害者の 生活は、 や過 などの 行動の

りや生活習 の 期 等の 題が指 されている2)。 

 そこで、発 障害者 の 支援の一 として、 自立

に向けて一人で調理ができるようにするための支援方法と

対 者の特性3)に対応した リジ ル シ を作成し、

料理教 （以 「教 」という。）を開 してきた。こ

れまでの教 開 を り り、対 者の特性に対応した

シ 、参加者の調理 や 意識の自立度の を行った。 

 

  

(1) び  

平成22年 平成29年の 年５ 月の期間において年

回、 部に在 する 性発 障害者で 支援 関

の推 があり連続参加が な方を対 とした。 

(2)  

教 の開 は、協力 関との 会議で対 者の 性等

の共通理解を り、支援方法ならびに 上の 題 を

し実施した。参加者にとって調理実習が成 体験となり、

自立に向けて一人で調理ができるようにするための支援方

法を し、支援プログラムを実施した。また、支援プロ

グラムで活用した シ を一 の本にまとめた。 

(3) び 者 

おかやま発 障害者支援 ンター 支所を中 に 作

地域の発 障害者支援 関の支援者 び本学 学科教

や２年 ４年生の学生ボランティアの協力を て実施した。 

 

３  

(1) の支援 の  

調理の 立作成と作り方を した専用 シ を作成し、

々に した支援方法を した。 

 献立 の 一  

７回の実習が自 での調理の がかりになるよう、 立

では 定、 り方、調理方法など試作を重 て し、

一 間分の 立表となるように作成した（表１）。 

 者の に した の  

参加者の特性に 慮した は次の通りである（ ）。 

  一 の献立  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 者の に した  

 

1) シ の１から に調理を進めれば 後に３ ４ の 

料理が 成するようにした。 

2) や を れて視 的にわかりやすくした。 

3) 調理 を で し終わりがわかるようにした。 

4) 作り方の にルビをつけて みやすくした。 

5) な調理用 は試作を行い した。 

 理に ける支援 の  

調理支援の方法は、関係 関の支援者の指 ・ 言を

け、自立に向けての支援方法を し実践した。 

( ) かい  ( 者に向け)  

調理サ ーターは参加者の に し、サ ーターが

シ を指でな りながら に出して み、１つずつの調理

を確認し、調理を いながら進めた。 

( ) 見 り 自立 の  

参加者の に し、調理を見守り必要に応 て かけ 

や調理の いを行い、自立 の をした。 
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( ) 面 見 り 自立を目  

参加者の対 に し、 離をとって調理を見守り、必

要に応 て かけをして自立を目指した。 

(2) の支援  

 参加者一人に１ の調理 で、学生調理サ ーター１

と シ を活用し ２時間の調理を実施した。 

 の支援  

参加者が安 して調理ができるプログラムを作成した

（表２）。 

 

 理 の支援  

  

    

  

  

   

    

   

 

 理 の と  

実習前に調理ルールや調理 イン を で 明し、

の り方や 意が必要だと われる 所は実 を行った。 

 理中に ける 支援者の見 り 

調理中は、参加者と学生サ ーターが 題なく調理ができ

ているか、支援方法は か、専門の立場で支援者が見守り、

教 終了後の ンフ ンスで指 ・ 言を け、 題 等

は改善し、次回の支援に活かすようにした（ １）。 

 理中の支援者の見 り 

 

 に る の  

意識向上のため、 回の料理は生活習 の予防に

なることを や で え、 確認のために資料を した。 

(3) 支援の  

教 終了後には、学生サ ーターと関係 関の支援者と

で、調理の い、 サイン、 シ の理解度、サ

ーターの立ち （ ・対 ）、会 等を し い、専

門的な 言を け、自立に向けた支援を し、実践した

（ ２）。また、参加 ７年のＣさ の を年次別に

まとめた（表３）。 

( ) 者の に した の 行 

教 に参加できない人のために シ の要 があり、７

回分の 立 シ を一 の シ 集にまとめ、活用の解

書も して関係 関 した（ ３）。また、本学 

 

 Ａさんの例  参 理 し 

 Ｂさんの例  参 理が  

３ Ｃさん 参 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 者の に した と  

 

のリ ジ リに し、 者は 時必要な 日の シ

を活用できるようにした（https://mimasaka.repo.nii.ac.jp  

 

４ まとめ 

  

  

  

 

 

 
【参考文献】 
1) 内 「平成29年版 障害者 書」p.29-32 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/
enbun/indexpdf.html  

2) 内 「平成29年版 障害者 書」p.143-144 
3) 内 「平成29年版 障害者 書」p.33-35 
 
【連絡先】 

本 子（ 作大学生活科学部 学科） 
e-mail morimoto-k@mimasaka.ac.jp 
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就 移行支援事 に ける職 の取り組み 
者の の  

 

今  子（特定 活動法人クロスジョブ クロスジョブ ） 

加 間 （特定 活動法人クロスジョブ クロスジョブ 田） 

田  （特定 活動法人クロスジョブ） 

川  （特定 活動法人クロスジョブ クロスジョブ ） 
 

 目  

年、働くことを すれば誰でも働ける時 になって

きている。しかし、新 社 の３人に１人は３年以内に離

職している現状があり１)、障害の有無に関係なく就職後の

定 が課題である。一方で、就労移行支援事業所を 用

しても、１年後の定 は72 である２)。この の

には、 年度より就労移行支援事業の基本 が６ 月継

続就業者 に変更され、障害者雇用の な がりも相

まって、職業 性が伴わないまま就職に ってしまう現

状があるのではないかと推 する。 

・ 口によると３)、ハー スキル（ 職 行スキ

ル）ではなく、日 生活 力や対人関係など就労生活に間

的に関連する フ スキルが離職理 として多く ら

れており、就労移行支援事業所では フ スキル のアプ

ロー が重要だと考える。 

本研究では、就労移行支援事業所で フ スキルをどう

につけていくのか、ルールブック、日報、体調管理表な

どの ールの使用、 談を通 た本人の きなど、クロ

スジョブの 性支援を報告することを目的とする。 

 

 の支援 

支援の れを表に す。平成30年度の平 用月 は

14.5月（ 用期間を えて就職できなかった方は であ

る）。事業所内訓練、施設外就労訓練、 業実習を通 、

ハー スキルだけではなく、 フ スキルのア ス ン

にも力を れている。また、 １回 支援者と 談を行

うことで、訓練と相談の連続的な支援を行っている。 

 

 の支援の れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設外就労訓練 

事業所ごとに の め、ス ー ジムでのタ ルたたみ

作業に取り組 でいる。グループ作業のため、協調性や上 ・

との き い方など、 業での る い方を学ぶことがで

きる。また、指 者は事業所の支援 のため、安 して で

きる を設定している。 

 

３ 事例  

(1) り るＡさん 

 者 

キ（ ）、20 性。 。学校では大きな り

ごとなく一般大学を卒業し、一般就職。 度 意を けて

も スがなくならず、 の めもあり 。 の

を ける。その後、離職。 を けたことで自信をな

くし、 きこもりになる。発 障害者支援 ンターに相談

に行き、自分にあった働き方を知りたいと きがあり、

用開始となる。支援者から見るとできていることが多く

あったが、自分に自信がなく、 的に見る しさがあっ

た。また、不安 から が分からない体調不良を える

こともあった。 
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平日の ５日、9時30分 15時30分の訓練に参加。 

【 管理 】 

自分の体調を管理・ を するために、 ・

・訓練内容・体調・状態や対策 を できる体調管理

表を作成。 談の中で体調管理表をもとに支援者と一 に

り り、(1) の変 で を けやすいこと、(2)

になると 労 が していることが分かった。休 を取

り れながら訓練を行うことにより、(1)(2)ともに が

少なくなることにも かれ、訓練目標に設定し取り組む。

また、 様の目標で 業実習に参加し、『120 で り

す ている。ありのままで らしい』と 業から を

もらい、「無理をして今まで過ごしてきたが、ありのまま

の自分を してもらえたことが一番 しかった。自信を

取り せた がした。」と され、大きな を た。 

  

業見学６社、 業実習２社（雇用前実習１社）を経て、

用11 月で 用を した。 業の中で相談をしながら

自分の ースで作業をすることに取り組み、現在も働き続

けることができている。体調管理表の作成 初は ールあ

りきだったが、自分で し り り、 を探ることで

自己理解に ることができ、本人に った働き方を見つ

けることができた。 

 

(2) を して見 しを てる に たＢさん 

 者 

キ（ ）、20 性。 者。 少期から家族や

りのサ ー を けながら過ごしてきたため、就職に向

けても支援 関のサ ー が必要と られ、 用に が

る。作業 力は高かったが、就労経験がなく、 フ スキ

ルに課題があった。 

  

「 生と一 に大学を卒業するタイ ングで就職した

い」との があり、大学４年時の 休みからクロスジョ

ブ 田を 用。卒業に必要な を取 できていたため、

平日の ５日、9時30分 15時30分の訓練に参加すること

ができた。 

【 】 

用開始 後はイ ンを けながら するなどの行

動が見られた。また、予 していないことが きた時に

りから大 で報告するなどの行動も見られた。 談では、

キが取る行動の意 を確認した上で、 囲の人からど

う見られるのかを提 し、 わりになる を考え、ルー

ルブックに とし でいった。 を考えることで、

発的なことが きても見通しが持てるようになり、 ち

いて対 できるようになった。 

  

業実習６社７回（雇用前実習３社）を経て、 用１年

７ 月で 用を した。 用開始 初は、作業経験を

めば就職できると っていた キだったが、訓練や実習

を通 て「自分は予めルール めをしていると安 して仕

事に取り組める」という フ スキル の きに る

ことができた。また、実習を重 る に自分から 業の

ルールを明確にしようと 業の 者に ができるよう

になった。現在もルールブック（ ー ）を活用しな

がら、働き続けることができている。 

 

４ 考察 

事例で支援に使用した ールを 介したが、 ールあり

きの支援では本人の きに がらず、就職後にも訓練期

間と 様の 題が生 、離職に がりやすいと考える。そ

のため、就労移行支援事業所では、本人の自己理解を め

ながら フ スキル アプロー していくことが重要であ

る。自己理解を めるには、訓練だけではなく、実体験が

必要であると考える。また、実体験を通 て たことを支

援者がいかに り るかが重要である。 

クロスジョブでは１人 社、体験実習を経験した後に就

職活動に でおり、訓練と実習の連続的支援に取り組

でいる。本研究で実習の取り組みを 介したが、実習前に

本人と目標を設定し、実習後に り る時間を設けている

ことや、実際に 業 を けることで、本人が自分の強

みに いたり、課題に向き ったりする 会が作れてい

る。また、就労移行期間に多様な経験を むことは自己理

解を めるだけでなく、就労後も に せず、 く働

き続けることができるのではないかと考える。 

 

【参考文献】 

1) 厚生労働省: 新規学卒就職者の在職期間別離職 の推移 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001

37940.html ( 日 2019年8月12日) 

2) 障害者職業 ンター 障害者の就業状況等に関する調査

研究 調査研究報告書 o.137 (2017) 

3） ・ 口 一 アス ル ー に特 した就労支

援 アル -職業 ン リングからフ ローアップ

まで 明 書 (2018) 
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がい者の 職 と 支援 について 

 

川 ち さ（ 会社 ッ ビジ ス イ  シ アー サービス部 部 ） 
 

  

期雇用を実現している発 障がい者について、継続的

に実施している職域開発と支援活動、課題解 法について、

体的な事例を えて発表する。 

 

 事例の  

(1) 時の  

Ａ( 性) 社 11 年目 保 福祉 ２ 発 障が

い。2006 年 社設立と 時に 業 書 者として

社。 書 システム の書 情報・ 、 出本

理・ 等を 。業 内容・ 性考慮のうえでの 用

だったこともあり、課題はあるものの仕事内容はＡに っ

ていた。2010 年４月 書 に伴い が必要となる。 

(2) 後の と課題 

経理 の事 行を行う部 に 。部門としても

初めての発 障がいの け れで、知識もなく、支援体制

も だった。業 は 業 から り出す で 業

を 定し、組み わせて１日の仕事とした。 業 を

者から 指 を けながら対応をする となった

ことにより、多々 題が発生した。 

 支援 の 題  

 

これらに対しては、 

・業 指 者、支援者による ース会議、対 法  

・支援 関との定期的な ーティング 

・障がい特性の勉強会の実施 

等により、業 行上のルール めや本人 の指 ・ 言

の 一などを行っていった。多々施策を重 るなか、課題

はあるものの、 の安定や一定 ル以上の業 行は

できるようになった。ス ジ ールボー は、本人も自分

がやりやすいということを発見でき、現在も 用している。 

  改善  相談先  

 

  
３ かけの  

 

３ みを かした職  

時間をかけて習 した業 も、システム や業 改 に

より 、 小、という事態が頻 に発生し、都度 を

してもらうかを むようなことも こった。業 の

の関係で対応時間も定まらず、 れで多 多様な業 を

組み わせて１日を過ごすことは、特性上、本人も支援者

も大変やりにくい状況であったため、 とか１日の

になるような仕事が必要、という いだった。 

的な不安定さやできないことに目が行きがちだが、

日々の の中で、Ａのよくできること、強みを指 する

も出るようになり、 い って、それまでリーダーが

してきた ック業 を してもらう、という構 に

り、試してみることにした。 

業 継 時には、特性上の 慮は だが、意識を上

てもらうことにも 力した。Ａのどういうよいところを

しているので、その仕事を してもらいたいと考え

るのか、期 を えるとともに、業 の 、 との関
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係等、仕事の全体 を理解してもらい、作業的な対応にな

らないよう留意した。 

４ 目した み 

 

業 継 にあたっては、 

・ 的に、時間をかけて 業 を やす 

・ ス の不安を するため、必ずダブル ック体

制をする（安 させる） 

・  がはっきりしないものは を める 

・相談先を必ず明 する  

・ 書構 ・視  

・ はす ける。不明 ・ になることを え む

時間を短くする。 

等に留意した。結果、 実に実行できることがわかった。 

 

 の  

 

４ り した のための取り組み 

のある仕事のうえ、イ ラーな事 の発生や、

やルール改定による業 仕様変更もあり、 
・ の連続による 労の 、その自 の さ 
・過度な確認行動 
・情報共有など とのコ ーションの在り方 

等において、 ティブな行動が 在 している。 
りごと の対 法は、支援 関や に相談して

言を 実行してきたが、本 に必要な時に めたことを

実行するのは しい。そこで改めて、 りごとが発生した

際の対 法としてクライシスプランの策定を している。 
 

  

 

 わりに 

発 障がい者にとって、生き らさや不調不安との対

法はおそらく 遠のテー だろう。そのような中 期雇用

が実現できているのは、これまで支援指 に関わった方々

の り強い対応と試行 の結果もあるが、本人の「働き

続けること」に対する 持ちの強さでもあると考えたい。 
一方Ａが しているような事 業 は、Ａ やテク

ロジーの発 により、今後さらに大きな変 を える。

Ｃを使った一般的な事 作業はなくなり、 々は に職

域の開発に られるだろう。 
そ な状況においても、 々障がい者雇用を推進する事

業所は、先を見 えつつも、今 している変 に応 て

らが 事できる仕事を開発し続け、安定した成果を発

できるよう、指 支援していく必要がある。 年度 社が

スター発表させていただいた Ａの活用による職域

大と支援強 も実 が出ている。 
らの成 と事業の 大を 立させることに、大きな使

や 々自 のやりがいも ながら、会社活動を継続

していきたいと考える。 
 

【 】 

第26回職業リハビリテーション研究・実践発表会 発表 文集 

「 スター発表」「17 ( )の活用による障がい者の職域  

大と支援強 の取り組み」 

 

【連絡先】 

川 ち さ 

ッ ビジ ス イ  シ アー サービス部 

e-mail chigusa@mail.benesse.co.jp 
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を と る の を考 る の  

 
藤田 （職業 力開発 大学校 教 ） 

 ・  まほろ・  （職業 力開発 大学校） 
 

  の と目  

特別な 慮を必要とする訓練生（以 「 慮訓練生」と

いう。） の指 法に む職業訓練指 （以 「指 」

という。）は多い。 慮訓練生は、 的に学ぶことが

であり、視 的に明 した で学ばせるなどの 慮を必

要とする。発 障害者の 的な体験は、障害特性の理解

や 構えを学ぶために 立つと考えられており、これまで

多くの 体験プログラムが開発されてきた。 体験プ

ログラムは、 や などの な 1)を使ったものか

らVRなどのIT 2)を使ったものまで多様である。 年で

は、グループで を めて、対人相 の文 で、 ス

ー に していく状況を 体験するプログラムも開発

されている3)。しかしながら、これらの 体験プログラ

ムから指 が 体的な指 法を見い出すことは であ

る。 

本報では、体験 VR教 を 用した 慮訓練生の指

法を学ぶ指 法訓練を 介する。訓練で学ぶ指 法は、

慮訓練生の り立ちを 目標に設定している。ここで

学ぶ指 法とは、指 の方 を 本に一人 とりの訓練

生が自己調整方 の確立を目指していくものである。 

  

 を した  

(1) の 目標 

訓練で学ぶ指 法の 目標は、 慮訓練生の り立ち

にある。職業訓練では、訓練生に対して 本を見せて、教

えす ず、自ら考えさせて、 っていればフ ローする指

が行われている。訓練生による試行 と指 による

指 の ランスが大 となる。しかしながら、 慮訓練生

は、「 本」のどの部分に 目してよいかが分からなかっ

たり、 い動きについていけなかったりするため、一人で

の試行 が行えない。これまでは、 に 目す きかを

明 する から教育 果を高めるアプロー が取られ

てきた。しかしながら、自分にあった学びの方 の確立が

できなければ、 本的な解 にならない。そのため訓練で

学ぶ指 法は、自己調整方 の確立を 目標に設定して

いる。 

これまでの研究から、学力 の に「方 」が関係して

いることや「方 」を使った指 の有 性が明らかにされ

ている4)。そのため本取り組みでは、一人 とりの訓練生

が自分の力で多様な 題に対して、学習方 を確立する職

業教育の実現を目指していく。 

 

(2) の  

インクルーシブ教育では、多 指 デル（RTI）が標

的に 用されている。多 指 デルでは、全体指

グループ指 別指 の 番で指 を行い、クラス全

の理解を目指す。訓練で学ぶ指 法は、多 指 デルを

使って、自己調整方 学習 Self-Regulated Strategy 
Development」（以 SRSD という。）を実施するもので

ある。SRSDはライティングに関する方 指 アプロー

のなかで も高い 果が確認されている5)。SRSDでは、

「作業 有の対応方 」と「方 使用の動 け」の２つ

の視 からパフ ー ンス向上を目指していく。 

１にSRSDの学習の れを す。SRSDでは、ある

課題に対して、自分の作業と指 の作業を しなが

ら学ぶ。すなわち、指 の 本作業から自分の作業方

を する学びである。「方 」とは「仕 け方」であり、

相 のOutputや自分の特性も まれる。そのため「方 」

と「やり方（How to）」は別 である に 意が必要であ

る。「方 」の確立は、 なった多様な 題に対しても有

となる。 

 

   の学 の れ  

 

(3) 理 の  

一人 とりの訓練生の 性に対応できなければ、SRSD
による指 は 果を発 しない。本取り組みでは、 性

の対応は、「スキル特性」と「 情」の から 的に

するアプロー を取る。作業には、 人の「スキル特
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性」が大きく関係し、更に、「 情」も大きく関係する。

「 情」とは、 考以上の かが関係しており、理性から

も外れたものである。そのため訓練生を 意 く する

必要がある。 

２に認知情報 理 デルを す。認知情報 理 デル

には、訓練生が実習の場 から行動に るまでの 理

が されている。この デルは、Cardによる認知情報 理

デルを基本に設計している。認知情報 理 デルの認知

と 動 に「スキル特性」が されている。「スキル特

性」は、職業訓練の現場で実際に生 た192の 題行動事

例から要 的に29 目を設定した。また、「 情」は、

ARCS デルの考えから「やる 」、「自信」、「好き い」

の３ 目を設定した。この認知情報 理 デルは、実地

により、信 性・ 性の も行っている6)。 

 

の 面

文 の

の

の と

の

理 学
の

の取

事の 立て

の

の

学

立 の

の

の

の の と

の

い の

い

の い

自 察
との びつけ

の り

の からの

自

先の さ

先の

の

行

る

自

い

文 を るか

れ 、 れ の があると るか

に た の と が る

中学 学 の み と が かるか

事の を考 られるか

を 理して 事の けを考 られるか

を考 て 事の 立てが るか

している を るか

た 題について を考 られるか

が るか 例： ３ ４ ４

行 離 を し るか

の を見 けられるか

に見た を い るか

を見 けられるか

を しつつ に を向けられるか

の が いか

相 の立 に た が るか

相 の立 事を考 て が るか

から学 るか

し いの 事の を考 られるか

に て自 の行 を るか

事を 向から見れるか

行 が を考 られるか

自 の 見を に るか

先を か か とが るか

先を か とが るか

の と の に相 があるか

の を 時に るか

、 、 、 、

る があるか

自 があるか

いが しいか

に いた とを い るか

 

 

 理  

 

 

( ) の  

指 法訓練の教 は、体験VRビデ から作業 書

を作成する 習教 である。 ３に 作業 例を

す。例えば、視 角が い特性として、「 」の 域の

みを表 した 体験がある。このVR体験から、作業者

の視 や全体的のフ ームが全く見えないことから生 る

体 の課題やSRSD の 開方法をグループで す

る。その後、グループ の内容を全体で共有していく。

この意見 では、視 角が い場 、理 を教えること

で作業の全体 の ができるようになり、自己調整方

が確立できる 性があることなどの し いが行われる。 

 

 
３ 面例 い を した を  

 

３ わりに 

本報では、体験 VR教 を 用した 慮訓練生の指

法を学ぶ指 法訓練を た。訓練で学ぶ指 法は、多

指 デルを使ってSRSDを実施するものである。一人

とりの訓練生が自分の力で多様な 題に対して学習方

を確立する職業教育の実現を目指している。 

今後は、 期的 果に をあてながら、どの らいの

の方 を教えることができるのか、また、訓練を通 て

どのように方 が高められていくのかについて してい

く必要がある。 

 

【参考文献】 
１） 小 コ:あたし研究，クリ イ かもがわ（2009） 
２） 発 障害VR支援プログラム「emou」  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000020924.html 
 理

, 
 vol.6 ,  p.19-25 2015  

 
SRSD , 

 vol.65 ,  p.526-541 2017  
 Graham, S., & Perin, D, A meta-analysis of writing instruction for 

adolescent students, Journal of Educational Psychology, Vol.99, 
p445-476. 

 Norikatsu Fujita, Hiroshi Takeshita, Sho Aoki, Hirotada Fukae, 
Mahoro Ishihara, Ribun Onodera, Developing a Computer-Based 
Vocational Training Environment that Complements the Weak 
Skills and Career Development of Trainees, International Journal on 
Advances in Intelligent Systems, Vol.11(3&4) , pp.279-289(2018) 
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者の の の向 に向けた取り組み 

との連 に る た の み  
 

川 充 （東京視 障害者生活支援 ンター 就労支援 ） 

 ・小  子・  ・  ・  子・  子・  一 

（東京視 障害者生活支援 ンター） 

 

 

 めに 

共職業安定所（以 「ハローワーク」いう。）におけ

る 体障害者 の職業 介で、 も多く就労している職

は、事 的職業で 28 である1)。視 障害者の就労する

職 は、 ッサージ業 、 ・ 業 についで第３

となっており2）、事 的職 は視 障害者にとって就労が

しい状況を している。 

視 障害者の事 的職業 の就労が しい要 として、

一つは、ビジ スで必要とする フ を 情報 み

上 フ （以 「スクリーンリーダー」という。）とキ

ーボー による 作が行えるようになるための職業訓練や

就労移行施設が、東京、大 などの大都 にのみに設

されており、地方には少ないことである。そのため、事

的職 に就労するために必要なパ コン 作を習 できな

い状況が生 ている。もう一つは、事 的職 には書 な

どを「見る」状況が多く 在することである。視 障害者

の中でも文 の み書きが な保有視 を有しているロ

ービジョン者（以 「 者」という。）は、この「見る」

ことは であるが、それ以外の視 障害者にとっては「見

る」ことができないため、就労が となっている。 

そこで、われわれは視 障害者の雇用の の向上のため、

ハローワークや 業等との連 により保有視力の状況に

しない新たな業 を 出し、事 的職 の就労を 進す

る取り組みを行った。その結果について報告する。 

 
 者の就 の と課題 

ハローワークの視 障害者 の職業 介では、 ッサー

ジ業 の就労が全体の を めており、視 障害者の

仕事として認知されている。 年では、障害者雇用 と福

厚生の向上を目的として、 業内 ッサージ （以 「

ルスキーパー」という。）としての雇用が進 でいる。し

かし、 ッサージ の 家資 を取 するためには、 成

施設に３年間通い、必要 を取 した上で 家試験を

験する。この間、無 となるため、経 的な が大き

い。また対人関係力も必要となるため、全ての視 障害者

に する職業であるとは言い れない現状がある。 

障害者の事 的職 の 人 集で多く見る業 内容は、

力作業、 書 の整理、 スキャンした フ イ

ルの内容の 力や、相応しいフ イル に変更する作業で

ある。これらの事 的業 における視 障害者の課題につ

いて る。 

１つ目の 力作業の課題である。 力作業の多くは、

や などに または 書きされた文 や 、あるい

はスキャンされた フ イルの文 や を表計

フ に 力する作業である。これらは、パ コンの高い

作性を必要としないため、一般的には多くの障害者が

な作業である。しかし、視 障害者にとっては文 を見る

ことができる視力を有していなければ、パ コンの高い

作性を習 していても、作業を行うことができない。 

２つ目は書 の整理についての課題である。視 障害者

にとっては、パン ングや整理という作業が であって

も、書 の内容を確認する視力を有していなければ、作業

を行うことができない。 

３つ目はスキャンした フ イルの文 や の

力や内容に応 たフ イル に変更する作業についての

課題である。スキャンした時 で データとなるため、

スクリーンリーダーで確認することができない。フ イル

の変更はスクリーンリーダーで対応 であるが、内容

の確認ができる視力を有していなければ、作業を行うこと

はできない。 

以上のように 業 が 定している 体障害者による

も多い事 的職 の業 内容については、 大 書 や

ルー などの支援 を 用して作業が である保有視

を有した 者が雇用される 向が強まることになり、

結果的には保有視力が就労に大きく していることが明

らかとなった。 

 

３ 者の に し い事 職 の  

視 障害者の保有視 に しない業 の 出にあた

り、視 障害者が行う作業を３つのタスクに分けて考えた。

まず作業内容の情報を 集する インプッ 、 集した

情報を加 ・ 理する プロ ス 、作業結果を出力・保

・確認する ア プッ のタスクである。 

このタスクを ッサージ業 にあてはめると、 インプ

ッ は会 や による 者や社 の状態 、 プロ

ス は ッサージの施 、 ア プッ は会 や
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による施 後の状態確認である。どのタスクも保有視力

に することなく、視 障害者が で業 を 行する

ことができる。そのため、視 障害者の就労の となって

きたと考えられる。 

一方、事 的職 でみると、まず 力業 における イ

ンプッ は に （ 書き）された文 を見る、 プ

ロ ス はキーボー からパ コンに 力する、 ア

プッ は保 （ ）する。 プロ ス と ア プ

ッ については、スクリーンリーダーがインス ールさ

れたパ コンを 用することにより、作業は である。

つまり、 インプッ が改善されれば、保有視力に

せずに作業が となる。 

書 の整理における インプッ は書 内容を す

る、プロ ス は した内容に応 て書 を分 する、

ア プッ はパン で を開けフ イルに する。

プロ ス や ア プッ は、自 などの に

より作業は であると考える。つまり インプッ の

改善、たとえば時間は要するが、タブ ッ などの

Ｃ を使うことで対応 になる場 もある。 

フ イルにおける インプッ は、スキャンさ

れた フ イルの内容を確認する、 プロ ス は内

容に応 てフ イル を変更する、 ア プッ は保

することである。 プロ ス ア プッ ともに

スクリーンリーダーにより 作 であるが、 インプッ

においてはスキャ で み む際に Ｃ つきで

実施することにより、スクリーンリーダーで対応 とな

る。 

つまり、視 障害者の事 的職 については、いかに イ

ンプッ を保有視 に しない に整えられるかが

課題と言える。 

そこで、ハローワークや 間の職業 介会社（以 「

ージ ン 」という。）をとおして、視 障害者の雇用に

関 のある 業に対して、スクリーンリーダーを使用した

サイ の や 、表計 フ を使用したデー

タ集計や 理を インプッ とする作業を提案し、保有

視力に しない業 の 出を行った。 

(1) の 事の  

 ージ作成会社に対して、 ージに す

る 事や されている 事の 力 スや についての

ック作業を提案した。 

業は、 のサービス向上につながることから、こ

の業 での視 障害者の雇用を 定し、就労に った。 

 この作業における インプッ は、 ージに

するための 書き文書や ージ上の文 である。

これらはスクリーンリーダーで み上 が である。プ

ロ ス は、 などの も、スクリーンリーダーによ

り対応が である。 ア プッ は、 したフ

イルの上書き保 と、表計 フ に の有無を す

る。 インプッ プロ ス ア プッ のいず

れのタスクにおいても、スクリーンリーダーとキーボー

作で対応 であり。保有視 に することなく 行

できる。 

(2) に されている 事の   

を ーン 開している 業に対して、グル 情

報サイ に されている 事をブラン 別、 別に確

認し、本社に報告する作業を提案した。 

業は、今後の業 改善に 立てることができることか

ら、この業 での視 障害者の雇用を 定し、就労に っ

た。 

 この作業における インプッ は、 ージに

されているグル 情報書き み 事を する、 プロ

ス は書き み 事をブラン 別、 別に内容を確認

する、 ア プッ は表計 フ に書き み 事の

内容や を する。これらのタスクはいずれも

スクリーンリーダーとキーボー 作で対応 であり、

保有視 に することなく 行できる。 

 

４ まとめ 

 視 障害者の事 的職 での就労を 進するための一つ

として、ハローワークと ージ ン 、および 業と連

して、視 障害者の作業内容と特性を インプッ プ

ロ ス ア プッ のタスクを共有 することによ

り、業 内容の理解の 進につながったと考えられる。 

その結果として、今回保有視力に しない新しい業

を 出して就労に結びつけることができた。 

 今後もこのような連 を継続して実施し、一人でも多く

の視 障害者の雇用に結びつけたい。 

 

【参考文献】 

1) 厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課 平成 30 年度障害

者の職業 介状況等 厚生労働省 ress elease p.8（2019） 

2) 雇用連情報第 63 視 障害者の職業 介状況 全 視 障

害者雇用 進連絡会 p.21（2019） 
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者の 時 び 後に ける 理 の  

 

田 （障害者職業 ンター 研究 ） 
 

 めに 

厚生労働省の 理的 慮指 では、 集 び 用時に

理的 慮が必要な障害者は、支障となっている事情（ 集

書 等の 取りなど） びその改善のために する

の内容を事業 に し出ることとされている。また事業

は、 用後の障害者に対して職場において支障となってい

る事情（障害に関する職場 の 明など）の有無を確認し、

慮内容について うこととされている。 

 本 では、視 障害者に係る 集 び 用時 び 用後

における 理的 慮 続の状況について、障害者職業

ンターが「

」の一 として実施した全

調査の結果から、その一部を報告する。 

  

 平成29（2017）年４月 年３月までの１年間に全 の

ハローワークの 介を けて視 障害者を雇用した全事業

所1 615所中、262事業所のご協力を て、通 、 時間、

職場の イア 、 、職 、職場の理解、人的支援な

どの分 における視 障害に 関わる 慮の有無とその

内容について、 理的 慮指 の 続に った 目で

の 調査により、以 の( )、( )の別に した。 

( ) 用時に視 障害者だった方（ の場 は 用日

が調査日に も い方）260人の 集 び 用時の状況。 

( ) 用時に視 障害者だった方が の場 は 用日

が調査日から も遠い方106人に( )をあわせた366人

の 用後の状況。 
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３  

前 ージの １に、262事業所で雇用されていた視 障

害者366人（ 集 び 用時については260人）の状況と、

262事業所のうちあ ッサージ はり き うの

施 所、就労継続支援 事業所、特例子会社の３

の事業所を く136事業所（262事業所の51.9 ）で雇用さ

れていた視 障害者172人（ 集 び 用時については136

人）の状況とを、 理的 慮 続の れに して した。

１の 上 にある 集 び 用時に支障となっている事

情の 出の実施 を けば、それ以外の 出、確認、

慮の実施 は、あ ッサージ はり き うの 施

所、就労継続支援 事業所、特例子会社の３ 以外

の事業所が、全事業所よりも だった。 出、確認、

慮の実施 で も高かったのは、 １の にある

用後に 慮を けた視 障害者の で、全事業所で

91.5 、３ 以外の事業所で86.0 だった。 出、確認、

慮の実施 は 集 び 用時よりも 用後の方が全体

的に高 だった。 

調査時 までの実施 が 的高かった 慮事 のう

ち、 集 び 用時について の ２に、 用後につい

ては ３に、それ れ す。 集 び 用時の 慮の実施

で も高かったのは「 集内容についての 等での

提供」で全事業所の7.3 と10人に１人に たなかったの

に対し（ ２）、 用後の 慮の実施 で も高かった

のは「上 や 関わる の 明」で、全事業所の

60.9 と 以上の実施 だった。 

 集 び 用時における 出、 慮の実施 について、

理的 慮指 が施行された平成28（2016）年４月の前後

の 間 （ 分 、５ ）を行ったところ、有意

はなかった。他方 用後については、 出、確認、 慮

が実施されたタイ ング（ 用 後、 用一定期間後な

ど）を う設 を設けなかったため、そのタイ ングに係

る 理的 慮指 施行前後の を明らかにすることができ

なかった。 

 262事業所がこれまでに活用したことがある、視 障害

者の雇用や雇用継続の相談や支援を行う社外の専門 関の

うち、有意に多かったのはハローワーク、 学校（以上、

分 １ ）、障害者就業・生活支援 ンター（

分 ５ ）、今後活用を考えたい専門 関のうち有

意に多かったのは障害者職業 力開発校、視 障害者の出

大学・高校・専門学校等、 立行 法人高 :障害

職者雇用支援 構都 支部（以上、 分 １

）、地域障害者職業 ンター、地方自 体（福祉事

所）、障害者の態様に応 た多様な 訓練・障害者職業

訓練コーディ ーター（以上、 分 ５ ）だった。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 考察 

 262事業所での、 用後に らかの 慮を けた視 障

害者の は91.5 （うちあ ッサージ はり き う

の 施 所、就労継続支援Ａ 事業所、特例子会社以外

の事業所では86.0 ）と高 だったが、 慮の前 で行

われる事業 からの確認や特に視 障害者からの 出の実

施 は、 慮の実施頻度よりも かった（ １）。 

障害の無い人と 様に、視 障害者が仕事を え、力

が上がれば、職 内容や 慮の必要性も変 するし、仕事

の進め方の や課題などは、仕事をする本人にしかわか

らないことも多い。仕事や 慮の改善の提案は働く視 障

害者本人が 体的に考え、 的に し出た方がよいと

われる。 
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者の就 に ける に  
に る課題  

理 の 向 を目 して  
 

藤 人（障害者職業 ンター 研究 ） 

 

 めに 

本報告では、 業等で働く視 障害者が するリスク

として、パー ル デ イス（以 「 ッ ン等」

という。）を 時間 用することによる 力 の を

取り上 る。 
まず 題の として、視 障害者が 業等で働く際に

ッ ン等を活用している現状を、 理的 慮の文 に

おいて 介する。その上で、 ッ ン等を 時間 用す

ることの に える についての指 を に

提 する。加えて、 力 を経験している視 障害 事

者がどのように職場等で対応しているのかを、２つの事例

をともに すことで、この 題の全体 を明らかにするよ

う試みる。 
 

 者の職 と 面 み  

重度視 障害者（全 や強度の 視など）が職業人とし

て活 する場を るのに大きく したと考えられるの

が、 フィスにおけるデジタル の進 と、パ コンの

み上 フ （以 「スクリーンリーダ」という。）

の開発・ である。 

スクリーンリーダとは、パ コンの 上に表 される

文 を で出力する フ アの である。その活

用によって、 を見ずに文書作成や ールのやり取り、

インター ッ 等を行うことが になる。こうして

パ コンを活用することにより、全 や強度 視の人々の

就職先が がると 時に、在職者が視力 後も離職せず

に働き続けられる ースも 加している。こうした事例に

ついては、 法人ター ル (2009)１）、東京都 人福祉

協会 年部 (2016)２）等で 介されている。障害者職業

ンターが 年度実施した アリングでも、 の中途

視 障害者が、パ コン 作を に けることで 職 の

自信を持つことができたとしている３）。 

スクリーンリーダのパ コン のインス ールは、事業

による 理的 慮の一部として えることができる。

加 (2016)４）によれば、労働者に められるものは業 の

本 的な部分の 行であり、その 次的な要 を障害があ

るために行うことが な場 には、それを う く 理

的 慮がなされる きという。例えば、データを整理した

り文書を作成したりすることが本 的な業 であり、その

作業を を見ながら行うというのは業 の本 ではない。

が見えないのであれば、スクリーンリーダを活用すれ

ばよく、その提供は 理的 慮として けられる。 

 

３ の と  

フィス等の職場で視 障害者がスクリーンリーダを

用する場 、 囲 の を考慮して ッ ン等を用い

て を くのが一般的である。視 障害者の多くが、

日 時間 ッ ンを して仕事をし続けることになる。

がしい フィスでは、作業に集中するために ッ ン

のボリ ームを上 てしまうこともあるという（事例１）。 

ッ ン等の 用については、 の を

する指 が多くなされている。 （ 保 関）は、

力保護の から、 ッ ン等の と継続 取時間

の制 を えるキャン ーンを 開している５）。日本

内でも 科 に関する川田 (1990)６）、大  (1995)７）

などの指 がある他、日 業 で ッ ン等を使用する

職業での リスクとしても えられている。業 等で

時間 に された結果 力が することを 性

というが ）、 ッ ン等を業 で使う労働者につい

て 性 の予防が必要とされているのである ）。 

このような から、視 障害者が業 で ッ ン等

を 時間 用することについても、 力 の が

されることになる。視 障害のある人に対し ッ ン等

を 時間使用して業 を行わせる場 、事業 には、 力

というリスクを考慮に れた 慮が められることに

なるだろう。これから 介する２つの事例の 事者たちは、

こうした を強調している。なお後 する２つの事例は、

2019年６月と７月に実施した 事者 の アリングに

している。 

事例   Ａさん  

Ａさ （40 性）は全 であり、 ブコンサルティ

ング会社に ンジ アとして している。20 の より

時 ッ ンをしてスクリーンリーダの を き、作

業している。職場が（ や ち わせなどで）かなり

がしい状況にあり、自分の作業に集中するために、 ッ

ンの を 々に大きくしてしまうようになったという。 

年前の で 力 査を け、 の 変に い

た。 科を すると、 度の であると された。
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Ａさ は専門 に相談し、職場で ッ ンを 時間使用

し続けていることを えた。すると専門 は、 ッ ン

の の を指 し、仕事を ぶか 力の保護を ぶ

かいずれかである、と告 たという。 

Ａさ は な り に をかけずにスクリーンリー

ダの を く方法を した。 の ッ ンを試

してみたがしっくりせず、現在は イズキャン リングの

がついた ッ ンを使用している。また現在、

の 用を前向きに しているそうである。 

 

４ 後の  

視 障害者が 力 を経験した場 、日 情報に

している分、その は計り知れないものがある。だ

からこそ、 関を すると 時に、日 生活におい

ても 力を保護する行動が められる。 ッ ンを 時

間使用することが に を えるものである以上、 用

時間を制 する等の対策を取る きと考えられる。しかし、

スクリーンリーダを 用しなければ業 を 行できない人

にとって、それを制 することは 的な意 を持ってい

る。職業人として働き続けながらいかに 力を守る きか、

自が しい に られることになる（事例２）。 

考えられる対応策には次のようなものがある。 

 ディスプ イの 用 

（ 囲の理解を て） を外部ス ー で す 

 などを確保したうえで の対応を行う 

 スクリーンリーダの を を通して く 

 や イズキャン リングの ッ ンの使用 

 休 時間を やすなどして の を 減する 

以上の を 時に行うことも考えられるし、これ以外

の対策を行う人もいるだろう。そしてこれらの対策にはそ

れ れ が 在する。そもそも が ならば初め

から ッ ンは使用されていないだろうし、 にはス

ースの 題や職場から 立する 題がある。 は有 な

であるが、 に習 していることが められ、また

習 者であっても、 し みなどでは ディスプ

イよりもスクリーンリーダが有 である場 は少なくない。

なお、 は かけ や の と ッ ンを 用

する方法や、パ コンからブルー ースで から

を す方法のことである。 

事例   Ｂさん  

Ｂさ （50 性）は として地方 共 体に め

ている。全 だったＢさ は20 の から 力 を

ていた。職場での業 は高 者福祉施設でのイ ン

や、高 者やその家族からの相談業 であった。業 のデ

ジタル も相まって、スクリーンリーダと ッ ンの

用は不 となった。 との を けていたＢさ は、

の を し、業 内容の変更を事業 に し出た

が、結果的にそれが け れられることはなかったという。 

その後、障害者福祉施設に 動したＢさ の業 に、

資料の作成が まれるようになった。そうしたことも

あってパ コンを使う場 は、 プリンタのあるス ー

スで、 を外部ス ー から出しながら作業するように

なったという。現在Ｂさ は、 を使用しつつ、スク

リーンリーダと ディスプ イを 用し、業 を続けて

いる。 

 

 わりに 

視 障害者の職場での ッ ン等の 用は、 力

のリスク要 として す きと考えられる。 自の 力

の を特定することは容 ではないが、重要なフ

クターとして科学的 を行い、 別事案で な対応が

られるよう、 イ ライン等の整 が められるだろう。 

また、このリスク 減に向けての取組は、 理的 慮の

の向上という文 で え、 事者・雇用 ・支援者等が

協力して向き う きだろう。 

さらに、視 障害に加えて 力障害を った人が 業等

で働き続けるための施策の も重要である。そこでは、

（スクリーンリーダを活用して 業等に してきたとい

う） 事者のこれまでのキャリアに 意を いつつ、事業

も け れられる対策の が められるだろう。 
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を つ 

者の就 の支援について 

 

 子（わーくす ここ・から ス イル サービス管理 者）  

大場 文子（ 法人  こごみハ ス）  
 

 めに 

就労継続支援Ｂ とは、一般 業 の就職が な障が

い者に、雇用 を結ばずに、就労 会を提供するととも

に、生 活動を通 て、その知識と 力の向上に必要な訓

練などの障害福祉サービスを供 することを目的とした事

業である。しかし、そこに集う 用者の ーズや特性は一

ではない。 事業所に通う 用者は、大きく分けると、

期間を めずに就労を目指す者と日中活動の場として 用

する者にわかれる。今回の事例は、 初は日中活動の場と

して事業所を 用していたが、意識 けの結果、就労を目

指す に進 だ一 用者の実践報告である。 

 

 わ  からの  

(1) 事  わ  から 

 事業所わーくす ここ・からは、新 の外 体で

ある、 法人新 労者・仕事支援 ンターが

する多 事業所であり、就労定 支援事業所と就労

移行支援事業所 ール、就労継続支援Ｂ 事業所ス イル

から成り立っている。外 体の性 上、 の福祉部とも

関わりが く、その結果、 ースの け れも多く、

支援はより多様 しており、就職を目指すためには の

プログラムが必要となる。そのため、わーくす ここ・か

らでは、まず本人の意向と必要な支援等を考え、どちらの

事業所 の通所が本人の 力を ばせるかに重 を き、 

めている。また、状況に応 て、Ｂ から就労移行 の

移 も に対応している。 

(2) 就 支援Ｂ 事   

現在、定 は30 。様々な障害や を持つ人が通う事

業所である。 な作業は、 作業と 作業である。ス

イルに通所している 用者のうち、 １/３が生活保護

給者となっている。この中の40 が就職を しているが、

かなり 別の支援を要する人がほと どで、一 一 に就

職できるような人ばかりではない。今回のある事例の 用

者もここに する一人である。 

 

３ 就 の支援 

(1) 目  

情 不安定性パー リティは では「 性

パー リティ（Ｂ ）」と けられており、

では、パー リティ障害はパー リティ の減

であると明 に定義されている。そもそも、情 不安定

性パー リティを持つ人の場 、 状に自分で対 でき

るようにならなくては、就職 の がつながりにくい。し

かし、知的障害がある上、様々な 要 や生育 上 ら

れる経験が少なかった人の場 、自分の 状を理解してそ

の対 を学ぶこと自体が である。今回はどのようにし

て 状を自 し、対 を えたか、またグループ ームと

事業所でどう連 して就労 を整えたかを実践報告する。 

(2)  

Ａさ は情 不安定性パー リティ障害と 度の知的

障害を せ持つ31 性。平成28年２月よりグループ ー

ムに 。平成28年６月より 事業所に通所している。生

育 としては、 を け 護施設 所、その後、更

生施設で過ごした後、グループ ーム している。 

(3) 支援  

Ａさ が自立を目指したいという意向を持っていたため、

就職することを目的とし、就労 ・生活 において し

ていくこととした。しかし、グループ ームでも 事業所

でも、本人の試し行動や 行動が頻 に見 けられるた

め、グループ ームと連 し、日々のＡさ の状況を に

共有し、支援していくこととした。 

( ) 支援  

 面 に る支援  

初、Ａさ の体調不良による休みが多く、 ５日の通

所が整わなかった。就職する際には、 に30時間は働けな

いと が まることを えて、グループ ームと事業

所の から支援し、どのくらいの体調なら通所できる

かの理解を した。現在は、ほぼ で通所できている。

また、 がはなはだしい状態が認められていたが、

これに対しては、 表を作り、体重や体 、Ｂ

、 等、 体状況を 日 り、 た や で変

があること の理解を した。また、体を動かすことに

があったため、３分体 と けた の体 を行

うことで、体の動かし方 の 部分を作り、今は１日１

時間程度の ーキングもこなせるようになっている。 

 に る  

言を発したり、職 からの指 に 行動を取ってし

まうことも多かったが、理 を くと「な だかわからな

いがイライラする」という発言が多かった。それについて

は、 の相談をすすめ、事業所内の 科相談を
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した。 からは、 持ちの上がり がりは でも えら

れる場 があるため、通 してみるのも一つの方法である

との 言を け、 科に通 を始めた。不安やイライラ

といった 情には、 でリス リ ンを 用することと

なった。所内であれば、イライラしたら職 に し出る、

グループ ームで 用する場 はその報告を 人にする

というところから始め、それはす できたものの次の

である、イライラしそうな時に自発的に することが

しく、 度か を めずに 行動につながったことが

あった。支援していく中で、本人の る不安にも 期性

があることが分かったため、 を みやすくなったが、イ

ライラに関しては、 としてどのくらいの状態の時に

用するかをつかめないでいた。試行 する中で、ある

理 度の 目に多く てはまるかどうかの確認をしたとこ

ろ、本人も「 目が多いから を む」と み時を見

められ、この方法で の み時を学習した。その 理

度は Ａ という、 りの状態と特性や表出のさま

まな次 を するための 理 度である。本 は す

るために使うが、今回は の み時を学習するために

目を使用した。この方法で学習したところ、１ 間で

本人は の み時を理解することができた。 

 し行 について 

Ａさ はグループ ームで試し行動がかなり多かったが、

事業所内でも、 の関わる頻度が多くなるにつれて、試

し行動が多くなってきた。そのため、試し行動が見られた

ときは情報を共有し、 関で本人の様子を できるよ

うにした。本人が報告してきたときは、その行動がどうい

う を ぼすかをわかりやすく くようにした。その結

果、３年目で 方における試し行動は見られなくなった。

しかし、その一方で、グループ ーム卒業と事業所から就

職 の不安を多く口にするようになってきた（表）。 

 

 Ａさんの行 変  

平成28年度 
通所開始。 

や で しがち 

平成29年度 

体重計 などで一日５ 10分の 談時間を

日持つことで通所も安定してくる。 年

過 たころから を意識できるように

なってきた。 

平成30年度 

科通 開始と 時に ャ ンジ が

育ってきて な作業にもとりくめるよう

になってきた。 

平成31年度 業実習を経験。 

 

  

本人の就職意欲が高まった 、 業実習を行った。事業

所では作業 力は高く自 もあるＡさ だが、 業実習で

は、新しい作業に加え、 業における 期を体験し、

しさを体 したところ、次の日は一人で出 できず、

社 に り まで えに てもらい 談を けた。２時

間 れで作業に りその後は実習 終日まで行うことがで

きた。 り りでは、自分の さや仕事に対する 勢に

省していた。また、自分より 状が重い人であってもその

ことに えず作業をしていたことも本人の になった。

業実習後は実習で指 されたことに 的に取り組み、

就職を目指している。 

 

４ 考察と  

今回のＡさ は 経験もあり、基本的な生活様 も

整っておらず、知的障害に関しては 容できているものの、

情 不安定性パー リティ障害に関しては 容できてい

ない。しかも、 初は通 すらしていなかった。そ な中

で自立を考えていく時は、本人が働くために必要な ール

を持てるように考え、支援したのが今回の ースである。

成果が られた要 には、本人の 的な成 と、 状が

出た時に自分で対 できるように支援したことの か

らのアプロー にあると考 する。さらに、本人の意欲と

次のステージに行けそうな 持ちの高まり、これらの要

がうまくかみ った時に実のある 業実習が実現 した。

就労も 様であると われる。通過 のグループ ームに

も期 があるため、無 に時間があるわけではない。しか

し、 られた時間の中でＡさ が にできる 高の就労

会を られるように 力したいと考えている。 

障害や生活 が多様 している今日では、就職を し

ている障害者が就職生活を維持するために必要なことを、

日中活動の事業所だけで学び取ってもらうことは に

しい。それ れの 関が持つ視 や支援が多方 から る

ことで、本人の就職に必要な 力を開 させる場 も多い。

また、情 や本人の障害 の 容に関しても支援が必要

な場 が多い。学校教育の場 で ばれている「 ーム学

校」の と く、障害者の就労支援の現場でも「 ー

ム就労支援」の考え方が必要であると考える。 

 

【参考文献】 
1) 立行 法人高 ・障害・ 職者雇用支援 構 障害者職業

ンター職業 ンター実践報告書 o.29「 分障害等の
で休職中の方の りの対 に関する支援 アン ーコ

ン ロール支援の 法開発 」p.3-6 
2) 文部科学省 初等中等分科会（第102回）資料2-2「 ームと

しての学校の在り方と今後の改善方策について」 
 
【連絡先】 

 子 
法人 新 労者・仕事支援 ンター 

わーくす ここ・から 
e-mail shoko.nagamine@sksc.or.jp 
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職 に る の  

職 としての の学 に を てて  
 

内  （ 大学 特別支援学校 教 ） 
 

 と目  

厚生労働省1）の新規学卒者の2015年における離職状況を

もとに、 職１年後の職場定 を 出したところ、高校

卒で81.9 、短大等で82.1 、大学卒で88.2 という結果

が明らかになり、 年調査が行われて、支援策等の が

進められている。その一方で、障害者の離職 ・定 を

的に ・ 表する調査については 年行われていな

かった。そこで高 ・障害・ 職者雇用支援 構障害者職

業 ンター2)は、 障害を めた障害者の職場定

状況 び支援状況等の就業実態を2015年に調査した。その

結果、 障害者215 の 終学 別の 職１年後の職場

定 について、高校卒で66.9 、短大等で81.0 、大学

卒以上で76.9 という実態が明らかになった。新規学卒者

対 の調査と、新規学卒者も めた 障害者対 の結果

は、 に できないものの、いずれの学 テ リに

おいても、 障害者の職場定 の が 回るという

現状が明らかになっている。 

それらの現状に対する一つの支援策として、特別支援学

校（ 障害）におけるキャリア教育・職業教育の更なる

推進・充実を進めていくことが考えられる。 

しかし、特別支援学校（ 障害）の進 指 者の

経験年 は、１年以上５年 が67.1 、５年以上10年

が15.1 、10年以上が17.8 という、 者の 以上

が経験年 5年 である現状や、進 指 に関する教

用の きや 子等について「保有していない」とする回

が63.0 、「教 の使用なし」とする回 が52.1 とい

う、 者の 以上が指 書を保有せず、教 なしに指

を行っている現状がそれ れ明らかにされている3)。 

そのため、必要性が予見され、教育的成果を とした

有 性のあるキャリア教育用の教 を開発・ ・共有す

ることは意義 いと考えられる。 

キャリア教育に む学習内容として、保護者や高校生、

卒業生は「社会人・職業人としての 識や ー」を学ぶ

必要性の高い 目に ている4)。また、学校教 は、進

指 上において 期から重 をあてて指 す き教育内

容として「基本的な ー」「コ ーション意欲」

等を指 する必要性の高い 目に ている3)。 

そこで 者は、必要性が予見される「社会人・職業人と

しての 識や ー」の学習に活用できる ー ング

ールを開発し、特別支援学校（ 障害）における教育

実践を通して有 性を したいと考えた。 

 と い学 中学  

(1)  

特別支援学校（ 障害）中学部の生徒が、職場実習時

の な「ことば遣い」について、自 的かつ活発な協調

学習や 別学習が行えるように、そして成果として学習

前後の を生徒自ら 時に確認できるようにするため

のeラー ング教 「中学部版 ー・ク ス 」（ １）

を開発した。 

本教 の「ことば遣い学習 ーム」は、生徒に定 させ

たい「ことば遣い」22 について、１ ずつ 題文と３つ

の ボタンを 表 し、その ボタンをタップ

するだけで ームが 開する。 ボタンをタップする

と、 内容に対応した の結果やコ ン 等のフィー

ック ッ ージが 時に表 されて、教 の指 ・指

を つことなく、自 的に学習を進めることができる。 

本教 の「学習前の実力 ック」と「学習後の実力

ック」は、３ 10 による自動 きの ン

ラインテス で、学習前の理解度と学習後の成 度を生徒

自ら 時に確認することができる。 

(2) の  

本教 を活用した協調学習を 業の中で実施したところ、

特別支援学校（ 障害）中学部の生徒の学習前後の

が有意に向上したことを確認した。 

また、 調査の結果から「 しさ」「 に立つ」

「見やすい」「 作しやすい」の で高く されたこと

を確認した。 

(3) した  

本教 は「生徒が協力して自 的かつ活発な協調学習や

別学習に取り組めるように教 開発したこと」と「必要

な情報が確実に 容されるように視 に える情報 に

慮して教 開発したこと」が特 である。 

生徒たちが「自 的」に学習しやすくなるように、す

てのコンテン （「学習前の実力 ック」「ことば遣い

学習 ーム」「学習後の実力 ック」）で、自動的に

定が行われる 、その 定結果に対応したフィー

ック ッ ージが 時に 表 される 、 り し

度でも取り組める を実 した。そうすることで、本

教 に での教 を せることができ、 が自 的か

つ活発に学習を進められると考えた。その間、教 は

で支援が必要となったときのフ シリテーター に専 で

きると考えた。 
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３ 学  

(1)  

特別支援学校（ 障害）高等部の生徒を対 に、社会

人に められるビジ ス ーについて学ぶことができる

デジタル教 「高等部版 ー・ク ス 」を開発した。 

本教 では、ビジ ス ーに関する基 知識を学ぶた

めの「知識」 題（基 33 、 性 12 、 性 16 ）

と、社会人に められる 構えや考え方を学ぶための「

ー 」 題（計２ ）を設定した。 題文や 、

解 文等は、関連資料等を参考にそれ れ設定した。前

の「中学部版 ー・ク ス 」と システムを使用し

て実 した。 

(2) した  

本教 の「知識」 題では、す ての学習者に な知

識を定 させるための情報が表 される仕組みを 用し、

「 ー 」 題では、関係 を使った見方・考え方を

学ぶ仕組みを 用した。 

 

４ 学   

(1)  

インター ッ ・リテラシーについて、科学的成果に基

いた ー ングによって育むこと、 ー ングの

果を 的な指標による前後のテス で自ら確認できるこ

と、それらを一つの教 上で 結できるeラー ング教

「 oral uest」（ ２）を開発した。 

本教 の「 ー ング」の内容は、短時間で 果的な

教育が行えることを の「３ の知識による情報 ラ

ル指 法5)」をもとに構成した。「 業前の実力 ック」

「 業後の実力 ック」は、 省による「 少年がイ

ンター ッ を安全に安 して活用するためのリテラシー

指標」に基 き、安 ッ くり 進協議会6)が開発し

た４ 21 テス をもとに構成した。 

(2) の  

特別支援学校（ 障害）高等部の生徒を対 に指 し

た結果（ ３）、学習前後の が有意に向上し、 ッ

上の に対応する 力を育む有 性が された。 

(3 ) した  

情報提 の を生徒が制 できること、 別のフィー

ック情報を えながら科学的な成果に基 く 力を育

む内容で構成したこと、 り し学習できること、いつで

もどこからでも学習できることが 意 した である。 

 

 まとめ 

本 では、 者が開発中の３つの教 を した。今後は、

教 を活用した教育実践を重 て、有 性、改善 、 用

性ある教 に必要な 等を明らかにしていきたい。 

 

 と い学 中学  

 

 

 学   

 

３  を た の  

 

【参考文献】 

1) 厚生労働省 新規学卒者の離職状況  http://www.mhlw.go.j

p/stf/houdou/0000140526.html (2016) 

2) 立行 法人高 ・障害・ 職者雇用支援 構 障害者職業

ンター 障害者の就業状況等に関する調査研究  調査

研究報告書 o.137 (2017) 

3) 立特別支援教育 研究所 障害のある子ども の進 指

・職業教育の充実に関する研究  http://www.nise.go.jp/

blog/2009/05/post_212.html (2009) 

4) 立教育 策研究所 キャリア教育・進 指 に関する

的実態調査 第 次報告書（2013） 

5) 田 ・ 田 「３ の知識」による情報 ラル指

法の開発  日本教育 学 文 ，28(2)  p.79-88（2004） 

6) 安 ッ くり 進協議会 2015年度版安 協 （中学

生・高校生版）  http://www.good-net.jp/investigation/u

ploads/2016/03/30/125941.pdf（2016） 
 

－235－



のある た が る職 に就 るために 
をか  

 
上 （京都 立 支援学校 進 指 事） 

 

 めに 

京都 立 支援学校は、 度知的障害の生徒が在

する高等部 設 校である。生徒 は、自 通学で京

都 内全域から通っている。 には、京都大学や 田

社、 学の 、平安 がある。 

現在１年生26 、 ２年生34 、３年生38 、計98 が

在 し、全 が卒業後の 業就労を目指している。本校は、

職業学科で家 （ 加 ）・ 業（ 芸）・ 業（情

報 ）の３つの専門教科の学習と 業現場実習、地域協

働活動の３つを教育課程の として けている。 

１年生から 業現場実習を み重 、自分の 意な事や

な事を自己理解し、 の働く生活について自己 定

していく（表１参 ）。 

生徒が、 い の中から、 する職 ・業 を

して就労するために、まずは生徒自 が様々な職業を

知り、体験することで視 を ることが必要である。そ

のためには、 の職場開 だけではなく、 業と い

連 を ることで、知的障害のある生徒に対する理解を

め、 業就労につな ていきたい。そのためのいろいろな

取組について 介する。 

 

 ３ の  

１年 ・インターン実習（６ 前後）３日間を2社 

・ 人実習 ５ 10日間を２社 ３社 

２年 ・ 人実習 ２ ３ 間を３社 ５社 

３年 ・就労にむけた実習 

１社（２ 間 １か月）を２回 ４回 

 

 れま の  

が進 指 に わってから今年で５年目になる。１年

目は２年生の実習 として、２年目からは進 指 事

として３年生の実習 をしている。 

２年生の実習 をしているときは、一つでも多くの職

を経験させることを重視していた。しかし、３年生の実

習 として、また、進 指 事として、どうすれば生

徒たちのよりよい進 ・ 定を支援することができる

かを考えるようになった。 

その中で、今までやってきたことを更に改善できないか、

新しくできることはないかなど、校内の進 指 や、

京都 のデ アルシステム推進 ッ ワーク会議に参加し

ている 業の 者と意見を わしながら、取り組 でき

た。 

 

３  

(1) 改善した  

 向け学 見学  

３年前までは年間１ ２回の開 だったのを 年度から

年間４回に変更した。回 を やすことで１回に参加する

業の を減らし、参加 業から な意見を多 くこ

とが出 るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ職 から Ａ職  

本校では Ａとの協働活動として、10年前から 休み

を 用して「 Ａ職場開 」を行ってきた。 人 や

人 告などから生徒の出 そうな仕事内容がある 業をリ

ス アップし、保護者と教 が ずつのグループを作り、

ア なしで京都 内の 業 100社を するという取組

をしてきた。 

一 年からは、中小 業家 会の協力を て、障害者

雇用に や関 のある 業に、１つのグループが1社を

する をとった。 する 業の は減ったが、ア

なしでの に 、 を きたいと っている 業ばか

りなので、実習につながる 業が もあった。 

職場開 についての保護者の意識も高まり、一定の成果

は上がったが、 休みの の中での取組であることも

まえて、更なる改善が必要だった。 

そこで今年度は、「職場開 」から「職業 ー」と

して新しい取組を考えた。内容としては、業 ・職 の

う 業７社を学校に き、それ れの 業が「自社の業

内容」「 業の める人 」「学生時に けておく き

力」「障害者雇用での現状」等について、保護者・生徒・

教職 にむけてプ ンテーションを行なうというもので

ある（内１社は ー研 を実施）。 
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参加者は、関 のある 業を で ブースをまわり、

日で の 業の を に くことができ、「有意義な

時間になった」という もたくさ せられた。また、

業にとっても、本校の生徒や保護者の様子を見てもらう

よい 会になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度初めての取組で、参加 業の調整やブースの設定

等について課題も出てきたので、 年度は更によりよい取

組になるよう改善していきたい。 

(2) し めた  

 の学  

地域のライ ンズクラブやロータリークラブ等の社会

仕 体の 会や、京都 人 護 会の研 会等に か

れ、本校の生徒と教 が学校 介を行った。生徒が、自分

の言 で実習の体験談や の を る に、参加者から

は「障害のある人に対する意識が変わった」との が か

れた。 

 の 向け

の参  

２年前から進 指 者を中 に 的に参加し、

業の いや を いてきた。 年からは、全教 に びか

け、 や学年 ・学部 など い立場の教 が参加

できたことで、 業と学校の意識の いに き、より実

際的な指 に ていけるようになってきた。 

 職 向け  

業の障害者雇用にかかる現状について、教職 の研

を行った。今年度は、２つの 業を き、 業の視 を

知った上で、日々の教育活動に取り組むことの必要性を共

通理解した。 

 ・４月 each viation 会社 

 ・７月 会社 ブン イ ブン・ジャパン 

 との しい連  

今まで様々な で 業と連 を ってきたが、 業現場

実習以外でも生徒の の が見られたらよいという意見

が、いくつかの 業から かれるようになってきた。デ

アルシステム推進 ッ ワークの参加 業から、「ス ー

を通して、障害のある生徒のことを知ってもらおう」と

の提案を けて、 会社 作所で行なう「知的障害

者のテ ス教 」の実施に向けて、 体的に取組が始まっ

ている。 

他の 業からも次々と提案があり、卒業生の「働く生活

における 活動の がり」につながる が がっている

ところである。 

 

・ 月 会社 作所 テ ス教  

・10月 会社ムラタ  社内 会 

・11月 日本新 会社 社会人 応援 

・日程 定  

ラ ン  

   支援学校サッ ー大会 

   大会 

 

４ 後について 

今回 介した取組を通して、本校生徒の就労先として職

・業 が確実に がったと言える。たくさ の 業や関

係 関と連 を に取ることで、 自 も勉強になり、そ

の がりが より生徒にかえっていく。今後も 介した活

動をより良い活動になるよう改善していくとともに、新し

い活動も考えていきたい。 

 

【連絡先】 

上  

京都 立 支援学校 進 指 事 

e-mail : yj936-inoue@edu.kyoto.jp 
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の  

に学 に か の  
 

 （ 取 立 の 高等特別支援学校 教 ） 

取 立 の 高等特別支援学校職  
 

 めに 

本校は、平成25年４月に開校した 度の知的障がいのあ

る人を対 とする高等特別支援学校である。また、知的障

がいの特別支援学校の中で 一職業科を設 した学校でも

ある。一学年40 を定 としており、１年生40 、２年生

39 、３年生33 （ 年５月１日現在）が在 してい

る。 取 中部の東 にあり、生徒は 内全域か

ら通学している。そのため、 も設 しており、現在

33 の生徒が （定 45 ）している。 

本校の学校目標は「キャリア教育に重 を き、地域の

中で職業的に自立するとともに、 体的に社会参加し、社

会に できる人を育成する」であり、３年間の教育によ

り生涯にわたって自立した生活ができるよう「生きる力」

「働く力」「生活する力」の育成を目指している。 

第１期生を社会 り出したことを に、 年、今後の

本校の教育の在り方を定めるために学校教育における取組

の を行っている。ここでは平成30年度 の 教育

プロジ ク のまとめを中 に報告する。 

 

 2 の  

(1)  

平成29年度の プロジ ク では、３年生の職場実習

の び、職 の本校生徒の を 指標で行い、以

のことについて した。 

 専門教科で重 的に指 している共通の目標の 業の

はどのようになっているのか。 

 業は実習中生徒のどのような行動に 目しているか。 

 本校の職 が考える本校生徒の実態と働くために必要

な力は か。 

 業が本校生徒の さを た 目は か。 

(2) 取組の  

上 の結果より以 のように方 を 定し、平成30年度

学校全体で取り組 だ。 

 の 目標の  

的に専門教科の 業 開を実施して、職 の専門性

の向上を ると共に、職 研 を実施し、専門教科におけ

る 果的な指 について し った。 

 の向  

自立活動の指 の充実を ると共に、 キスパー 教

の 業 開を通して職 の専門性の向上を る。 

 の と  

業に向けて 度知的障がいの 発パンフ ッ を作成

し、 な支援を 業 に える。 

 を 職 の  

研 を実施して職 の専門性の向上を る。 

(3) と課題 

結果から課題を分 し、全職 で取り組むことによ

り、共通した課題をもって生徒の指 を行うことができた。

また、働くための ーションを育てることが、就職

の意欲や定 に がり、それらは自己 定 の向上が く

かかわっていることが分かった。研 にて、「わかる び

を実 できる 業」も自己 定 を高める重要な要 にな

ることも分かった。一方で、本校の生徒の中には働くこと

の ーションが われていない生徒が少なくないの

ではないかということも分かった。 

 

３ 3 の  

(1)  

平成29年度の取り組みにより、働くこと の意欲が わ

れていない生徒や自己 定 が われていない生徒が多い

のではないかということが明らかになった。そこで、以

の内容について することとした。 

 就労 性 ックリス （ の 版）1)を作成し、

生徒自らが自己 する。 

 業（卒業生 け れ）にアン ー を実施し、 取

の 業が就職を け れるにあたり必要な内容を確認

する。 

(2) び考察 

 就 について 

本校は開校 初に就労 性の力を うことが本校の

ッションでもあると ている。しかし、この力が生徒

にどれくらい われているのか明確にしていなかった。そ

こで、全校生徒がこの力の自己 を実施した。すると

性の 目「 管理」、「日 生活管理」、「対人スキ

ル」、「基本的労働習 」、「職業 性」のうち、「

管理」以外の 目は学年が上がるにつれ、 が高く、本

校の教育を けることで力が われていくと考えられた。

しかし、「 管理」の 目は学年が上がっても よう

な を し、学校教育だけでは改善 であると考えられ

た。 
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 の  

本校の卒業生を 用している 業にアン ー を実施し

た。65社に し、46社からの回 を た（ 70 の回

）。結果は以 の通りである。 

( ) について 

本校の卒業生の雇用業 は、サービス業、 業、

・小 ・ 業に集中している。サービス業は 的に

業が多い。 では、 業で 業 の仕事に就

くものも多くなっており、 業開 の参考になる。 

( ) 理 について 

「必要な仕事ができそう」「学校からの 」の 目が

多く、次いで「 業の社会的 」が がっている。よっ

て 業にとっての「必要な仕事」が本校の生徒に かど

うかということをア ールすると 業から 用してもらい

やすくなることが された。生徒のできることできないこ

とをしっかり して 業 ア ールすることでより一

のジョブ ッ ングを りながら、新しい職場開 の

性もでてくると考えられる。 

( ) の の  

「業 の 慮」、「仕事の理解を ける上での

慮」、「連 支援体制 の 慮（外部支援が 業内に る

こと の 慮）」、「業 内容 の 慮」という になっ

ていた。業 、仕事内容の理解、業 内容についてが高

いことから、本校の生徒の特 を理解していることがうか

がえる。一方でこれらについては 慮が であるので、

これら以外の力を けておくことが 業 の 用 につな

がる取組になるのではないかと考えられる。また、外部

の支援が ることを け れている 業が多いので、外部

支援を 果的に れ、 業がそれらを リッ として

られるようにすることが大 でもある。 

( ) 後の職 の変  

本校の生徒を け れることで 業 も良い 向が見ら

れているとの回 がほと どだった。働き方改 について

考える 会になった、社 の指 力の向上につながった、

などの意見も られている。 

( ) 後の 題 

本人に働くための 力があり、特に 題なしと てい

る 業が多いが、その要 として「雇用前の実習が良かっ

た」といっている 業が多く、就職前の定 実習の 果が

高い。また、外部の支援 関との連 を ている 業も

目立つ。つまり実習の な実施 び外部 関との連 が

果的な就労支援につながるものと考えられる。一方で、

題 として られている 目は障害に する内容が

多く、一 の障害理解 び 発が必要である。 

( ) 後に 支援 

 雇用予定者の情報提供を たところが多く、移行支援

会議の重要性 び情報提供する内容の大 さがうかがえる。

移行支援会議でどのような情報を提供するか今後も が

必要であるが、 人情報保護の や保護者や本人がいる

中でどこまでの情報が提供できるか等 も必要である。

また、家 の連絡調整や生活 を めた支援が必要だと考

えている 業が多い。 

( ) のに  

働く前 の力を まれる 業が多い。「自分から

・ 事をする」、「報告・連絡・相談ができる」が高い。

また、「ルールを守る」、「 に 言を け れる」、

「働き続けられる体力」、「うそを言わない」など就労

性に てあるような 目が高い を しており、働く

前 の指 が重要であると考えられる。また、本校の職

にも 様のアン ー を取った結果、 業 の意見とほ

ぼ一 していた。 

 の取り組み 

上 の結果から以 のように取り組むこととした。 

( ) の 立 

生活リズムを整えていくための 立てとして生活時間調

査を実施し、家 の 発に める。 

( ) の向  

自己理解、障害理解、コ ーションスキルの向上

について自立活動等を通して指 を充実させる。 

( ) を 自立を目 の  

自己 定 を育てる学校生活を るために、 い意

での学力の 、考える力を育む 業 くり、「わかる」

「できる」を実 できる 業 くりを行えるよう、教育課

程の 、年間指 計 の見 し（ 的・ 的に教科

目標 び内容を ）をして 業力の向上を目指す。 

( ) 移行支援 移行支援 の の  

別の移行支援計 び支援会議の内容を し、 果

的な支援会議 び移行支援計 とする。 

( ) 職 の の向  

職 研 の 果的な 用を行うため、職 が自分に必要

な研 を できるように研 全体の年間計 を提 する。 

 

【参考文献】 

1) 別 重度障害 ンター（職業部門） 「在 生活ハン ブッ

ク o21 就労に向けて められるもの」（2014） 
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を した学卒就職者の就 支援 
自立 の の  

 

藤田 敦子  （社会福祉法人ぷろぼの） 

  加 子（社会福祉法人ぷろぼの） 
 

 題の と目  

「障害者の雇用の 進等に関する法 」等が改 され、

2018年４月には障害者の法定雇用 が2.0 から2.2 に

き上 られた。また2018年厚生労働省が発表した「障害者

雇用状況」1)の 間 業の取りまとめでは、障害者雇用 、

実雇用 ともに過 高を更新し、実雇用 2.05 、対前

年 0.08 イン 上 し、今後いっそう障害者雇用に取り

組む 業が えていくことが期 される。 

それに伴い、特別支援学校（知的障害）の卒業者 び

就労者 が年々 加し、就職 は平成29年度には32.9 ２）

となっている。特別支援学校高等部学習指 要 に

キャリア教育の推進が り まれてはいるものの新規学校

卒業者のうち高校卒の３年目までの離職 は39.3 3）であ

ることを考えると、 学校でキャリア教育に対する取り組

みが行われているにも関わらず離職 が維持されているこ

とについてその や を考え対策を ち出す必要があ

る。 

また、知的障害者の就職者のうち 社 以外の有期雇用

の は54.8 （平成25年）４）であり、学卒就職者の少

なくとも は 社 以外の有期雇用で短時間就労である

ことがうかがえる。学校卒業後の就労時間以外の地域生活

についての支援については、平成31年３月「障害者の生涯

学習の推進方策」５）の報告の中に様々な方 は われて

いるものの い の 題をは めとして課題は大きい。 

本報告では、この報告の中にもある「障害福祉サービス

と連 した学びの場 くり」の一 として自立訓練（生活

訓練）を活用した学卒就職者の就業を めた生活支援につ

いて事例を 介し、学卒就職者の伴走 の支援サービスの

就業生活に対する意義と 果について することを目的

とする。 

 

 自立 の

の  

(1) の  

以上に た現状を け、社会福祉法人ぷろぼのでは、

学 期から一 した学卒就職者向け支援サービスを提供し

ている。 

放課後等デイサービスぷろぼのスコラは、障害のある中

高生を対 としたキャリア教育支援プログラムを提供して

おり、在学中から卒業後までの支援を実施している。在学

中から卒業生まで 用できる「ぷろぼの ル ャークラブ」

を実施し、月１回、 、ジム、 、調理といった

活動の場を提供している。学卒就職者については月に１回

「わくわくワークの会」として 会を開 している。定

期的にデイサービスのスタッフや就職した 間と会うこと

で、相談しやすい体制を築いている。また、短時間就労者

について就労時間以外の預かりの場として日中一時支援を

提供している。 

(2) の の  

法人の就労支援の実践を まえ、 支援や預かりだけ

では就職後の支援としては不充分ということから、学卒就

職者に対する自立訓練（生活訓練）「ぷろぼのワー ーズ」

を平成31年４月に開始した。 

に1回、ワークシー ６）を用いて や につい

て必要な情報提供をし、必要に応 て実習を実施。お金を

使わないで びに行く計 を立て事業所 くの資料 に出

かけたり、 だ の 事を ランス表に分 したり、

１つのテー について学習と実習ができるように して

いる。 

ほかの日には基 学力についての リル学習やパ コン

定取 などの学習支援を 者に提供。 や計 など

の基本的な事 は生活で使わないと以前できていても れ

てしまう 向があり、自分で目標を めて過ごすことは生

活に リハリが生まれやすい。 

また、す てのプログラムの初めにお小遣い アプリを

用した金銭管理の時間を設け、定期的にお金の使い方を

り る 会を持っている。使いす て りなくなること

だけが課題ではなく、使わなさす ることも課題ととらえ、

働いたお金で自分の生活を かにすることについても 言

している。 

さらに必要に応 て 人 談や保護者を えた 談を実

施。就職後、家族も本人 様に就業や生活に不安を いて

いることも多い。就職前から支援しているスタッフが相談

し、解 策を共に することで就労の継続と生活の充実

を支援している。 

以 では日中一時から自立訓練（生活支援）プログラム

「ぷろぼのワー ーズ」に移行した 用者の事例を 介す

る。 
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３ 学卒就職者の支援事例 

(1) Ａさん：就職後の目標が変わるたびに離職についての

面談をした事例 

特別支援学校高等部卒業。ぷろぼのスコラ卒業生。スー

パーで短時間就労。体力には自信があり、休日にはキャン

プ活動の有償ボランティアに参加している。在学中から就

労意欲は高く職場の人間関係も良好だが、「大学に行きた

い」「専門学校に行きたい」「ダブルワークをしたい」な

どその時々で今後の目標が変わり、その度に離職について

相談があった。就労を継続しながら試験の勉強をする、ほ

かの就職先を探してみるなど、就労と並行してできること

を提案しながら対応していた。自立訓練開始後は、本人が

就労後のステップアップのための課程と認識しており、相

談の頻度は減少している。 

(2) Ｂさん：金銭管理に課題があり、家族と相談して改善

が見られた事例  

 特別支援学校高等部卒業。ぷろぼのスコラ卒業生。スー

パーで短時間就労。午前中に就労が終わるので、午後は遠

出して家族でも連絡がつかないことが多く、給料を自己管

理すると用途不明が多く全額使ってしまう状況だった。金

銭管理についてスタッフと定期的に確認していたが改善が

見られず、本人、家族、支援者で相談して小遣い制に変更

した。また午後は基本的には事業所に通所し、予定がある

時には事前に連絡することとした。自立訓練開始前は連絡

なく休むこともしばしばあったがプログラム開始後は本人

に意義が理解され通所も安定。現在はジムなど定期的に行

くところもでき、お小遣いの範囲で生活リズムができてお

り、好きなことに対してまとまったお金を使うこともでき

るようになっている。 

(3) Ｃさん：日中一時支援から自立に向けた取り組みに移

行した事例 

 特別支援学校高等部卒業。就労移行支援を経て介護施設

で短時間就労。一人で留守番ができないということで空き

時間を日中一時支援で預かっていたが、預かり支援では自

立に向けた目標設定がなかなかできず、３年経過。自立訓

練を開始後は、講義内容をもとに自立のための情報提供を

する中でできること、練習が必要なことを整理し、就労時

間以外の地域や家での過ごし方について目標を設定できる

ようになっている。 

 

４ まとめと考察 

このように、学卒就職者に自立訓練（生活訓練）プログ

ラムを提供することで、特に短時間就労者の就労継続と就

労時間以外の生活リズムの構築、地域での生活スキルにつ

いて必要な情報提供や支援を行うことができる。藤田

（2018）７）の報告にもあるように、就職前からの様子を

知る支援者が就職後も定期的に相談できる態勢を作ること

が離職予防につながること（事例Ａより）、生活スキルの

確認と生活に必要な情報の提供をすることで地域生活での

自立に向けた支援を進めることができること（事例Ｃよ

り）、仕事や生活の一次相談窓口となり、本人、保護者が

必要時に相談できる態勢である（事例Ｂより）ことは就職

後の就業生活の維持に関して重要であると言える。 

知的障害のある生徒の学習上の特性を考慮すれば、一般

に体験を通して学ぶことを重視する必要があり、就労後の

課題について、キャリア教育として事前に学校教育で学習

しても実際に経験していないので不十分な支援に留まりが

ちであることは大いに考えられる。本報告のような学卒就

職者に対する生涯学習の伴走支援態勢を提供していくこと

で、就職後の就労と地域生活を充実させていくことが今後

ますます必要になってくると考える。 
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